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全日本民医連第４5回定期総会
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第４５回総会スローガン

● ９条改憲阻止、核廃絶と脱炭素の運動をすすめ、憲法を生かし人間と環境に優しい持続可能
なまちづくりに、共同組織とともにとりくもう
●人権と公正の視点で、共同のいとなみとしての医療・介護活動を一体的に実践し、「事業・
経営」、「医師養成」での飛躍を創り出そう
●個人の尊厳、ジェンダー平等が貫かれた、いのちとケアが大切にされる社会の実現をめざし、
広範な市民とともに政治に働きかけよう

はじめに

２０２０年 ２ 月に熊本で開催された第44回総会か
ら ２年、いまもなお続く新型コロナウイルス感
染症パンデミックの中、44期運動方針に沿って
大奮闘し民医連の存在意義をいっそう発揮した
２年間でした。がんばってきた職員とささえて

くれたご家族、共同組織、地域の人びとに理事
会は心からのねぎらいと感謝を表します。
私たちは地域住民、患者、共同組織のいのち
と健康を守りぬくために全力で取り組んできま
した。同時に職員の健康を守りぬくことをかつ

■本文中の（※）については用語解説を載せています
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てなく重視してきました。それでも心身に不調
をきたした仲間や、いまだ療養中の仲間もいま
す。一人ひとりの回復を願い、ささえていきま
しょう。
２０２３年、全日本民医連は結成から7０年を迎え
ます。敗戦翌年の１９46年 5 月 １ 日、アメリカ占
領軍基地内の工場施設に働く労働者の運動で、
戦後最初の民医連の医療機関である「東京自由
病院」が生まれました。その後、全国に民医連
の病院・診療所をつくる運動がひろがり、１９5３
年 6 月 7 日、２２県１１7院所が加盟する全日本民
主医療機関連合会が結成されました。私たちは、
今日では47都道府県１75８事業所が加盟する全国
組織へと発展してきました。結成6０年を迎えた
第4１回定期総会で、民医連が地域での信頼を勝
ちとり、事業や規模を前進させてきた理由につ
いて、①「生活と労働の視点」（※注）や「共
同のいとなみ」（※注）の医療観に立ち、医学
医療の進歩に学び、自ら後継者育成にとりくん
できたこと、②非営利原則にもとづき、要求に
応えて地域住民とともに保健、医療・介護活動
を展開し、事業所の科学的で民主的な管理と運
営に努力してきたこと、③日本国憲法に依拠し
て社会保障制度を守り発展させる運動をすすめ、
政治活動にも積極的にとりくんできたこと、と
まとめました。また一方で、組織の存続にかか

わる重大な困難に直面した時、「困難は、全国
の仲間の知恵と連帯の力で克服」しようと奮闘、
その過程で、全日本民医連の団結は強まりまし
た。その全国的な団結、連帯は、今日のコロナ
禍を乗り切る上でも大きな力となりました。
第44回総会運動方針は、綱領改定後の１０年の
実践を踏まえ、２０２０年代の民医連の課題（①平
和、地球環境、人権を守る運動を現場から地域
へ、そして世界に、②健康格差の克服に挑む医
療・介護の創造と社会保障制度の改善、③生活
と人生に寄り添う切れ目のない医療・介護の体
系と方略づくり、④高い倫理観と変革の視点を
養う職員育成の前進）を提起しました。コロナ
禍での ２年間の実践は、これらの課題へのとり
くみの前進がますます求められていることを示
しています。
44期、困難を全国の連帯の力で乗り越えてき
た確信を共有し、強まる改憲の策動をはじめ、
平和と人権を巡る分岐点と言える第45期に、民
医連運動の着実な前進のための羅針盤となる運
動方針と予算を決定し、実践の先頭に立つ役員
を選出しました。
全県連、法人、事業所が方針を学び討議し、
人権と公正の視点でいのち優先の社会を作り出
すために奮闘を呼びかけます。

４４期のふり返り　どんな ２年間だったか

第 １章

新型コロナウイルスのパンデミックという過
去にない試練と厳しさに直面し、民医連はすべ
ての全国会議をＷＥＢで行いながら団結と連帯
を強め、医療・介護従事者としての誇りと使命
感を発揮してお互いをささえあい、住民のいの
ちと暮らしに寄り添い、健康権を守るために全
力をあげてきました。そのなかで民医連は大い
に鍛えられ、共同組織とともに存在意義を高め
てきました。
コロナ対策においても、社会保障政策におい
ても、国民の願いに逆行し大失政を続けた安倍
・菅自公政権と対峙し、44回総会が打ち出した

「平和と個人の尊厳が大切にされる２０２０年代」
をめざして国民的共同の一翼を担い、大きな成
果を上げてきました。ジェンダー平等の課題を
はじめ人権をないがしろにする政治や社会を変
革する運動が発展し、総選挙でも、立憲主義と
民主主義を求める市民と野党の共闘が、これま
での政治への現実的な対案として存在感を増し
ています。
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第 １節　新型コロナウイルス感染症へのとりくみ

（ １）全日本民医連としての対応経過

１９年１２月３０日、中国で発生が報告された新型
コロナウイルス感染症は、２０年 １ 月１6日に日本
国内で初の感染者が報告され、 ３月１１日、ＷＨ
Ｏ（世界保健機関）は同感染症がパンデミック
（世界的大流行）であると宣言しました。感染
は瞬く間に世界中に拡大し、変異をくり返しな
がらいまなお猛威をふるっています。
全日本民医連は国内初発例発生を踏まえ、２０
年 １ 月２８日に全県連、事業所に向けて留意点を
発信し、44回総会のさなかから新型コロナウイ
ルス感染症への対応と運動を開始しました。総
会直後、理事会のもとに「全日本民医連新型コ
ロナウイルス感染症対策本部」を設置（２０年 ２
月２９日）。 4月 5 日に会長アピール「目前の危
機を、ともに乗り越えるために」をすべての職
員と共同組織へ向けて発出し、危機感を共有す
るとともに、長丁場の構えと、全国の連帯・団
結を呼びかけました。あわせて、受療権を守る
こと、職員を守ることなど44回総会運動方針を
コロナ禍で堅持・発展させることを確認しまし
た。
第 5回定例理事会（２０年 ８ 月２１日）で「新型
コロナウイルス感染症に対するとりくみの到達
と課題～ 6月末までの中間的取りまとめ～」を
発表、44期全般のまとめを第２２回定例理事会
（２２年 １ 月１5日）で行いました。総会運動方針
とともに学習と活用を呼びかけます。

（ ２）�新型コロナパンデミックは私たちに何を
問いかけたか？

新型コロナウイルス感染症は、私たちの住む
この世界にこれまでにない影響をもたらしまし
た。
国連は２０年 4 月に「COVID-１９（新型コロナ
ウイルス）と人権」（※注）を発表し、その中で、
「人権を尊重した対応は、パンデミックを撃退
し、すべての人のヘルスケアを保障し、人間の
尊厳を保持するためのより良い成果を生み出
し」「もっとも苦しんでいるのは誰なのか、な
ぜなのか、それについて何ができるのかという

ことに私たちの注意を向け」「より公正で持続
可能な社会、開発、そして平和をもって、この
危機から脱出するための基盤をつくる」とのべ、
世界に向けて人権の尊重と公正で平和な社会の
実現をめざした対応を呼びかけました。
世界中の人びとが、新型コロナパンデミック
による強い影響の中で、未来に向かって模索を
開始しています。その時に大事なのは、常に「人
権」の視点を持ち続けることです。そして、日
本の医療・介護に携わる私たちにとって重要な
ことは、８０年代に端を発したグローバル資本主
義・新自由主義（※注）による政治や経済、社
会保障政策による負の影響が露呈したというこ
とです。私たちはそれらに対峙し、乗り越えて
いくことが求められています。

１ ）�経済活動のあり方と、気候変動への危機感
の高まり
経済偏重政策による大規模森林伐採などの自
然環境の変化によって、それまでにない野生生
物と人類の接近を引き起こしたことが、新興感
染症発生の一因になっているという説が有力で
す。新型コロナウイルスの発生原因はまだ確定
していませんが、経済活動のあり方が、人類存
亡につながるようなパンデミックを引き起こす
可能性がある、ということを示したと言えます。
加えて、大規模な環境破壊は温暖化の一因で
もあり、現在の最重点課題とも言える気候危機
へのとりくみをすすめる上でも、乱開発の規制
など、環境を守る経済政策への転換が求められ
ます。現在の温暖化問題については、ＣＯＰ２6
（第２6回気候変動枠組条約締約国会議）の合意
に従った、国のエネルギー政策を正すことが必
要です。

２ ）�社会経済的状況による健康格差の顕在化と
人権尊重への機運
新型コロナパンデミックでは、社会的に弱い
立場にある層に困難が集中的に現れました。世
界的に人種や所得の多寡などによって、感染率
や死亡率に差が出たことが報告されました。日
本でも非正規労働者、シングルマザー、障がい
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者、高齢者、中小自営業者、ケア労働者（※注）、
性的マイノリティーなど、いずれもパンデミッ
ク前から新自由主義的政策によって困難な状態
にあった人びとの生活がさらに悪化しました。
失業、雇い止め、倒産、自殺者の増加など、早
急に政治的解決が求められる課題が顕在化して
います。一方で、富裕層やグローバル大企業の
利益は膨張し続けており、新自由主義的政策下
のパンデミックは、貧困と格差をより悪化させ
ることが明瞭に示されました。
このような人権侵害や不公正な社会を、変え
ようという大きな流れが生まれています。長い
間、特に日本社会において無視され続けてきた
ジェンダー平等（※注）やＬＧＢＴＱ（※注）
差別撤廃、ケア労働に対する正当な評価を求め
る当事者運動とそれを支援する広範な連帯が形
成されています。これらは、これからの社会の
あり方を左右する重要なムーブメントであり、
個人の尊厳と人権を守る視点で、運動がさらに
大きく発展することが期待されます。

３ ）�露呈した社会保障のぜい弱さと、医療・介
護現場で現れた倫理規範の侵害
日本の保健医療の水準は、平均寿命や乳児死
亡率などの指標で、かつては「世界一」とも言
われるほど高く評価されてきました。しかし、
９０年代から政策的にすすめられてきた保健所の
統廃合や公的研究機関の人員削減、感染症病床
や急性期病床の削減などで、国民のいのちを守
る医療資源の縮小が進行していたことが、パン
デミックの被害を拡大しました。第 4波、 5波、
6波では医療崩壊（※注）が現実化し、国民皆
保険をうたうこの国で、医療に届かずにいのち
を落とす人が多く発生するなど、これまでに経
験のなかった事態が引き起こされました。
加えて、「災害級」の状況下ではあったものの、
高齢者や認知症併存の感染者への対応時に、半
ば誘導的なＤＮＡＲ（心肺蘇生を行わないこと）
確認や治療（人工呼吸器・ＥＣＭＯなど）控え
など、現場の職員がなし崩し的に「いのちの選
別」に繋がるような倫理判断を迫られたことは
重大です。
こうした医療・介護従事者の倫理規範の侵害
とも言える状況をつくらないためにも、受療権
が保障されるためにも、医療ひっ迫が起きない

ような備えが求められます。

４ ）�「自己責任論」のまん延とソーシャルアク
ションの重要性
長期に渡り新自由主義的価値観にさらされて
きたこの国では、自己責任論（※注）に陥りや
すいことが、今回のパンデミックであぶり出さ
れました。当初、得体の知れない感染症のひろ
がりに、多くの国民が強い不安感に襲われ、自
身の身を守ることに精いっぱいという状況の中
で、「自助」を執拗に強要する政治が追い打ち
をかけ、「感染したのは自己責任」との言説や、
飲食業者へのバッシング、医療者への風評被害
などが発生しました。
自己責任論は失政の公的責任を個人に転嫁す
る論理として、この国にひろがっています。そ
れを克服するためには、基本的人権を守り抜く
姿勢を貫き、健康の社会的決定要因（ＳＤＨ）
の改善とケアが尊重される社会の実現をめざし
てとりくむことが必要です。
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この間、民医連はもちろん、全国の学園、地
域で、生活困難者への食糧・生活品などの支援
活動が、自発的、継続的に行われました。本来、
公的に行われるべきこうした支援のとりくみは、
困難を目の前にして沈黙せず、自己責任論に迎
合しないという強いメッセージともなりました。
加えて民医連は、困窮事例調査や手遅れ死亡事
例調査を行うなかで、さまざまな困難を分析・
検討し、ＳＤＨそのものを規定する社会や政治
のあり方に働きかけるソーシャルアクション
（※注）の重要性を発信し続けています。こう
したとりくみをいっそう強化していくことが重
要です。

５ ）�「いのちを守るために政治への働きかけが
必要」との教訓が明確化
２ 年間のパンデミックへの対応において、数

々の政治的判断の誤りが現場を混乱させ、大切
ないのちを失うことに繋がりました。
２０１０年の新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ １Ｎ １）

対策総括会議報告書で提言された、保健所機能
やＰＣＲを含めた検査体制の強化を怠ったこと
から始まり、新型コロナウイルスパンデミック
が始まった後もＰＣＲ検査数を意図的に抑制し
たこと、政治主導のルール変更で、現場での準
備のないまま感染者を自宅に留め置いたこと、
緊急事態宣言の最中に65００人以上の医療従事者
を動員し東京五輪を強行開催したことなどは、
経済優先でいのちを軽んじる新自由主義政治の
もとでの明らかな失政です。医療が届かぬまま
多くの在宅死亡者を生んだことは人災と言えま
す。現場の声が国政に届かない悔しさを感じた
職員も多かったことでしょう。
この間のとりくみを通して、私たちは、政治
と目の前のいのちが密接に関係しているという
ことを、いままで以上に痛感させられました。
政治を変えないといのちを守れない、これが現
場の実感であり、今後に生かすべき教訓と言え
ます。

第 ２節　医科・歯科・介護分野
新型コロナウイルス感染症の影響は ２年間に
及び、現在でも収束は見通せない状況です。感
染症に対する恐怖、社会的孤立、失職と貧困、
行政による支援の不足などを背景に経済格差・
健康格差は近年になく急速に拡大しています。
民医連はいのちを守るために奮闘し、全国各地
で「医療・介護活動の ２つの柱」（以下、「 ２つ
の柱」）の実践をすすめてきました。

（ １）医科分野

１ ）感染対策の前進
新型コロナウイルス感染症の流行当初、各地
の民医連事業所は地域の医療機関とも力を合わ
せ、可能なところでは発熱外来を設置し、発熱
患者の受療権の維持に努めました。全日本民医
連は新型コロナウイルス感染症対策本部を設置
し、全国の感染状況、教訓や対策、専門家から
のレクチャーなどを発信してきました。
新興感染症にあっても標準予防策をはじめと
した基本的感染対策が重要なこと、感染拡大は
最前線の現場だけでなく、職員食堂・更衣室な
どでも発生すること、クラスターの経験からの

教訓をいち早く全国に発信したことは、その後
の各地の感染対策に大いに役立ちました。各事
業所でも、病院を中心に感染管理看護師や感染
制御チームが役割を発揮し、感染対策が向上し
ました。
また、介護現場では身体接触は避けられず、
認知症などのため基本的な感染対策が難しい人
が多いなど、感染対策上困難な面があります。
そのなかで安易に利用制限や事業休止を選択す
るのではなく、感染対策を学び生活支援を継続
してきました。医療と連携して早くから感染対
策の支援が得られたことは、大きな強みでした。

２ ）�地域連携のひろがりと民医連の存在意義の
再確認
新型コロナウイルス感染症への対応は、地域
の医療・介護、福祉の力を集めることが求めら
れました。民医連が発熱患者の対応にすべての
患者の受療権を守る姿勢でとりくむなか、地域
から信頼も高まり、マスコミに登場する機会も
増えました。
民医連内外のコロナ受け入れ病院間や急性期
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病院とポストアキュート受け入れ病院間で定期
的に協議する仕組み、地域の病院が連携して行
政と交渉、医師会との協力などが各地で報告さ
れています。これらのとりくみで民医連の事業
所が中心的な役割を担った例も少なくありませ
ん。これらの活動を通して、多職種協働の意味
の実践的理解がすすみ職員同士の団結も高まり
ました。
また、共同組織やさまざまな地域の団体から
の支援や激励は、地域とともに歩んできた私た
ちにとって感動や確信につながっています。

３ ）倫理的課題
民医連事業所ではＤＮＡＲの扱い、面会制限
のあり方、身体抑制、看取りの場面での対応、
意思決定の場でのていねいなとりくみなど、全
国各地で多くの職員が悩みながら実践しました。
人権が尊重された「共同のいとなみ」としての
医療・介護の実践がどうであったか、あらため
てふり返り教訓を導き出す必要があります。

４ ）地域、県連、地協、全国レベルでの連携
大規模クラスターが発生した病院や介護施設
に全国各地から激励・励ましの声を寄せ、人員
の派遣を行うなど現地を支援してきました。こ
ういった物心両面の励ましは、疲弊する現地ス
タッフの大きなささえになったばかりでなく、
全国組織としての民医連への、職員の確信が深
まりました。実情に応じて県連・法人間で病院
から介護事業所への感染対策の援助も積極的に
行われ、医療と介護・福祉の複合体としての民
医連の強みを発揮しました。多くの地域で、民
医連外の事業所への支援も行われました。

５ ）総合的な医療・介護の質向上のとりくみ
民医連のＱＩ（医療の質向上）のとりくみに
は９３病院が参加しました。病院団体の横断的な
とりくみがすすめられる「医療の質向上のため
の協議会」には民医連も参加し、医療の質改善
のための指標の標準化や、これまでの改善のと
りくみから指標を活用した質改善のためのテキ
ストの作成などにとりくんでいます。民医連の
ＱＩ推進士養成セミナーは、１5人が受講し修了
しました。
医療・介護安全を巡るとりくみでは、「コロ

ナ時代における、多職種協働の安全対策」をテ
ーマに医療介護安全交流集会を開催し、心理的
安全性などについて学びました。また、介護分
野での「警鐘事例」の収集について検討し、今
後事例収集にとりくみます。医療介護倫理交流
集会は、今期は開催できませんでした。
研究倫理審査委員会は、全日本民医連に加盟
する多施設の職員が共同で実施する、人を対象
とする医学系研究（臨床研究及び疫学研究）に
ついて審査を行っています。44期は ２件の申請
と １件の研究計画の変更について審査したほか、
臨床研究のすすめ方など民医連における臨床研
究の推進のための学習会を ３回開催してきまし
た。「人を対象とする生命科学・医学系研究に
関する倫理指針」（※注）が２１年 6 月に施行さ
れたこともあり、研究実施の際には留意が求め
られます。また臨床研究を行う際の研究倫理審
査の必要性について周知が必要です。
事業所管理者・顧問弁護士交流集会では、あ
らためて特養あずみの里裁判事例から学び、①
初動から組織的に対応することの重要性、②医
学的検討の重要性、③評価方法（前方視的視点
による事前的評価（※注）に徹すること）や日
常的な顧問弁護士との連携など、教訓を学びま
した。また、医療・介護の事故に不当に警察が
介入する例が散見されることから、警察対応の
学習なども行いました。参加者は7００人を超え、
そのニーズの高さを実感する機会ともなりまし
た。制度が発足して 5年が経過した「医療事故
調査制度」について、民医連の病院の活用状況
について調査を行いました。１２８病院から回答
があり、この 5年間で、医療事故調査センター
への報告が２4事業所から３6件されていました。
医療の質向上につながる制度としていく上での
課題についても、ひきつづき検討が必要です。

６ ）�水俣病、アスベスト、福島第一原発事故被
害者救済、労働者の健康を守るとりくみ
民医連としてチーム・ミナマタを編成し、多
面的な活動をすすめてきました。熊本、東京、
大阪、新潟での訴訟にチーム在籍の医師が証人
として出廷し、証言しています。裁判では、重
箱の隅をつつくような被告ら（国・企業側）の
意見書に対する原告側弁護団の反論書作成にも、
専門家集団のチームとして力を発揮しています。
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２０年 ８ 月３０日には「第 １回慢性メチル水銀中毒
症シンポジウム」を行い、報告集を発行しまし
た。今後、新潟水俣病を取り上げて第 ２回目の
開催を予定しています。
１３年におよぶ建設アスベスト裁判（０８年提訴）
は、２１年 5 月１7日に最高裁で 4つの訴訟（東京
・神奈川・京都・大阪）第一陣の判決がありま
した。判決は、一人親方などに対する国の責任
を認めたこと、建材企業に対しての共同不法行
為責任を確定させたことなど、画期的なものと
なりました。
「脳・心臓疾患に関わる労災認定基準の改定」
（※注）が行われ、ひきつづき「精神に関わる
認定基準」の改定も始まります。「過労死等の
防止のための対策に関する大綱」の改定も行わ
れました。内容を学び、労働者の権利擁護のた
めの医療活動を強めていきます。
東京電力福島第一原発事故被害者への支援の
とりくみは、いくつかの県連で、引き続き健康
診断、生活相談などに取り組みましたが、全日
本民医連としてはコロナ禍により個別の事例で
の相談にとどまりました。
44回総会で、労働者を巡る新しい健康問題と
して、非正規労働、雇用（契約）によらない労
働、テレワーク、外国人労働者などの増加を挙
げましたが、コロナ禍でこれらの矛盾はより大
きくなっており、患者の労働実態をしっかりと
把握することがますます重要です。

７ ）認知症分野のとりくみ
コロナ禍のもと、認知症をもつ人・家族の在
宅生活への支援、認知症サポーター養成講座、
地域ネットワークづくり、学習会の開催、自治
体と連携した本人ミーティング、認知症班会や
認知症カフェなど、各地で感染状況をみながら
さまざまなとりくみがすすめられてきました。
２２年 １ 月に、全日本民医連認知症委員会として
認知症実践セミナーを開催し、パーソン・セン
タード・ケア（※注）について学びました。

８ ）ＩＣＴの普及とオンライン診療
医療・介護現場でのデジタル化が進行してい
ます。オンライン診療のためのシステムやオン
ライン資格確認システムなどが普及しつつあり
ます。全日本民医連は、オンライン診療の初診

からの解禁に反対するとともに、導入する際の
留意点について見解をまとめました。
この間、外来での問診を均質化し省力化する
ためのＡＩ問診システム（※注）が開発され、
民医連の病院でも数カ所の導入実績があります。
ＩＣＴ（情報通信技術）の利用に関しては、利
便性や省力化など積極的に評価できる面と、い
わゆる「デジタル格差」により取り残される人
たちがいる面、ＩＣＴ企業のビジネスチャンス
の安易な拡大といった経済的動機の優先が危惧
される面など、多方面からその効果を検討して
いく必要があります。

９ ）民医連の病院・診療所活動
①病院
「中小病院が輝く時代に」と、初めての中小
病院長会議を開催しました。入院機能を持ち、
医療と介護の連携や一体的提供に大きな役割を
果たし、地域と密着した中小病院の強みを生か
す病院運営や院長の役割などについて検討する
機会となりました。
文字通り地域をささえる中小病院として、地
域の健康権の実現とまちづくりにとりくむこと、
また、医師の確保と養成の面でも意識的に中小
病院の魅力を発信する活動を強め、前進するこ
とを確認しました。

②診療所
全日本民医連の医科診療所数は０９年の5２８を
ピークに減少傾向となり、4２カ所減って２１年 4
月現在で4８6（うち有床１３）となっています。
背景には、経営困難や医師数の減少、高齢化、
診療報酬上の対応などがうかがえます。
民医連の診療所は、地域の困難やいのちと暮
らしの問題に寄り添い、積極的な活動を推進し
てきました。無料低額診療を実施する診療所も
増加しました。限られたスペースの中で感染対
策に努め、苦労しながらも54％の診療所がコロ
ナ診療・検査機関の指定を受け、発熱難民を生
まない実践を続けてきました。75％が在宅支援
診療所となり、介護事業所併設の診療所は65％
となるなど、外来から在宅・介護、保健予防へ
と機能の拡大・強化をすすめています。職員育
成の場としても、医師、看護師、事務などで診
療所研修を位置づけている県連が増えています。
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医師体制上は、 １診療所あたりの医師数は若
干増加していますが、年齢層は上昇しています。

（ ２）歯科分野

44期は、コロナ禍での歯科医療活動も大きな
転換が求められました。歯科部では、２０年 5 月
から２１年 5 月（調査対象月２０年 ３ 月～２１年 4 月）
まで、 ２カ月ごとに計 7回の「新型コロナウイ
ルス感染症拡大に伴う歯科影響調査（以下歯科
影響調査）」を行いました。この調査により、
各事業所でのとりくみと教訓を、コロナ後の診
療に生かすための情報共有をすすめました。全
体として、診療にかかわるクラスターを １件も
出さず、感染対策での医科歯科連携がすすむ中
で、さまざまな創意と知恵を凝らして地域での
歯科医療を守るとともに、困難事例への対応を
含めた人権を守る医療活動をすすめました。
調査結果から、延べ患者数では、２０年 4 月、
5月が大きな減少となり、１９年度との比較では
８割以上の歯科事業所が減少となりました。特
に施設などからの診療制限により訪問診療・入
院患者の診療制限が多数を占め、高齢者や有病
者の歯科治療・口腔ケアなどがコロナ禍では大
きく制限を受ける結果となっています。
社会的困難事例（１6２事例）では、コロナ禍
での解雇や失業、雇い止めで職を失い、仕事が
減り収入が減少したことなどから、医療費が払
えなくなったり、保険証がなくなり（１6事例）、
中断や受診控えとなることが報告されています。
そのなかで各事業所では、無料低額診療事業の
適用（54事例）、公的免除、保険証発行の援助
などがとりくまれました。
新型コロナウイルス感染症のワクチンの集団
接種を行うため、厚生労働省より歯科医師のワ
クチン接種への協力要請が出され、歯科部とし
て内閣総理大臣・厚生労働大臣宛に接種に対す
る緊急要望書（２１年 5 月２１日付）を出しました。

１ ）歯科医療活動の特徴
「歯科影響調査」と２０年度歯科医療活動調査
（歯科医活調査）の結果から、コロナ禍で感染
予防対策を取りながら、医療活動も前進させて
きました。
感染拡大防止のための診療制限の内容では、
「診療前トリアージ」「予約・患者数の制限」

や「治療内容の制限」などで対応してきたこと
がわかりました。緊急事態宣言などが出された
「感染拡大地域」では、三密の回避や感染リス
クに繋がる治療自体の制限が重視され、「その
他の地域」では体調のトリアージに加え、感染
拡大地域からの患者の受診に制限をかけるトリ
アージが重視される傾向がありました。
歯科医活調査の結果からは、コロナ禍で訪問
歯科診療での訪問単位や収益の減少があり、特
に病院・施設への訪問が困難になった影響が見
られました。
同様に、保健予防活動や外部研修なども実施
が減少していましたが、動画配信やオンライン
を活用した事業所では、継続したとりくみもあ
りました。
また診療報酬改定への対応については、歯科
疾患の重症化予防のとりくみが前回調査よりも
前進しており、施設基準への対応もすすんでい
ることがわかりました。

２ ）医科・歯科・介護の連携のとりくみ
医科・歯科・介護の連携では、法人内の病院
や介護事業所と歯科との連携、歯科衛生士配置、
オーラルフレイル委員会や病棟の口腔ケア、病
棟往診、病院のＲＳＴ（呼吸ケアチーム）、Ｎ
ＳＴ（栄養サポートチーム）への参加、嚥下内
視鏡検査による嚥下機能の評価、入院患者への
スクリーニングの強化などがとりくまれていま
す。
医科・歯科・介護の連携をすすめる課題では、
現在の歯科診療体制の人員では対応が困難なこ
とも報告されています。連携をすすめる体制の
確保が医科・歯科・介護連携における歯科の重
要な課題となっています。

３ ）�「保険で良い歯科医療を」全国連絡会のと
りくみ
２１年、「 6・３初夏の歯科総行動」を行い、「保
険でより良い歯科医療を求める」請願署名がス
タートしました。署名はコロナ禍で、事業所窓
口や診察室でのとりくみをはじめ、事業所ニュ
ースなどへの折り込み、共同組織の協力、他団
体の申し入れなどを行い、目標の２０万筆に対し
２２年 １ 月現在で１7万筆と前回（１９年）を上回る
署名が集まり、大きなとりくみとなっています。
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２１年１２月１6日には、全国連絡会（全国保険医
団体連合会、日本医療福祉生活協同組合連合会、
全日本民医連）として「２０２１歯科総行動集会」
を開催して、署名運動のまとめの集会とし、全
国から5００人以上の参加（オンラインの視聴参
加も含め）で行いました。２２年 １ 月の通常国会
開催時に署名の提出をし、 ２月に民医連として
の集会を開催しました。
子どもの歯科矯正への保険適用拡大の請願は、
厚生労働委員会で全会一致で採択され、大きく
前進しました。また、２１年 １ 月１３日に出された
中央社会保険医療協議会の告示価格の一部に計
算の誤りがあり、民医連独自に試算方法の明確
化、歯科材料決定方針の公開と技術料の適正評
価について、 ２月２4日に厚生労働省へ申し入れ
を行いました。民医連歯科事業所へ２２年度歯科
診療報酬改定に向けたアンケートを実施し、「歯
科医療と２０２２年度歯科診療報酬改定に対する要
望」を厚生労働大臣へ提出し、厚生労働省との
懇談を行いました。

４ ）歯科医療と介護報酬
２１年の介護報酬改定では、リハビリ・機能訓
練、口腔ケア、栄養マネジメントを三位一体の
ものとしてとりくむことが自立支援・介護度の
重症化防止に効果的であることが強調され、こ
れまで提示されたさまざまなアウトカムから、
これらの義務化と未実施の施設での介護報酬の
将来的な減算が示唆されました。通所系・施設
系サービスなどでも利用者の口腔機能低下を早
期に確認することや口腔衛生管理体制の確保が
義務化を前提に導入されました。この流れから、
これまで以上に歯科事業所と介護事業所の連携
を強めることが重要であり、また利用者の人権
と生活に寄り添った介護の質の向上や経営的な
側面からも、いっそうとりくみを強める必要が
あります。

５ ）�歯科医師など職員の確保と養成・育成につ
いて
44期歯科医師臨床研修のマッチングは、定員
数に対して２０年が56.7％、２１年は46.９％でした。
コロナ禍での見学者や受験者の減少などの影響
があったと考えられました。養成のとりくみで
は、相互歯科（東京）が民医連としては初めて

の指導歯科医講習会を、東京医科歯科大学と全
日本民医連歯科部との共催で行い、１２人の指導
歯科医を誕生させました。育成のとりくみでは、
青年歯科医師・奨学生交流会を ２回実施し、参
加者からは「全国の歯科医師と交流できる貴重
な機会で大変刺激になりました」「全国の仲間
が気軽に集まれる機会が増えることを望みま
す」など、貴重な交流の機会となりました。
歯科衛生士などの確保では、群馬でオンライ
ンでの就職説明会を開催しています。また、埼
玉や岡山では高校生の歯科医師・歯科衛生士体
験が行われました。歯科衛生士は、民医連歯科
衛生士政策として「歯科衛生士の基本となるも
の」の作成にとりくみ、民医連の歯科医療に確
信をもち、継承と発展につなげることを目的と
してとりくみをすすめています。今後、歯科衛
生士を中心に各事業所の討議を行い、全国の歯
科衛生士集会を開催し確認を行います。
歯科技工士は、歯科技工問題での国会集会を
「保険で良い歯科医療を」全国連絡会として行
いました。民医連歯科医療での院内歯科技工士
や臨床歯科技工士の課題などについて議論をす
すめていきます。

（ ３）介護・福祉分野

１ ）介護ウエーブ
コロナ禍のもと、各地で旺盛なとりくみがす
すめられてきました。コロナ対策強化を求める
自治体要請、実態調査や記者会見、民医連外の
事業所にも呼びかけたオンライン学習会、ＺＯ
ＯＭを活用した議員との懇談などがとりくまれ
ました。現場の実態・声がメディアに多く取り
上げられたことも44期の大きな特徴です。「介
護請願署名」は、２０年は１８万筆を集約し、国会
に提出しました。全日本民医連として、政府に
対してコロナ対策、大幅な処遇改善、介護報酬
の引き上げをくり返し要請し、補足給付見直し
の実施中止、介護報酬の特例的評価の継続を求
めて団体署名にとりくみ提出しました。議員要
請、政党懇談会など介護 7団体（※注）のとり
くみも前進しました。
ケアプランの有料化などの制度改悪を阻止し
てきたこの間の運動の力を土台に、介護報酬２１
年度改定では、財務省が「引き上げの環境にな
い」とくり返すなかで、不十分ながらも基本報
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酬の引き上げを実現させたことをはじめ、減収
補てんの費用を利用者負担に転嫁する「第１２報」
（※注）の廃止など、重要な成果を勝ちとるこ
とができました。こうした一連の経過は、現場
から粘り強く声を上げ続けることの大切さをあ
らためて示しています。これらのとりくみを通
じて利用者・家族、民医連外の介護事業所から
民医連に対する信頼や期待も寄せられています。

２ ）介護活動
コロナ禍の収束が見通せない中、各地の介護
事業所では感染リスクを下げる最大限の努力を
しながら、利用者・家族に寄り添いその生活を
ささえてきました。
介護報酬２１年度改定に対して各地で積極的な
対応がはかられ、リハビリ・口腔ケア・栄養の
「三位一体」対応など、介護の質の向上や医療
との連携につなげた各種加算の算定などが追求
されてきました。ＬＩＦＥ（科学的介護）（※注）
に対するとりくみのほか、安全体制の確保、Ｂ
ＣＰ（事業継続計画）の作成、虐待防止など運
営基準改定への対応が各地ではかられています。
一方、担当ケアマネジャーと介護事業所の間で、
加算算定を巡って意志疎通が十分はかられてい
ないケースなどが生じました。
各自治体で第 ８期介護保険事業計画がスター
トする中、看護小規模多機能型居宅介護事業、
定期巡回随時対応型訪問介護看護事業などを新
規に開設した法人もありました。
コロナ禍は慢性的な人手不足で苦しむ介護事

業を直撃しました。現場の職員体制が厳しくな
っているなか、各地で職員確保に向けた努力が
重ねられてきました。事業所職員からの紹介活
動の強化、奨学金制度の創設・受け入れ、養成
校訪問、無資格者の受け入れと資格取得に向け
た支援、政府・自治体の助成制度の活用などの
対応や、YouTubeの活用、確保対策をすすめる
ための専任者配置など多彩なとりくみが報告さ
れています。コロナ禍のもとで失業や就業困難
が生じ、初任者研修の受講者の層がひろがって
いるとの報告もありました。外国人留学生の受
け入れを検討、すすめている法人もあります。
その一方、紹介会社に頼らざるを得ず、紹介料
が経営を圧迫しているとの報告も多く寄せられ
ています。

（ ４）日本ＨＰＨネットワークでの活動

日本ＨＰＨネットワークは、発足から 5年が
経過し、民医連の事業所も含め１２３事業所が加
盟するネットワークに成長しました。この間も、
毎年開催する日本カンファレンスやスプリング
セミナーなどの企画で、「ＬＧＢＴＱと医療に
ついて学ぼう」や「アルコール問題への対応を
地域で考える」、在留外国人の受療権を意識し
た「やさしい日本語」などのとりくみを提起し
ています。国際ＨＰＨネットワークのカンファ
レンスはパリを主会場にオンラインで開催され、
埼玉協同病院、埼玉西協同病院、大阪・西淀病
院、大阪ファルマプラン、東京保健生協から ９
演題が報告されました。

第 ３節　社会保障と平和の課題

（ １）人権としての社会保障実現へむけて

１ ）�全世代型社会保障改革（※注）闘争本部の
設置と運動
四役会議のもとに全世代型社会保障改革阻止
闘争本部を設置し、運動を強化してきました。
「全世代型社会保障改革阻止たたかいの意思統
一集会」を開催、学習リーフの活用や学習会、
75歳以上窓口負担 ２割化反対署名、自治体キャ
ラバンや国会議員との懇談・要請などにとりく
みました。第２０4回通常国会の医療法等改正案、
健康保険法改正案などについてマスコミがその

内容を報道しない中、各地で ２割化についてア
ンケートを実施し、当事者の声を記者発表して
世論づくりにとりくみました。
法案は強行採決されましたが、実施は２２年１０
月以降であり、負担増を中止させるため、45期
も重点課題としてとりくみます。

２ ）コロナ禍で受療権を守るとりくみ
第 １回評議員会で「いのちの相談所」大運動
を提起し、地域の困難につながるアウトリーチ
をすすめました。無料低額診療事業の案内や相
談会のチラシも持参し、商店街や薬局、団地の



13月刊民医連資料　別冊（２０22年 4 月）

掲示板などにポスターの貼り出しを依頼しまし
た。ラジオスポットでの宣伝、電話相談や街か
ど相談会、地域訪問などにとりくんできました。
「派遣の仕事が激減し日々の生活費もままな
らない」（5０代女性）、「アルバイト激減で実質
失業状態。所持金も尽き、 １週間ほど食事もと
らずに公園で生活」（２０代男性）など、補償が
ないまま経済活動が止まり、自粛要請がひろが
るなか、特に非正規雇用、女性の間で急速に生
活苦、困窮がひろがっています。民医連は、「コ
ロナ禍による困窮事例」調査を実施。記者会見
を行い困難の実態を明らかにして国の支援強化
を訴えました。
また、国保・後期高齢者医療保険・介護保険
料（税）の減免と徴収猶予、国保資格証明書の
発行停止、国保・後期高齢者医療保険の傷病手
当金支給などを国に要請しました。各県連でも、
都道府県や市区町村に要請し、現場の実態を訴
える記者会見などに積極的にとりくみました。

３ ）すべての医療機関、介護事業所を守る運動
コロナ禍で危機的な状況となった医療機関、
介護事業所の経営困難に対し、すべての医療機
関・保険薬局・介護事業所への国の財政支援を
要求する運動にとりくみました。
２０年度補正予算に向けた「国民のいのちを守
る『医療と介護を守れ』の緊急行動提起」の団
体署名、「国に向けた医療・介護への財政支援
要請への賛同、団体署名」を提起、いずれも短
期間で１０００筆以上集まり、厚生労働省に提出し
ました。民医連外の医療機関、介護事業所も含
めて寄せられた声をまとめ、各地で記者会見も
実施しました。
病床ひっ迫、医療崩壊で、入院できずに自宅
に放置され、いのちを落とす事態を引き起こし
たことを政府は何ら反省せず、コロナ前の地域
医療構想にもとづく病院統廃合・病床削減を推
進しています。「安全・安心の医療・介護の実
現と国民のいのちと健康を守るための国会請願
署名」（いのち署名）や、「＃いのちまもる　医
療・社会保障を立て直せ！１０・１4総行動」へ、
全国からのオンライン参加にとりくみました。
ひきつづき新たに提起された全国統一署名「安
全・安心の医療・介護・福祉を実現し、国民の
いのちと健康を守るための国会請願署名」（新

いのち署名）にとりくんでいます。

４ ）総選挙へ向けたとりくみ
全日本民医連として「２０２１年総選挙にあたっ
ての全日本民医連の医療・介護要求」（要求リ
ーフ）を作成し、選挙に行って政治を変えよう
ととりくみました。すべての政党への申し入れ
を行うとともに、「総選挙学習決起集会」を開
催し、4００人を超える参加のもと民医連として
の総選挙要求実現に向けた決意を固め合いまし
た。
各県連や法人・事業所、共同組織では、市民
連合と野党の共通政策と要求リーフをあわせて
学習しました。独自要求も加えて地元の候補者
や政党に届けて公約への反映を求めたり、地域
の医療機関、介護施設・事業所に要求リーフを
送付し、寄せられた意見を踏まえて地域の医療
・介護要求をまとめたりするなど、選挙を通じ
て民医連の要求をひろげながら、その実現に向
けた共同のとりくみにも大いに活用しました。
また、県連・法人幹部自ら投票を呼びかける動
画を作成して職員に配信したり、要求リーフの
内容でシール投票を行ったりするなど、職員へ
の投票の呼びかけを行いました。職員が自ら考
えて職員に発信する「選挙へ行こう実行委員会」
でとりくみを具体化したり、全日本民医連作成
の各種宣伝グッズのほか、県連や法人で独自に
宣伝物を作成してスタンディング宣伝を行った
りするなど、多彩なとりくみが行われました。

５ ）全国的交流と後継者養成
44期「人権としての社保運動交流集会」では、
総選挙後の情勢を学び、コロナ禍での全国のさ
まざまな奮闘と、人権としての社会保障実現に
向けた実践を持ち寄って交流しました。 ９条改
憲阻止のたたかいと社会保障拡充を求める運動
に一体的にとりくむ意思統一を行うとともに、
楽しく参加したくなる「全職員で担う社保運動」
や、日常の医療・介護現場から社保運動を実践
する職場づくりをどうすすめるか、を深めまし
た。
「人権としての社会保障セミナー」を２１年 6
月から 4回に渡り開催しました。９０人を超える
受講生が参加し、県連や法人・事業所の援助担
当者の協力を得て、人権としての社会保障の基
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本や民医連のソーシャルアクションなどの講義
を受け、「気づきから始める事例検討」「ソーシ
ャルアクションを実践しよう」の ２つの課題に
とりくみ、学びを深めました。

（ ２）憲法、平和を守る運動

１ ）安倍政権による ９条改憲を断念させた運動
改憲への意欲をむき出しにしてきた安倍政権
は、新型コロナウイルス感染症の拡大にまとも
な対応もできず、市民の運動と世論の前に終焉
を迎えました。安倍政治を引き継いだ菅政権は、
改憲に繋げる憲法審査会の開催に意欲を示した
ものの、開催を阻止する野党共闘の前に、まと
もな審議を行うことなく、わずか １年で退陣と
なりました。
全日本民医連は、市民と野党の共闘を各地で
ささえ、野党への激励ファックス行動や、憲法
共同センター（※注）の憲法を守り生かす意見
広告運動（２１年 5 月 ３ 日掲載）にとりくみ、コ
ロナ禍で行動制限のある中で奮闘してきました。
安倍・菅政権を引き継ぐ岸田政権は、総選挙
で改憲勢力が衆議院の ３分の ２を超えたことを
受け、臨時国会開会日の所信表明演説で「憲法
改正」を盛り込み、 ９条改憲へ強い執念を示す
中、理事会は、「改憲発議を許さない！全日本
民医連闘争本部」を設置し、 ９条改憲ＮＯ！全
国市民アクションが提起した「憲法改悪を許さ
ない全国署名」に、参議院選挙までに１００万筆
をめざしとりくむことを確認しました。

２ ）�平和アクションプラン、核兵器禁止条約、
辺野古新基地建設反対のとりくみ
前期から引き継いだテーマ「平和な未来を私
たちの手でつくろう～学び、育ち、行動し、つ
ながろう～」をもとに、①平和憲法を学び守り
生かす、②米軍基地建設反対、撤去、③核兵器
廃絶、④いのちをまもれる社会をつくるという
4つの運動を呼びかけました。
原水爆禁止世界大会参加者交流会も世界大会
が ２年連続で完全オンライン開催となるなか
「平和の波」交流会として開催しました。２０年
67１人、２１年９１6人が参加し、情勢学習、広島・
長崎からの報告、各地のとりくみ、文化企画な
ど多彩な内容で行いました。２１年 １ 月の核兵器
禁止条約発効に合わせ、日本政府に署名批准を

求める署名を推進する集会を行い、ヒバクシャ
国際署名（※注）74万6３２6筆を日本被団協（※
注）に渡しました。日本政府に核兵器禁止条約
への署名・批准を求める署名（※注）は１6万
7０64筆（２１年１２月末現在）です。２２年 6 月開催
予定の核兵器禁止条約第 １回締約国会議（※注）
に向けさらに運動をひろげていきます。
コロナ禍で０4年から続いた辺野古支援連帯行
動は開催できませんでしたが、沖縄連帯集会を
開催し、３２１人が参加しました。現地からの報
告と沖縄のたたかいに連帯する動画を作成した
県連のとりくみの報告などがあり、4８次までと
りくんだ辺野古支援連帯行動の芽が各地にひろ
がっていることを確認できました。

（ ３）安心して住み続けられるまちづくり

今期のとりくみの特徴は、第 １に、民医連事
業所や職員・共同組織も参加し、コロナ禍によ
る地域の困難に寄り添うとりくみが各地で前進
し、その中で地域のさまざまな団体・個人との
繋がりが生まれ、社会福祉協議会や各種支援団
体とのネットワークも構築され、まちづくりに
つながる実践が始まっていること、第 ２に、具
体的に地域の困難に組織的に対応する機能を発
揮することを目的として、法人・事業所で「地
域サポートセンター」などが設置され始めてい
ること、第 ３に、第１5回学術・運動交流集会で
は全日本民医連としてはじめて「まちづくり」
をテーマにした交流会が開催されるなど、コロ
ナ禍でこそ見えてきた安心して住み続けられる
民医連のまちづくりが議論され実践に移されて
いること、です。そうした実践を「見える化」
するために、事業所や職員・共同組織によるま
ちづくりの実践を集積し、『民医連まちづくり
実践集（仮称）』の作成をすすめています。
パンフレット『健康格差の原因―ＳＤＨを知
ろう―』は 4万２０００部が普及され、大学の授業
での活用希望など民医連の内外で力となってい
ます。「ＳＤＨパンフ普及と活用のための学習
交流会」で職員や共同組織による多彩な活用を
交流しました。

（ ４）共同組織のとりくみ

感染がひろがる中、共同組織の活動も大きく
制限されましたが、各地でコロナ禍であっても



15月刊民医連資料　別冊（２０22年 4 月）

共同組織の役割、存在意義を発揮し、豊かな経
験や貴重な教訓が生まれました。
事業所へ共同組織から届けられた手づくりの
マスクやガウン、フェイスシールドや応援メッ
セージに、多くの職員が励まされました。また、
民医連外の地域の医療機関、介護事業所の激励
を行った共同組織もありました。
「いのちの相談所」大運動で地域へのポスタ
ー貼り出し、無料低額診療事業の広報、地域で
ワクチン予約が困難な高齢者の相談・予約代行、
生活困窮者支援、学生への食糧配布など、多彩
な支援活動を事業所とともに展開し、いのちと
暮らし・受療権を守るため、大きな力を発揮し
てきました。
事業所が大幅な減収に見舞われるなか、多く
の共同組織で資金結集がすすめられ、職員とい
っしょに危機を乗り越えてきました。コロナ禍
だからこそ、民医連のすべての活動でパートナ
ーとして本領が発揮されてきました。
共同組織委員長会議では、各地の実践を「キ
ラッとひかる活動紹介シート」にまとめ全国に
紹介、とりくみの強化につないでいます。交流
では、地域での会員や住民の孤立や分断の中で、

ＳＮＳや回覧ノートを活用した交流、在宅生活
をささえるさまざまなボランティア活動や、孤
立させないお手紙作戦、コロナ後も見通した安
心して住み続けられるまちづくりの実践、共同
組織活動への全職員参加をめざした工夫や実践
交流、その中で担当者の後継者対策などが報告
されました。
44期の、共同組織拡大強化月間は２０年、２１年
とも全国一律には設定できないなか、各県連で
独自に月間を設定してとりくみました。すべて
の共同組織の仲間、一人ひとりを大切にするこ
とを基本にすえながら、仲間増やしや『いつで
も元気』読者の拡大などにとりくむとともに、
訪問や電話かけでつかんだ地域の困りごとにも
対応し、地域の医療・介護を守り、まちづくり
の課題のとりくみをすすめました。
２１年１２月末の共同組織構成員は３6２万66０7人、
『いつでも元気』は 5万２7０１部の到達です。『い
つでも元気』は、発刊３０周年を迎えました。発
行した記念のパンフレットは１３万部が普及され、
活動に生かされています。
今期は感染状況を踏まえて販売所交流集会の
開催は見送りました。

第 ４節　経営
経営課題は、医療・介護活動の到達点や前進
の度合いおよび社会保障制度改善のたたかいと
表裏一体の課題です。44期運動方針では、深刻
さを増している民医連経営の実態を踏まえ、①
民医連綱領の示す目標の中に経営改善、経営戦
略の基本がある、②経営を守りぬき発展させる
「たたかい」の多彩なとりくみを大きくひろげ
よう、③法人・事業所の統合・分離、連携体制
のあり方を正面から検討しよう、④管理運営の
強化と人材の確保と育成、労組との対等平等・
協力共同の今日的発展を、⑤病院、診療所、介
護事業所の個別課題を明らかにして改善を、⑥
共同組織構成員の資金結集と経営参加を思い切
ってひろげるとりくみを、⑦県連、地協経営委
員会の強化と全日本民医連経営部のとりくみ、
の 7点を確認しました。
民医連経営は、この間の困難に加えて、コロ
ナ禍の影響を大きく受け、複雑で特殊な状況に
置かれるとともに、経営の維持発展への展望を

失いかねない状況に直面しましたが、補助金確
保、緊急融資や各法人・事業所の必死のとりく
みにより、当面の重大な事態を回避することが
できました。44期運動方針の実践は、ひきつづ
きの課題であり、コロナ禍の中でますますくり
返し問い直すことが求められます。

（ １）民医連経営の到達点と課題

この間、深刻な経営困難となっていた医科法
人だけでなく、この ２年間の患者・利用者大幅
減少の影響も受け、薬局法人、社会福祉法人も
厳しい経営成績となりました。医科法人全体で
は、コロナ関連補助金により一定の利益確保と
なったものの、薬局法人、社会福祉法人はコロ
ナ禍での減収補てんはほとんどなく、ストレー
トに患者・利用者減の影響を受けています。地
域での民医連運動の拠点を維持発展させる立場
での、法人形態を越えた連携やガバナンス（組
織統治）、法人・事業所の経営管理力量、県連
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・地協の機能がますます問われる事態となって
いることが、今期の最大の特徴です。
また、ひきつづき診療報酬、介護報酬に対す
る抑制政策により、医療・介護経営の困難が継
続しています。経営困難の根底にある抑制政策
の転換をめざした要求と運動をすすめているも
のの、政策転換には、さらなる「たたかい」の
前進が求められます。
２０年度診療報酬改定は、技術料に当たる本体
部分が０.55％引き上げられ、薬価などが１.０１％
下げられました。改定の最大のテーマは、働き
方改革への対応とされ、引き上げ分０.55％のう
ち０.０８％は、「救急病院における勤務医の働き
方改革への特例的な対応」に充当されました。
具体的には、救急搬送受け入れの多い医療機関
への支援のほか、タスクシフトに資する報酬の
引き上げなどが行われています。その他、大病
院の地域包括ケア病棟入院料の新規届け出を不
可として、急性期に集中させるなど、「病院単位」
での機能分化、医師事務作業補助体制加算の算
定対象の拡大、看護職員夜間配置加算や急性期
看護補助体制加算の引き上げなど、働き方改革
に資する評価としての改定となっています。
入院医療では、一般病棟用の重症度、医療・
看護必要度の評価項目と割合が引き上げられ、
7対 １以上の入院料 １から、１０対 １ 以上の入院
料 ２以下への病床転換を促しました。外来医療
では、かかりつけ医機能強化、栄養管理の評価
の充実なども特徴でした。必要な対応はすすめ
たものの、医療費の抑制を前提とした改定であ
り、「医師の働き方改革」への対応も含めて、

従来からの経営困難を打開するにはほど遠い内
容となっています。
２２年 4 月の診療報酬改定は、厚生労働大臣と
財務大臣による閣僚折衝（２１年１２月２２日）にお
いて、医療従事者の人件費などにあたる本体部
分で０.4３％引き上げる一方で、薬価を１.３7％引
き下げ、全体で０.９4％引き下げるマイナス改定
で合意しました。全体の引き下げは、１4年度の
消費税増税対応のプラス分を除き、継続してく
り返されています。今回の改定にあたってはコ
ロナ禍での医療ひっ迫も受け、日本医師会から
も「新型コロナウイルス感染症で傷ついた医療
提供体制をどのように立て直すのか、そのため
に診療報酬はどうあるべきか、という視点で議
論に臨んでいく」との声が上がりました。政府
の「マイナス改定を続けることなしに医療費の
適正化はなし」とする方針のもと、コロナ禍に
直面しても見直されず、厳しい改定となってい
ます。また、今回の改定で盛り込まれた看護師
の処遇改善（０.２％増）は国民要求にかなうも
のですが、対象施設が年間救急搬送数２００件以
上の医療機関に限定されるなど、事業所や職員
の間に新たな分断を持ち込むものとなっていま
す。
介護報酬２１年度改定は現場の実態・要求を反
映しプラス改定となったものの、わずか０.7％
の引き上げにとどまっており、現場の困難を打
開するにはまったく不十分な内容です。コロナ
対策を目的とした特例的評価（プラス０.０5％分）
は ９月末で打ち切られ、不十分な補助金制度に
切り替わりました。
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１ ）医科法人
２０年度の全法人集計での経常利益率は２.９％
と、民医連経営実態調査結果としては過去最高
の利益率となりました。２０年度上半期決算を受
けた緊急調査（対象１4８法人中１３5法人回答）で
は、医科法人合計の経常利益率がマイナス３.２
％となるなど深刻な状況でしたが、コロナ関連
補助金、診療報酬への加算、コロナワクチン接
種、ＰＣＲ検査など補助金と加算を勝ち取った
ことで、全体として当面の危機を回避しました。
コロナ関連補助金の経常利益に与えた影響は、
事業収益比4.１％と大きく、これを除くとマイ
ナス１.２％の経常利益率となります。さらに、
コロナ特例による各種加算などのインパクトも
少なくとも ２％程度以上と考えられます。また、
各種経費もコロナ禍の影響で例年より大幅に少
なくなっています。本来医科法人の利益率は、
最低でも ３％以上なければ拡大再生産は不可能
ですが、民医連医科法人では２０１３～１９年までの
7年間経常利益率 １％未満の状態でした。今回、
補助金などを入れて２.９％の到達です。法人ご
とでは、多額の補助金補てんを受けた法人で、
実態としての収支構造の大幅な悪化が見えにく
いなどの特殊な状況となりました。空床確保料
など、収益面での補助金の対象とならなかった
法人の中には、厳しさを増しているところもあ
ります。
経営困難の最大の課題である事業キャッシュ
フローの獲得力は、経常利益増により事業キャ
ッシュフロー率6.6％（前年5.7％）と改善しま
したが、コロナ関連補助金を除く事業キャッシ
ュフロー率は３.5％（過去最低）です。加えて
資金面では、多くの法人が福祉医療機構などか
らの多額の緊急融資を受けました。将来の借入
金返済負担も含めた経営の管理が求められます。
２１年度、患者・利用者数の一定の回復が見ら
れるものの、依然として１９年度水準までの回復
はありません。経営成績も２０年度同様、空床確
保料を確保した法人での補助金の影響で、全医
科法人合計の経常利益は予算超過が見込まれま
す。
運動で勝ち取ったコロナ関連補助金の成果と
して評価するとともに、実態の収支構造の大幅
な悪化について冷静に経営の到達点を捉え、適
切な対策を実施している法人と、認識ととりく

みが不十分な法人での、民医連経営としての経
営管理力量の差も改善すべき課題です。
事業所別では、病院・医科診療所・介護事業
所ともに実態としての経営は悪化しています。
患者・利用者減の中で、在宅部門は全体として
患者・利用者増、収益増の傾向となっています。
歯科診療所は、事業所合計で２０年度まで１０年連
続黒字を維持、２１年度上半期歯科経営調査でも
黒字事業所比率7２.4％、のべ患者数も前年比
１０4.6％と増加するなど、コロナ禍の中でも比
較的堅調な実態となっています。

日本全体の医療件数と点数の対前年同月差推移
（2020年４月～2021年３月、年度累計）

注：減少額は点数を円換算で示した（×10）。
資料：国保中央会「審査支払業務統計」および支払基金「統計月報」
より保団連作成
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２ ）薬局法人
２０年度決算緊急調査では、対応する医科事業
所での外来患者数減少と長期処方の影響で、処
方せん受付件数が前年比マイナス6２万7０００件、
回数もマイナス８２万5０００回と約１０％の大幅減少
となりました。経常利益の赤字は、２4法人（３３
％）、コロナ関連補助金を除くと２８法人（３８％）
が赤字です。全体としては、過去の資金蓄積や
高い純資産比率、借入金返済負担や設備投資の
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少なさなどもあり、すぐに資金困難となる法人
は多くないものの、この ２年間の経常利益の水
準が継続すれば、経営危機に陥る法人も出てく
る状況です。
現預金残高月商倍率が １倍未満の 6法人のう
ち、 4法人は融資を含めても １倍に満たないと
いう厳しい現状です。保険薬局へのコロナ関連
補助金が感染対策へのかかり増し「経費補助金」
のみであり、減収補てんにはまったくなりませ
ん。
２０２１年の処方せん枚数、件数の戻りも微増に
とどまっており、処方せん増をめざすとりくみ
を強化し、ひきつづきコロナ禍による減収補て
んを求める運動の前進が課題です。県連や地域
の医科連帯法人とともに、互いの経営実態と今
後、見通しについて共通認識をつくりながら、
民医連運動の維持と前進の視点での議論と展望
つくりが求められます。

３ ）社会福祉法人
社会福祉法人では、低報酬、人員不足、利用
者確保の困難など厳しい経営環境が続くなか、
２０年度決算による経営実態調査では、感染症対
応にともなう補助金や人員不足による人件費の
減少の影響もあり、経常増減差額率は調査開始
以来最高の１.6％となりました。全体として改
善傾向がみられ、複数の介護保険施設を持つ大
規模な法人が、比較的経営が安定している一方
で、資金繰りにひきつづき困難を抱えている法
人があります。医科法人などの連帯法人との連
携強化や、中長期経営計画をはじめとした経営
管理力量の強化も課題となっています。

（ ２）経営改善に向けてのとりくみ

新型コロナウイルス感染症による患者、利用
者減による収益への影響や対策費用の増加など
による損益への影響、法人の資金繰りへの影響
や見通しについての課題を把握し、運動課題を
明らかにするため、緊急調査を実施しました。
調査結果を生かしての「たたかい」が全国で積
極的に展開され、記者会見や自治体および厚生
労働省交渉など、「医療・介護をまもれ」の運
動が前進しました。また、特殊な状況下での、
経営管理上の留意点について「新型コロナウイ
ルス感染症対応にかかわる補助金等の会計処理

方針」（※注）などの文書を発信し、管理の強
化を呼びかけました。
２１年 ８ 月に開催した「２０２１年度予算と中長期
経営計画実践交流集会」では、中長期経営計画
（※注）を踏まえた必要利益にもとづく予算管
理、困難突破に向けた積極果敢なとりくみを交
流し、困難な時こそ中長期の見通しを持った中
長期経営計画の重要性や、実践に向けた内部管
理の弱点克服などについて、意思統一がはから
れました。コロナ禍の中でも、経営改善を実現
している法人・事業所の特徴は、「断らない医
療・介護」「中長期的目標の徹底」「適時・適切
な職員集団への情報発信」「全職員参加の経営
であることの自覚の高さとふさわしい管理運
営」などです。
第１２期民医連統一会計基準推進士養成講座は
過去最高の6２6人が受講し、465人が認定試験に
合格しました。民医連統一会計基準（※注）は
２２年度改定を実施します。情勢の変化や経営管
理強化の視点からの改定であり、あらためて基
準への準拠の徹底と基礎知識を学ぶための冊子
として発行しています。また、全職員参加の経
営を前進させるため、『予算管理テキスト』『経
営に関する問題提起集（２０１6～２０２０年度）』を
発行しました。

（ ３）経営困難法人から学ぶべき教訓

全日本民医連東信医療生協経営対策委員会
（※注）は、当面の資金危機が回避され、経営
改善のとりくみが前進したことを踏まえて、２１
年 4 月に終了となりました。対策委員会総括は、
各地で自らの県連・法人に引き寄せて教訓を学
ぶとりくみが展開されています。
２０年度決算での短期指標該当法人（※注）は
１１法人、要対策中長期項目 5ポイント以上該当
法人（※注）は6０法人と、依然として厳しい経
営実態が継続している法人が少なくありません。
多くはこの間の教訓からの学びが不十分である
ことが共通した課題となっています。
困難法人から学ぶべき教訓（※注）は、第4３
期第 １回評議員会方針でまとめられています。
県連、法人、事業所への徹底と学んだ教訓を生
かすとりくみが求められています。
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第 ５節　医師養成

（ １）医師を巡る情勢と主体的な到達点

国はコロナ禍であっても、社会保障費の削減
政策を撤回せず、コロナ禍で浮き彫りになった
日本のぜい弱な医療供給体制を反省していませ
ん。それどころか、医療資源が散在し低密度な
医療しか行えないことが問題とし、その方策と
しての「三位一体の改革＝地域医療構想・医師
の働き方改革・医師の偏在対策」（※注）を時
計の針を戻すことなく推しすすめる、としてい
ます。
地域医療構想を巡っては、「なんちゃって急
性期病床」を見直すとし、この ２年間で 4回の
重点支援区域を選定するなど、病床機能再編を
加速させる動きが強まっています。調整会議は、
地域によっては開催が延期されている状況もあ
ります。一方で、ある都市部の調整会議では、
民医連の重点医療機関が、コロナ禍前、平均在
院日数短縮と高い病床使用率でなんとか黒字を
出していたもののその維持が困難であること、
コロナ禍の困難な状況を踏まえ、患者のいのち
を守るためにはさらに急性期病床が必要である
と訴え、参加した病院の賛同を得て急性期病床
の削減はさせない方針を会議で確認させた例も
生まれています。各地でコロナ禍での医療機関
同士の連携の深まりを、今後、再編に歯止めを
かける力へと発展させる可能性がひろがってき
ています。
新専門医制度は厚生労働省のすすめる医師の
偏在対策（※注）の大きな柱です。この間、学
会の意向もくんで、新たなサブスペシャリティ
領域の設定やダブルボード取得などの議論が行
われましたが、国民にも専攻医にもさらにわか
りにくい制度設計となりつつあります。地域に
よっては、大学病院であっても一部の基本領域
では修了基準に到達できない専攻医が生まれる
状況がある一方で、都道府県のシーリング設定
（※注）に国が介入しさまざまな規制強化が検
討されるなど、制度設立の趣旨から大きく離れ、
偏在解消ありきの議論がすすめられています。
働き方改革は、２4年開始を目前に、厚生労働
省から、宿日直許可基準や許可事例、また自己

研さんに関する通達、現行制度のもとで実施可
能な範囲におけるタスクシフト／シェアの推進
についての通達が出されるなど、具体的な検討
が迫られています。一方で、医師数を抑制した
まま過労死水準越えを容認した制度設計を利用
して、その水準で３6協定を結ぶ医療機関がある
など、本来の趣旨に逆行する動きも見られます。
医師の健康を守ることは喫緊の課題です。
２１年 6 月、臨床検査技師、臨床放射線技師、
臨床工学技士、救急救命士の 4職種の業務につ
いて改正医療法が施行され、現在、指定講習が
始まっています。今回の業務範囲の見直しは、
これまでより侵襲性の高い業務も可能とするな
ど多くの検討課題があります。また、今回の改
正医療法以前に可能な業務に拡大された内容も
十分にひろがっておらず、現場の人員体制や業
務の見直しが必要です。技師の本来業務の拡大
という面や、指定がひろがることで同一資格の
中で事実上の別資格が生じかねないことや、医
師の業務軽減の緊急性などを踏まえると、指定
講習の受講はすすめながら、実施にあたって安
全性、業務分析など法人、事業所管理部での検
討が必要です。
第44回総会運動方針は、医師確保と経営改善
でかならず前進を、と呼びかけました。新卒医
師２００人の受け入れ達成でロードマップを完結
させること、「大切文書」（※注）の議論を通じ
て、民医連の医師集団を質量ともに大きく前進
させ、共通項で団結し、医療活動の実践におお
いにとりくもうと提起しました。コロナ禍で議
論がすすまない状況の一方で、新たなる危機に
立ち向かうために、医師集団を先頭に、新型コ
ロナウイルス感染症への対応を医局や多職種も
交えて議論を積み重ねたことは、今後の医師集
団形成と、民医連そのものの発展をすすめるう
えでも大きな財産となりました。運動面では、
私たちのとりくみがメディアにも取り上げられ、
ぜい弱な医療体制の背景に医師の絶対数不足が
あることが国民にも可視化されました。「 ２つ
の柱」を実践する医師集団の形成の課題では、
「長野民医連の医師集団は何を大切にするか」
や熊本民医連では「大切にするもの宣言」、福
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島民医連でも同様の文書が議論の中で作成され
ました。しかし、全体としてはコロナ禍と結ん
で、自らの課題は何かという議論がされたとこ
ろはあるものの、一部の県連を除き、医師政策
には結実していません。
民医連の常勤医師は２０年１１月時点で３０5１人と
なり、１８年比でほぼ横ばいの状況です。そうし
たなか、医師の平均年齢は上昇、診療所や県連
内の中小病院への配置が厳しい状況が、多くの
県連で生まれています。特に中小病院の医師確
保について議論を深め、子育て世代の医師の働
き方についても調査をすすめました。中小病院
でこそ柔軟にさまざまな課題に対応できること
など、中小病院の時代を切り開く可能性が浮か
び上がってきました。中小病院長会議への問題
提起の中で、中小病院における医師の確保と養
成の現状と課題について提起を行いました。
子育てに関する医師の実態調査結果について、
まとめが発表されました。民医連は子育て医師
にとって比較的働きやすいと考えられていまし
たが、おおむねそれを支持する結果でした。今
後は、事業所の中で明文化していくことや、民
医連内外にこうしたデータの見える化をはかっ
ていくこと、定期的な調査による進捗状況の公
開などが課題となります。青年医師の学術研究
活動の助成制度が発足しました。

（ ２）�コロナ禍の医学生、５００―２００―１００のロー
ドマップ（※注）の到達点

コロナ禍で医学生や高校生と会う機会が制限
される中で、ＷＥＢを活用しての奨学生会議や
面談など積極的にとりくまれました。
第4１回定期総会にて奨学生集団5００人を達成、
新卒医師２００人を受け入れるための方針が提起
され、あわせてロードマップも提起されました。
第4３期第 ３回評議員会で、後期研修において、
民医連事業所が基幹施設あるいは連携施設であ
るプログラムへの専攻医のエントリー毎年１００
人を目標として掲げました。
5００人の奨学生集団についてはいったん目標
を達成したものの、5００人の回復まであと一歩
のところまで迫っています。２００人の研修医の
入職の目標も、マッチングと二次募集で２００人
を超え、大奮闘の成果です。青森では、奨学生
への働きかけ、医学部地域枠（※注）学生の研

修条件の改善、大学との連携の強化をすすめる
中で二桁の定員のフルマッチを実現させました。
専攻医のエントリー１００人の目標に対して、２１
年春、民医連内の新専門医制度研修にすすんだ
研修医は３９人、新専門医制度外研修（トランジ
ショナルイヤー研修など）にすすんだ後期研修
医は１7人。専門医研修から民医連に入ってきた
医師１１人を加えると民医連の専門医研修にすす
んだ総数は67人になります。民医連以外の専門
医研修などにすすんだ研修医１０6人のうち、専
門医研修修了後民医連へ帰任予定者は２6人でし
た。
民医連の医学生担当者の ２つの任務の １つと
して医学生運動の協力共同の課題での努力も強
めてきました。
また、コロナによりアルバイトができなくな
ったり、仕送りが途絶えるなどで困窮した医学
生への生活援助に医学生とともにとりくまれま
した。また、メンタル面でのサポートもとりく
まれました。医学生自身が食料支援にとりくむ
姿も見られました。
医学部地域枠に関しては、山梨でペナルティ
ーを強化することにより地域枠から離脱させな
いといった動きがあり、民医連としても、ペナ
ルティーによってではなく、地域で働き続ける
ことのできる条件整備や医学教育によって、解
決すべきであると求めました。医学生自身も地
域枠問題や勉学条件の改善を求め、積極的な発
信で世論を動かしました。

（ ３）�初期研修定員削減を巡るたたかいと質向
上のとりくみ

初期研修を巡っては、卒業予定者に対する研
修枠を狭め、都市部の定員を制限することで医
師不足地域での研修に誘導する政策が続いてい
ます。各病院の研修医の定員は最低 ２人となっ
ていたものを １人に削減する動きが、大都市部
でおきていますが、大阪では、地域の臨床研修
病院が一丸となって削減を撤回させる成果をあ
げています。また年間の新規入院者数が３０００に
満たない病院への訪問調査の結果で、理不尽と
もいえる研修指定の取り下げ要求が出されるな
ど、臨床研修病院の定員を巡っては厳しい状況
も生まれてきています。44期運動方針として掲
げたＪＣＥＰ（※注）の受審のとりくみは前進
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し、 ２病院を残しすべての臨床研修病院での受
審が予定されています。コロナ禍で中止してい
た研修医向け企画について、２０卒のセカンドミ
ーティング、２１卒の新入医師オリエンテーショ
ンから開催しています。
民医連の初期研修については、平和やＳＤＨ
などへの関心の高まりはあるものの、コロナ禍
で実際の研修では経験できていない状況が生ま
れています。民医連の医師研修方針 Ver.１.９に
もとづく実践が求められています。トランジシ
ョナルイヤー研修の呼びかけも含む「民医連の
考える専門研修　ここがポイント」を文書化し
ました。

（ ４）新専門医制度・領域別委員会のとりくみ

新専門医制度が２０１８年の開始から 4年となり、
新制度による専門医も誕生、ひきつづき現在も
サブスペシャリティ領域の具体化などがすすめ
られており、民医連としても評価と対応を定め
る時期に入っています。民医連から外部に出た
後期研修医の帰任の動向も明らかになってきて
おり、医師部として今後詳細を掌握する予定で
す。
産婦人科、精神科、整形外科などの領域別の
委員会では、独自の説明会やセミナーの開催な
ど、後継者対策を強めています。指導力量の底
上げをめざし、総合診療領域におけるブラッシ
ュアップセミナーを ２回開催しました。
産婦人科医療委員会では、オンラインによる
産婦人科研修説明会を ２回行いました。研修医
と医学生が対象で、専攻医研修の内容説明と民
医連内の研修施設を紹介後、小グループで交流

しました。社会や地域と密接にかかわり、女性
の人権を守るいとなみを日常的に展開している
民医連の産婦人科の特徴を伝える機会になって
います。また、ＨＰＶワクチンの積極的勧奨再
開を受けて、産婦人科医師を対象にアンケート
を行い、個々のワクチン接種に対する思いや事
業所の状況を把握しました。今期の産婦人科医
師交流会では、診療現場にて産婦人科医師が直
面する女性への人権侵害の深刻な実態に対する
法的な対応について弁護士を招いて学習を行う
予定となっています。これらの総括をもとに、
45期の委員会活動方針を検討していきます。
精神医療委員会では、「基盤としてのこころ
の診療推進方針（案）」の具体化を含めて議論
を行ってきました。具体的には、熊本・菊陽病
院への医師支援要請に応えて、奈良・吉田病院
から医師支援を継続してきました。青森・生協
さくら病院からの支援要請にもとづき当直支援
を具体化しましたが、長期の支援要請について
は具体化しきれませんでした。延期されていた
精神科病院代表者会議を２１年 ３ 月に開催しまし
た。
小児医療委員会では２０１９年に佛教大学と共同
して行った子育て世代の実情調査をうけ、コロ
ナ禍での子どもと親たちの貧困の状況を浮き彫
りにすることを目的に、全国調査にとりくみま
した。また、子ども医療費の無料化を求め、子
ども医療全国ネットなどと協力し、運動をすす
めてきました。
整形外科医療委員会の発足に続いて、２１年１１
月に外科診療委員会が立ち上がりました。

第 ６節　職員育成・各職種のとりくみ

（ １）�職員の健康を守り抜くことを民医連の文
化に

全日本民医連は「職員のいのちと健康を守る
ことが第一義的課題」とし、「新型コロナウイ
ルス感染症に関する職員のヘルスケア指針」「職
員のみなさんのセルフケアのための１０のヒン
ト」を発行し、全国での活用がすすめられまし
た。全国の貴重なとりくみを交流するため、「コ
ロナ禍における職員の健康を守るヘルスケア交

流集会」（２１年 6 月）では、日常の職場づくり
と健康管理体制、大規模災害時の健康管理体制
と組織整備の重要性が確認されました。
また、第１０回職員の健康を守る集会（２１年１１
月）では、コロナ禍のとりくみを通じて、職員
の健康を守ることが事業所管理運営の重要な柱
であることがあらためて強く認識されたこと、
また大災害の時こそ職員の健康を守る活動を重
視することが、民医連の組織文化になってきて
いることが確認されました。同時に、コロナ対
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応のなかで明らかになった小規模事業所・介護
事業所の健康管理、管理者の健康管理、産業医、
労働安全委員会活動、ハラスメント、メンタル
ヘルスや復職支援が教訓として確認されました。
学習討議用動画のシリーズ配信、各地の資料共
有、集会記録の動画を配信しました。
「コロナ禍での職員のヘルスケアのとりくみ
特別調査」（5０人以上の事業所で１０８事業所より
回答、２１年 6 月実施）の結果、職員の健康を守
るためのチーム・部門づくりがその推進にとっ
て重要であることが示されました。これは、こ
の間の震災支援の教訓を踏まえて法人、事業所
のコロナ対策本部にヘルスケア支援部門設置が
行われた方針の的確さを裏づけるものでした。

（ ２）�「高い倫理観と変革の視点を養う職員育
成」のとりくみ

第44回総会運動方針を受け、世界の人権保障
の到達に学ぶ「人権 café」学習運動を推進し、「職
員育成指針２０２１年版」を策定しました。

１ ）「人権 café」学習運動を力に
「人権 café」（タブロイド版裏表）は、企画
編集に「明日の自由を守る若手弁護士の会（あ
すわか）」の協力も得て、２１年 5 ～１１月の 7 カ
月間、全国の県連事業所で、のべ１7万654１人が
学習運動に参加。各県連・事業所で感染対策に
留意しながら朝礼や定例会議での学習や講座で、
語り合いがひろがりました。
世界の人権保障の到達を学ぶ毎月の特集では、
①子どもの人権、②ジェンダーからの自由、③
高齢者の人権、④障害者の人権、⑤参政権、⑥
健康権、⑦平和的生存権について深めました。
また「人権基礎講座」では、国連憲章（１９45年）
や世界人権宣言（１９4８年）以来の国際人権保障
の豊かな発展と、日本の課題などについて学び
ました。国連からの勧告にもかかわらず、さま
ざまな国際条約の選択議定書（※注）が批准さ
れず個人通報制度（※注）が確立されていない
ことなども学びました。
職員からは毎回、「人権は人類がたたかい獲
得したものだと学んだ」「日本の現状は個人の
尊厳が守られていないと感じる」「職場づくり
としても継続した人権の学習が大切」など多く
の感想が寄せられました。

「人権 café」学習運動の教訓として、①日本
の深刻な実態を世界の人権保障の到達から捉え
なおし、背景に人権政策の遅れがあることを学
んだこと、②個人の尊厳や多様性への理解を深
め、生活や業務における人権への配慮など、気
づきにつながったこと、③コロナ禍でも「語り
合い」が保障され、一人ひとりがエンパワーメ
ントされる機会となったこと、④「声をあげる
ことが必要」「法律や制度の整備を」「政治を変
えたい」など変革の意識が交流され、社保活動
が人権を守ることにつながる理解がすすんだこ
と、などがあげられます。人権学習が、「高い
倫理観と変革を養う」職員育成への重要な土台
となり、綱領を実践する上でも欠かせない学習
であることに、確信が生まれています。

２ ）「職員育成指針２０２１年版」の策定の意義
「職員育成指針２０２１年版」が確定しました。
２０２０年代の職員育成の具体的な指針を総合的に
提起しています。職員育成に責任を持つトップ
幹部集団、職場管理者、育成を任務とする委員
会や担当者が指針を道しるべとして大いに深め、
それぞれの状況と照らしあわせて具体化・実践
していくことを呼びかけます。
指針では、あらためてすべての県連・法人・
事業所で民医連運動の基盤となる活動として職
員育成活動の位置づけを高めること、新人から
ベテランに至るすべての職員が、日々の活動で
常に人権の擁護・実現を意識し、共同のいとな
みの実践を通して成長していけるような組織文
化の醸成・発展を職員育成活動の目標にするこ
とを強調しています。そして、医療・介護の専
門職として、民医連職員として、市民・主権者
として育ちあうために、心理的安全性が保たれ
一人ひとりが役割を持って仲間と協働する場で
ある職場を基礎に、学習活動を強めること（知
の獲得と深化）や、多職種協働の実践とその進
化の重要性を打ち出しています。
職員育成活動交流集会では「職員育成指針
２０２１年版」を深め、活動経験を交流しました。「社
会矛盾が激化し、人権を巡る問題が山積する状
況を踏まえ、民医連運動の課題と職員のあり方
についてのタイムリーな提起だと思う」「自県
連の課題を深める上で視点が鮮明になった。幹
部の役割の重要性について納得できた」などの
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感想がありました。

３ ）青年職員の育成
44期、コロナ禍で、新入職員研修などが十分
に実施できず、青年同士のつながりもつくりに
くい状況が続きました。青年委員会やジャンボ
リーの活動も制約を受けざるを得ませんでした。
第３９回全国青年ジャンボリーは、「つながる
心　つなぐ未来」をスローガンに、「今年もや
ります！　全国ＪＢ！　新たな歴史の １ぺージ
をあなたと」と呼びかけ、８８5人が参加しました。
記念講演、 7つの分科会で人権と平和について
考えました。「学びと楽しみと両方が実現でき
て素晴らしかった」「オンラインなのに心がつ
ながり、終わるのが寂しい」などの感想が寄せ
られ、大きく成功し、貴重な成果を収めました。

（ ３）コロナ禍での各職種・部門のとりくみ

（看護部門）
新型コロナ対応では、感染対策実践交流のＷ
ＥＢシンポジウムをいち早く開催（２０年 6 月）
し、陽性者対応やクラスター経験など、先駆的
な経験を共有しました。クラスターが発生した
病院などへの全国からの看護師支援は、苦境に
あっても民医連綱領の実践が確信となり、全国
の仲間の連帯の輪がひろがりました。看護管理
者や感染管理認定看護師、感染制御実践看護師
などの実践は病院内にとどまらず、交流を通じ
て全国へそのマネジメント力が発揮されました。
コロナ禍でも各地で『民医連のめざす看護とそ
の基本となるもの』（※注）を活用しながら、
人権といのちを守るために患者とともにたたか
う民医連の看護が実践されました。
２１年度新卒確保数は１１０３人で、１０年連続１０００
人超えを達成しました。採用につながる民医連
との出会いは事業所のホームページがもっとも
多いことから、全日本民医連ＨＰ「きらり看護」
を開設し、全国の事業所ＨＰを閲覧できるよう
工夫しました。ＷＥＢを活用した複数県連合同
企画、学校訪問など、新たなとりくみもひろが
りました。
２０２１年看護管理実態調査（９7法人・１３6病院
回答）結果の特徴は、厳しいなかでも離職率を
前年度よりも低く抑えたことです。正規雇用看
護職員１０％（前年１１.5％、全国１１.5％）、新卒採

用者7.２％（前年同率、全国８.6％）、離職率２０％
以上の病院5.１％（前年１０.4％、全国２１.２％）と、
日本看護協会調査結果よりも低く、離職防止対
策の効果がうかがえました。
コロナ禍での卒 １研修は、ＷＥＢなどを活用
しながら実施。学生時代の実習時間減少を考慮
した技術研修、コミュニケーション研修など、
ていねいにとりくみました。職員のメンタルヘ
ルスケア対策ではカウンセリングなどの増加、
ワーク・ライフ・バランスに関する「働きやす
い環境づくり」などが各地で積極的にとりくま
れており、職員を守る方針のもとでの実践が離
職防止効果につながったことがうかがえます。
また、看護学生実態調査を実施し、「コロナ
禍で看護職をめざす学生への緊急支援金等を求
める要請書」を 4回にわたり国に提出。これら
の運動により、２１年度補正予算における困窮学
生への給付金の実現へつながりました。
２１年看護管理実態調査では、全国の民医連内
の認定看護管理者は64人（前年１２人減）、認定
看護師は３３7人（前年比 4人減）、専門看護師 7
人（前年比 １人減）、そのうち感染管理認定看
護師は5３人、また感染制御実践看護師は１5人で
した。
特定行為研修を修了した看護師は１１人で、そ
のうち認定看護師は ８人。研修受講中 7人で、
そのうち認定看護師 ２人でした。特定行為に関
する方針を検討するプロジェクトが設置されて
いるのは３4法人、準備中１１法人。特定行為の実
施にあたっては、医師をはじめ多職種で総合的
に検討し、法人・事業所として看護師の特定行
為について方針をもつ必要があります。

（薬剤部門）
病院薬局では新型コロナウイルス感染症未承
認新規医薬品使用のための準備、特例承認され
た治療剤の手配、使用基準づくりを行いました。
保険薬局でも、発熱外来の処方せん調剤・渡薬、
自宅療養患者への医薬品の配達などを行いまし
た。病院、保険薬局問わず、新型コロナウイル
ス感染症ワクチンの管理と希釈・充てん、相談
業務を担い奮闘しました。
薬局独自での「気になる患者訪問」の強化や
無料低額診療事業の保険薬局への適用（※注）
を求め、厚生労働省交渉や自治体への助成の要
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請を行いました。現在、薬局窓口負担への自治
体助成（※注）をしているのは全国で ９自治体
となっています。
改正薬機法（※注）の施行による、薬局認定
制度での「地域連携薬局」（※注）への認可薬
局は4３薬局（２１年１０月末時点）、健康サポート
薬局（※注）は９２薬局（２１年１０月末時点）とな
っており、民医連外の薬局と比べて高い取得率
となっています。
医薬品の違法製造による製薬メーカーの操業
停止があい次ぐ事態に、２１年 4 月に会長声明
「国民の命と健康を守るため医薬品の安全と品
質を確保、安定供給を実現する施策を求める」
を出し、製薬メーカーへの立ち入り調査の強化、
後発医薬品の低薬価政策の是正を求めました。
１１月には日本の流通医薬品の ２割（約３０００品目）
が、出荷停止や出荷制限となり、医薬品供給の
混乱が拡大、薬剤委員会は１２月「民医連薬剤師
は、国民が安心して薬物療法を継続できるよう
医薬品の供給にとりくみます～医薬品供給の現
状と今後の課題～」アピールを出し、厚生労働
省へ要請しました。
２１年 5 月にコロナ禍の中で奮闘する病院薬局
長の活動交流のため、臨時の病院薬局長会議を
開催しました。病院薬局のコロナに対応したＢ
ＣＰ作成がすすみました。 ９月には薬事委員長、
事務局長会議を開催。特例承認された新型コロ
ナウイルスワクチンや治療薬が、正規の審査を
受けていない課題が明らかになりました。経済
的負担が少ない薬物治療をすすめることも確認
しました。
新卒の受け入れは、２０卒８１人、２１卒6１人、目
標達成率も低下しており、対策強化が必要です。
２１年１２月には薬剤部門代表者会議を開催し、中
長期の指針となる「保険薬局政策２０２１」（※注）
と民医連の病院薬局長の任務と役割を明確にし
た『病院薬局長ハンドブック』（※注）を確認
しました。

（検査部門）
全国で新型コロナウイルス感染症の検査に積
極的に対応し、検査技師の役割が大いに発揮さ
れる ２年となりました。各病院の対応状況を交
流するため２０年１２月に「ＣＯＶＩＤ―１９対応に
関する全国検査部門ＷＥＢ交流会」を開催しま

した。委員会では、『民医連に働く臨床検査技
師活動指針２０２１』（※注）の議論を行ってきま
した。

（放射線部門）
第4３期放射線部門代表者会議で課題として確
認した①人材不足、②人材育成、③医療安全に
ついて対策をすすめてきました。現況調査（各
県連事業所の人員・人材など）を実施し、各県
連、各事業所責任者へ情報を共有する予定です。
医療安全では事例報告にとどまらず、共通フォ
ーマットを作成し、インシデント・アクシデン
トの防止策まで共有できるようすすめました。
医療法施行規則の一部改正（１９年 ３ 月１１日）
に伴い、医療用放射線の安全管理体制（２０年 4
月 １ 日）が施行。エックス線装置などを備える
すべての病院・診療所は「医療放射線安全管理
責任者」を配置し、安全管理のための指針策定、
職員研修の実施など専門家としての役割がいっ
そう求められています。放射線部門ニュース（全
6回）でも同責任者の配置を呼びかけてきまし
た。事業所施設長の責任でとりくむことが重要
です。

（リハビリテーション部門）
２０年の診療報酬改定での「リハビリ実施計画
書の運用に関わる見直し」は業務整備などを伴
う大きな改定でした。呼吸器リハビリ料などに
言語聴覚士が算定可能になり、精神科に疾患別
リハビリ料が追加されるなど、この間課題とし
てきたことが、保険診療上も整備されることに
なりました。２１年介護報酬改定では、科学的介
護加算の新設とＬＩＦＥによる情報提供が求め
られ、負担は増えたもののリハマネ加算は実質
的に減収という厳しい内容でした。また、リハ
ビリと機能訓練、口腔、栄養は「三位一体」と
して位置づけられ、外部・医療との連携を強化
することが求められました。訪問看護ステーシ
ョンからの訪問リハビリの基準が厳格化される
動きがあり、職能団体と協力して反対する署名
にとりくみました。
リハビリ技術者委員会はＷＥＢ会議の優位性
を発揮し、情報共有や意見交換を重ねてきまし
た。２１年１２月には県連・法人代表者会議を開催
しました。
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（栄養部門）
２２年 １ 月２９日に開催された栄養部門代表者会
議にて第44期栄養部門基礎統計調査について分
析を行い、現状を確認しました。今回は特に感
染症の拡大や災害などに対応するための備蓄品
の見直しや栄養部門の政策、緊急事態に対する
食の確保について検討を行いました。
また、第44期の栄養部門のテーマである食・
教育・連携に沿って各地協の指定報告を受け、
活動の振り返りを行いました。嚥下調整食につ
いては、栄養部門の教育的な重点課題となって
おり、食形態の取り組みを各地協で継続してす
すめていきます。連携においては栄養士と調理
師はもちろんですが、他職種とも連携を強化す
ることで食を中心とする地域に根差した民医連
らしい活動を通して、栄養部門の存在価値を高
めていくことを提起しました。

（事務部門）
事務育成委員会は、事務職員を「民医連運動
の発展に重要な意味を持つ多職種協働のコーデ
ィネーターであり、その当事者である」と位置
づけ、そのための体系的な育成方針の策定や「民
医連事務の ３つの役割」（※注）の具体化、コ
ロナ禍での役割の発揮を呼びかけてきました。
県連事務政策の改定着手、「事務職員活動交流
集会」の開催、多様化・複雑化する事務労働の
専門分化を生かした、全職種対象の学習会講師
活動など各地で新たにひろがりつつあります。
コロナ禍の困難が地域にひろがるなかで事務
の役割は、いっそう期待されており、アウトリ
ーチの実践などにおいて工夫や活躍が求められ
ています。
「事務育成活動交流集会」には役職者以外の
職員も多数参加し、「職員育成指針２０２１年版」
を学び事務の存在意義や期待を受け止め、分散
会で実践や悩みも交流されました。
採用や幹部の育成は引き続き多くの県連で課
題となっています。いくつかの県連で近隣大学
や専門学校との関係を築くなど、具体的に学生
対策の実践が始まっており、入職前の働きかけ
がいっそう求められています。
地協や県連の枠組みを生かして、体系的に学
べる幹部学校（講座）への期待も大きく、今後

も育成上の重要な機会の一つとして位置づける
ことが必要です。

（ソーシャルワーカー部門）
第44期、コロナ禍によって多くの人たちが困
難に陥りました。全国の民医連ＳＷは、無料低
額診療事業の相談をはじめ、飲酒量増加や若い
女性のオーバードーズ（薬の過剰摂取）、在宅
時間が増える中での虐待・ＤＶ、仮放免や帰国
困難な外国人の相談などに向き合いながら奮闘
しました。また、感染対策と面会・訪問の制限
の中で、患者、入所者や家族との関係性構築の
難しさ、関係機関との連携の困難、発熱した無
保険者や介護事業所の営業停止で行き場を失っ
た利用者と家族への対応、コロナ後遺症の医療
費負担問題など、コロナ禍で生じたさまざまな
課題にとりくみました。
ＳＷ委員会では、コロナ関連情報などをタイ
ムリーに発信し、地協ＳＷ委員を通じて各県連
ＳＷ代表者と共有しました。委員会発行の「あ
の街この街瓦版」でも、事例や実践、各県連の
トピックスを紹介し、地協・県連を越えた相互
交流を深めました。地協の交流集会や研修会開
催が困難な中、ＳＷ委員会主催でオンラインの
初任者研修会を開催しました。３6県連から１57
人が参加し、ＳＷとして患者の伴走者になり、
患者本人が主体的に選択できるようサポートす
ることなどを深めました。総選挙ではアピール
「憲法が活かされる社会、無差別・平等の医療
・介護の実現をめざして、政治を変える一票を
投じよう！」を発信し、各地のＳＷ部会のアピ
ールやニュースも全国で共有しました。
ＳＷ県連代表者会議・指導者研修会を、２２年
１ 月２7～２８日に開催しました。

（鍼灸・マッサージ部門）
鍼灸マッサージ委員会は、２２年度診療報酬改
定に向け、全日本民医連としての要求内容の議
論を重ねてきました。２１年１１月には、厚生労働
省に要求書を提出して交渉を行い、手技に対す
る正当な対価や、患者にとって安心して使いや
すい制度の実現などを求めました。報酬につい
て前進といえる回答は得られませんでしたが、
ひきつづき改定内容を注視しながら、適切な評
価がされるよう改善を求めていきます。民医連
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で働くはり師、きゅう師、あん摩マッサージ師
が減少するなかで、横のつながりをどうつくっ
ていくかが課題です。

（保育部門）
「子ども・子育て支援新制度」に続き、「新
子育て安心プラン」が公表され、幼児教育・保
育の無償化にあわせて保育士の質の向上をめざ
した処遇改善や、待機児解消のプランなど、保
育を巡る情勢はめまぐるしく変わっています。
２１年全日本民医連保育実態調査結果（回答率64

％）では、自治体の認可を受け事業所内保育事
業へ移行・病児保育所開所、企業主導型保育所
へ移行、委託化などさまざまな形態の保育運営
となっています。利用職種は ９割（前回 6割）
が「全職種」と回答、保育利用者数は前回比
１6０％増加、とりわけ女性医師の利用が増加し
ました。第44期保育交流集会はＷＥＢで開催し、
さまざまな日々の保育実践に加えてコロナ禍で
の保育の実践や、保育士の特性を生かした病院
との連携や地域の子育て支援の実践、職員育成
や集団づくりなどについて交流しました。

第 ７節　全日本民医連のとりくみ

（ １）自然災害への対策ととりくみの強化

２０年 7 月熊本豪雨災害、２１年 ２ 月福島沖地震
（震度 6強、Ｍ7.１）、２１年 7 月静岡熱海市伊豆
山上土砂災害、２１年 ８ 月長崎、佐賀、福岡、広
島など広域豪雨災害、２１年１０月関東地方地震（東
京・埼玉、震度 5強、Ｍ5.９）と、豪雨災害や
地震が多発しました。
２１年１２月２１日、政府は日本・千島海溝地震（北
海道から東北地方太平洋沖）の被害想定を公表。
南海トラフ巨大地震、首都直下地震とともに予
想される ３つの巨大地震の想定見直しが完了し
ました。公表された被害想定には青森、宮城、
福島、茨城各県にある原発の影響は評価されて
いません。ＭＭＡＴ委員会は、ひきつづき研修
交流会を幅ひろい層を対象に開催していくこと
や、事業継続計画（以下ＢＣＰ）策定のとりく
みをすすめることなどを活動の方針としていま
したが、新型コロナ感染の拡大が続く中で、状
況は大きく変化しました。
２０年 7 月に発生した熊本豪雨災害では、感染
防御の観点から、ボランティアの確保が困難と
なり、県外支援も制限され、これまでのような
救援活動ができなくなりました。全日本民医連
と現地で対策会議を重ねました。
ＭＭＡＴ研修会は、新しく就任した県連事務
局長、全日本事務局員を対象にすると同時に、
対象を各県・事業所の幹部だけでなく多くの職
員にひろげて、基礎研修交流会として開催しま
した。参加者の感想では、「災害対応について
体系的に学ぶことができ、実際の訓練に生かす

ことができた」と感想が出されました。講義は、
全日本民医連ホームページへ掲載しました。
多発する災害に対する備えとして、ＢＣＰの
策定が重視され、災害拠点病院ではすでに義務
づけられており、それ以外のすべての医療機関
に対しても備えることが推奨されています。新
型コロナウイルス感染者の受け入れや、事業所
内の感染発生を経験するなかで、感染症にも対
応した、ＢＣＰが求められるようになっていま
す。介護では、２１年の報酬改定において、感染
症や災害への対応力強化の一環として、すべて
のサービスにＢＣＰ策定が義務づけられること
になりました（ ３年間の猶予あり）。ＭＭＡＴ
委員会では今期、こうした情勢のもとでＢＣＰ
を検討、民医連としての「ひな形」をつくり、
それを用いた研修会を開催することで、民医連
の各事業所のＢＣＰづくりを推進しています。
また「困ったところに民医連あり―民医連の
災害対策」（民医連医療連載）を書籍にまとめ、
民医連の災害救援活動の歴史や実際を掲載しま
した。

（ ２）�全日本民医連のとりくみ、地協・県連機
能の強化

１ ）全日本民医連・地協結集、県連機能強化
44期運動方針では、「理事会機構としての地
協機能、県連機能強化」と全日本民医連の組織
強化とトップ幹部育成」の ２つの課題を掲げま
した。地協機能の強化について医師・医学対、
経営、医療・介護などの体制の確立は、改善・
強化がすすみました。またＷＥＢを活用するこ
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とで、集まりにくかった病院長の交流・会議な
ども活発にとりくまれました。
コロナ禍で、県連会長、事務局長、法人・事
業所のトップ幹部の奮闘は大きな力を発揮した
とともに、危機にあってトップの役割の重要性
を浮き彫りとしました。感染対策などの制約も
あり、トップを対象とした研修は県連事務局長
研修会にとどまりました。45期全体のスケジュ
ールを早い段階で確定し、すすめるよう改善し
ます。

２ ）�東京・首都圏への連続した緊急事態宣言と
感染爆発への対処
２０年 ２ 月の熊本総会と前後した新型コロナウ
イルス感染症のひろがりのもと、「全日本民医
連新型コロナウイルス感染症対策本部」を立ち
上げ、第 １回四役会議以後、全日本民医連が行
うすべての機関会議、部会、委員会、全国会議、
集会をＷＥＢで行いました。特に東京を襲った
第 １波では、理事会の １カ月延期（ 4月開始）、
全日本民医連 ３紙誌の １カ月停刊（ 4月）など、
大きな困難に直面しました。
首都圏は、44期のうち数カ月を除き緊急事態
宣言下にある中で、理事会会務運営を維持する
ため、ＷＥＢ環境の整備と習熟、事務局員の感
染防止のため事務局の一部改装、移動制限や在
宅勤務の導入、メンタルヘルスケア体制整備な
ど、首都圏在住の役員にささえられながら対応
し、おおむね２０年 6 月には安定した運営体制を
確立しました。
ＷＥＢによる諸会議での議論や参加は、移動
する必要がなく参加しやすい環境をひろげ、参
加者がいずれの集会でもこれまでの数倍の規模
で拡大し、全国の経験の交流や情報共有が大い
にすすみました。一方で議論の深まりやコミュ
ニケーション、部分参加の増加などの点で課題
も生んでいます。

３ ）学術・運動交流集会
第１5回学術・運動交流集会は、２１年１０月２２～
２３日にオンライン開催され、全県連から２4８３人
が参加登録しました。スローガン「憲法が生き
るコロナ後の新しい社会へ力をあわせよう」の
もと、5９３演題が登録され、 ３つのテーマ別セ
ッション（「デジタル化に立ち向かう民医連の

医療・介護」「貧困、自己責任と向き合い、コ
ロナ後にどんな社会をめざすか」「住み続けた
いまち、住民主体となるまちづくりのヒント・
実践を交流しよう」）でも活発に討論されました。
開催予定だった香川民医連や韓国社会的医療機
関連合会、人道主義実践医師協議会からメッセ
ージ動画が寄せられました。
岡野八代さん（政治学博士、同志社大学教授）
の記念講演「ケアと多様性を大切にする社会へ」
では、ケアは一人ひとりの尊厳を育む活動であ
り、社会政策の中心となる必要があることが強
調されました。オンラインの利点を生かし、プ
レ企画では気候危機やジェンダー平等などをテ
ーマに学習動画を配信しました。すべての行事
をオンデマンドで １カ月間配信しました。

４ ）国際活動
国際連合経済社会理事会（ＥＣＯＳＯＣ）（※
注）２０２１年ハイレベルセグメント（閣僚級会合）
に、コロナ禍での困窮事例調査、看護学生アン
ケートのまとめと国に対応策を求める活動のレ
ポートを提出し、受理されました。全日本民医
連の各種声明文から必要なものを英訳して全日
本民医連のホームページに掲載、国際的に広報
しています。
国際交流として、韓国との定期的なコロナの
情報交換をし、原水禁世界大会、全国青年ジャ
ンボリー、学術・運動交流集会にあいさつを寄
せてもらいました。日本での感染対策物資が不
足するなか、韓国から多くの感染対策用物資の
支援を受けました。韓国社会的医療連合会の第
３回学術集会に、会長、事務局長が参加しまし
た。キューバは、コロナ禍で経済情勢が不安定
になり医療物資の不足も伝えられ、これまでの
視察参加者などを中心とした募金活動や、全国
の事業所からの物資提供を呼びかけ、大使館に
届けました。軍事クーデターが起きたミャンマ
ーで、民主化のために活動している医療関係者
との交流と募金支援や、日本国際ボランティア
センターとの交流、募金支援など、コロナ禍で
こそ求められる国際連帯の活動に工夫してとり
くんできました。

５ ）共済活動
民医連共済は、①見舞金などの給付事業、②
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職員の健康維持増進と交流のための福利厚生事
業、③退職後の慰労金給付事業などを実施して
います。災害見舞金など各種見舞金制度は、民
医連職員の助け合い、連帯の制度として役割を
果たしています。この ２年間は、コロナ禍で全
国スポーツ大会が中止となり、また県連共済・
法人共済でも交流企画などが実施できませんで
した。そうしたなかでも、職員の健康づくり活
動（健康チャレンジなど）はかつてなく旺盛に
とりくまれました。また、退職者の生活をささ
える一助としての慰労金制度を維持・発展させ
るために、慰労金制度改定の全国的な論議が行
われ、決定されました（２２年度より実施）。あ
らためて慰労金制度の意義と役割が確認され、
「民医連は一つ」という連帯と団結を深めるこ
とができました。

６ ）広報
ＳＮＳ、動画媒体を中心とした広報活動を強
化するため、公式 Twitterと Facebookを２１年 6
月に開始しました。各部が行う記者会見につい
てのサポート、記者クラブ・マスコミとの連携、
プレスリリースの改善、動画配信など、専門家
の援助も受けながら改善をはかり、配信マスコ
ミの増加につながっています。

（ ３）�特養あずみの里裁判、乳腺外科医師えん
罪事件への支援について

１ ）特養あずみの里裁判の逆転勝利
１９年 ３ 月２5日、長野地方裁判所で不当な有罪
判決が出された特養あずみの里裁判が東京高裁
に係属し、日本医労連、保団連、国民救援会、
全日本民医連で中央連絡会を確立し、「無罪を
勝ち取る会」と連携して運動を強めてきました。
２０年 7 月２８日、東京高裁は、有罪判決を破棄し
て無罪判決を出しました。無罪判決は ８月１２日、
確定しました。
介護の未来のかかったこの裁判には、7３万筆
を超える無罪要請署名が裁判所に寄せられるな
ど、全国の介護、看護関係者をはじめとした支
援があり、無罪判決を勝ちとる大きな力となり
ました。
無罪の控訴審判決は、過失論として予見可能
性は、抽象的・一般的ではなく具体的でなけれ
ばならないこと、「本件ドーナツで窒息する危

険性ないしこれによる死亡の結果の予見する可
能性は相当に低かった」と結論づけ、利用者の
特性から、ドーナツを提供することが、窒息の
おそれを具体的に予見可能だったか厳密に判断
すべきとしました。また、地裁の有罪判決後、
各地の介護現場では「おやつをやめる」など萎
縮もひろがるなか、控訴審判決が「食事は、精
神的な満足度や安らぎを得るために有用」「幅
ひろくさまざまな食物を摂取することは人にと
って有用かつ必要」と認め、利用者の食べる楽
しみを取り戻し、やりがいある介護をすすめる
うえで、大きな役割を果たすものでした。
逆転無罪判決は介護の未来を守るものとなり
ましたが、介護現場での重大事故に対応した危
機管理の上での教訓、課題も示され、全国的に
共通の問題があることから、１８年に「介護現場
における重大事故に対応した危機管理の基本指
針２０１８」を確認し、全国で学習と実践を積み上
げています。２１年 7 月に無罪を勝ち取る会から
『逆転無罪　特養あずみの里　刑事裁判の 6年
7カ月』が発刊されました。全国で活用しまし
ょう。

２ ）乳腺外科医師えん罪事件の到達と支援強化
東京地裁で、完全無罪となった「乳腺外科医
師えん罪事件」は、２０年 7 月に東京高裁で、せ
ん妄下での幻覚を否定するとともに、地裁で信
用性に疑問があるとされた警視庁科学捜査研究
所の鑑定結果も信用できるとして、不当な実刑
判決を出しました。
外科医師を守る会などの支援の中で、最高裁
第二小法廷は、２２年 ２ 月１８日、この高裁判決を
破棄し、審理を高裁へ差し戻す判決を出しまし
た。実刑破棄に確信を持ち、差し戻し審で一刻
も早い無罪を勝ち取るために全国から支援を強
めます。

（ ４）�「旧優生保護法による強制不妊手術」被
害者支援と民医連の見解検討

旧優生保護法下で実施された強制不妊手術に
対して、 ８地裁に２4人が国賠訴訟を起こし、現
在までに 6つの地裁で判決が出されています。
このうち 4地裁では、個人の尊厳をうたい幸福
追求権を保障する憲法１３条、法の下の平等を掲
げた１4条、さらに家族の構成に関して意思決定
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する自由を規定した２4条 ２ 項に照らして、旧優
生保護法を憲法違反とする画期的な判断を示し
ました。
初めて違憲判決を出した仙台地裁判決では、
リプロダクティブ権（子を産み育てるかどうか
を意思決定する権利）を、憲法が保障する基本
的人権として認めました。しかし原告の国家賠
償請求に対しては、手術から２０年で賠償請求権
が消滅する「除斥期間」の規定を適用して、い
ずれの裁判所も全面的に棄却しました。子ども
を生む権利を奪われた原告の生涯にわたる苦痛
を無視した不当な判決です。
２２年 ２ 月２２日、大阪高裁はこの「除斥期間」
の適用を原告にそのまま認めることは「著しく
正義・公正の理念に反する」と否定しました。
私達はこの判決を高く評価し、国が上告せず判
決を受け入れ全面的解決を求めます。
被害者救済を目的として１９年に制定された
「一時金支給法」は、与野党の国会議員が主導

した点で評価できるものでしたが、被害者個人
に通知しない仕組みのため、判明しているだけ
でも ２万5０００人に及ぶ被害者に対して２１年 4 月
末までの認定件数者はわずか８９９件にとどまっ
ています。
現在、裁判は地裁、高裁でたたかわれていま
す。被害者への補償や尊厳の回復に向けて、民
医連として全面的に支援をします。あわせて政
府に対し、地裁での違憲判決を踏まえた一時金
支給法の抜本的な見直しを求めます。
旧優生保護法プロジェクトでは、前期第4３期
に見解案をとりまとめました。今期はこの見解
案を土台に、産婦人科、小児科、精神科の各領
域から委員を選出し、さらに議論を深め、旧優
生保護法の経過やこの問題の原因、本質につい
て民医連としての見解を整理するとともに、今
後も生じうる人権侵害と倫理的問題に対する民
医連としての対応原則や、よって立つ倫理的規
範について提起しました。

情勢の特徴

第 ２章

44回総会は情勢の特徴のひとつに、「市民社
会が平和と人権を実現する時代への胎動」をあ
げました。
コロナ禍は、現在の社会のゆがみを根底から
あぶり出し、多くの人びとの中に変化をもたら
しています。
「いのちの尊さと人間の尊厳、個人の尊厳」
「格差と貧困を拡大し、医療体制・公衆衛生体
制のぜい弱さを生み出してきた新自由主義から
の転換の必要性」「これまでの社会がケアを重
視せず、必要なケアを民間の営利サービスや女
性の無償労働に委ね、ケア労働を低く扱ってき
たこと」などが声となり、可視化されています。
ケアを必要としない人は存在せず、誰もが個と
して尊重されるケアに満ちた社会が求められて
います。
総じて、パンデミックの体験を通じ、多くの
人がこれまで遠くにあると感じていた政治が、
いのちと暮らしにとって身近なものだと感じ、

「沈黙しない」と声をあげ立ち上がり、さまざ
まな分野で大きなうねりを起こしています。
この流れは、２１年１０月３１日に投開票された衆
議院総選挙において、市民連合と立憲民主党、
日本共産党、社会民主党、れいわ新選組が合意
した「衆議院総選挙における野党共通政策の提
言――命を守るために政治の転換を――」（以下、
共通政策）にも中心的な内容が盛り込まれ、
２００を超える小選挙区で野党の候補者が一本化
され、たたかわれました。
共通政策は 6つの柱「憲法に基づく政治の回
復」「科学的知見に基づく新型コロナウイルス
対策の強化」「格差と貧困を是正する」「地球環
境を守るエネルギー転換と地域分散型経済シス
テムへの移行」「ジェンダー視点に基づいた自
由で公平な社会の実現」「権力の私物化を許さず、
公平で透明な行政を実現する」と、２０の具体的
政策を掲げました。「人権」「公正」を視点とし
た社会への転換をはかる内容で、多くの部分で
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民医連綱領とも一致するものです。目標とした
「政治を変える」「新しい政権をつくる」には
至りませんでしたが、小選挙区での議席増など
市民と野党の共闘の力が発揮され、確信をひろ
げました。

第 ２章では、コロナ禍で露呈した格差と貧困
の原因、人権と公正、平和へ向かう世界と日本
の特徴、こうした流れから逆行する岸田政権の
特徴について記載し、時代認識、民医連の役割
を深めます。

第 １節　格差と貧困のいっそうのひろがり

（ １）ひろがる格差と貧困

９ 年間の安倍・菅政権のもと展開されたアベ
ノミクスにより、格差は劇的にひろがりました。
富裕層の資産は 6兆円から２4兆円へと 4倍に増
え、大企業は利益を増やし続け、内部留保が
１３３兆円増加、２０年度末で467兆円となりました。
この期間にも、法人税を減税（２８％から２３.２％）、
所得 １億円を超えると負担する税率が下がる富
裕層優遇の税制はそのままとしました。
一方で、労働者の実質賃金は年間２２万円も減
少し、 ２度に及ぶ消費税増税、２０００万人を超え
る非正規雇用の拡大を続けた結果、年収２００万
円以下のワーキングプアは１２００万人（１９年国税
庁）となりました。
１7歳以下の子どもの相対的貧困率（可処分所
得が中央値の半分未満の世帯）は１３.5％、7人
に １人とＯＥＣＤ（経済協力開発機構）加盟国
の中で最低水準です（２０年 7 月厚生労働省）。
特に、ひとり親世帯の相対的貧困率は4８.１％と、
約半数となっています。相対的貧困は可視化さ
れにくく、支援が行き渡らない場合が多々あり、
放置されると教育格差などをひろげ、さらに格
差が拡大する要因となります。「家計をささえ
るため、毎日のようにアルバイトをしている子
ども」「食費を切り詰めるために親が十分に食
事をとっていないという子ども」「金銭的理由
での進学断念」や心の拠り所を失うケースなど
が私たちの日常診療の場、「いのちの相談所活
動」のなかでも多数見られるようになりました。

（ ２）�つくられた貧困と不平等、コロナ禍で浮
き彫りに

新型コロナウイルス感染症の拡大で、人びと
の生活をささえる社会的基盤の不安定さ、生活
困難に対応すべき社会保障制度のぜい弱性が浮
き彫りとなりました。しかしこれらは、歴代政

権による新自由主義的改革によってつくり出さ
れてきたと押さえることが大切です。
経済活動の停止は、非正規労働者の失業など、
多くの労働者の生活困窮を生み出しました。
１９９９年（自民党小渕内閣）に労働者派遣が原則
自由化（※注）され、０３年（自民党小泉内閣）
には禁止されていた製造業と医療業務への派遣
が解禁されました。現在、非正規雇用労働者が
全就業人口の 4割、２０００万人を超える状況がつ
くり出されています。
なかでも女性の生活困窮者が急増しました。
女性は、正社員でも男性の 7割、非正規雇用を
含む平均給与では約 5割で、生涯賃金（勤続4０
年）で １億円近い男女の賃金格差が放置されて
きました。非正規雇用が多いこともあり、年収
２００万円以下の女性比率は３８.6％（２０年国税庁
統計）にのぼっています。
高齢者の多くが年金だけで暮らせない家計状
態におかれ、非正規雇用に依拠して暮らしを維
持していました。背景には、１２年の年金改革関
連法（自民党安倍内閣）により、１３年から ３年
間で２.5％の年金額削減が行われたこと、最低
保障がなく、国民年金満額でも月額 6万5０００円、
生活保護の最低生活費より １万5０００円～ ２万円
下回る現行の年金制度の不十分さがあります。
厚生労働省の統計では１８年の段階で、生活保
護水準（単身世帯で年収１6０万円、月額換算１３
万３０００円）以下で暮らしている高齢者世帯は
6０7万８０００世帯、756万人でした。特に高齢女性
の一人暮らし世帯の相対的貧困率は5１.３％
（２３6万２０００世帯）と突出しており、続いて高
齢男性の一人暮らし世帯３８.7％（８6万１０００世帯）、
高齢の一人親と未婚子の世帯３０.８％（6１万4０００
世帯）と、貧困な高齢者が大量に生み出されて
きました。厚生年金においても非正規雇用が拡
大し、低年金層を生み出してきました。
異常に高い学費、貧しい奨学金制度のもと、
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コロナ危機による休業が「シフト制」などで働
く学生アルバイトを直撃し、多くの学生が食事
に事欠くような困窮状態に突き落とされました。
これらの事態の原因は、自己責任と自助を強
調し、社会保障・福祉の理念を変質させ、給付
の抑制・削減と負担増へと制度を後退させてき
た政策にあります。
１９８０年代の臨調行革で老人医療の無料化の廃
止、健康保険本人の窓口負担の導入、生活保護
の抑制、１９８９年には低所得者ほど負担が重くな
る消費税が導入されました。９０年代には、社会
保障予算の削減に着手し、負担増の制度改悪を
すすめながら、税制で法人税の軽減、所得税の
累進性の緩和、消費税の税率の引き上げ、逆進
性を持つ社会保険料の負担増などがすすめられ
ました。１２年には、「社会保障と税の一体改革」
が唱えられ、さらなる消費税増税と法人税率の

引き下げ、安倍政権下の１３年「社会保障制度改
革推進法」では、小泉政権以上の社会保障費の
自然増抑制が強行され、現在、「実質的な増加
を高齢化による増加分の範囲におさめる」とし
て全世代に負担増を求める「全世代型社会保障
改革」へと引き継がれています。
結果、コロナ禍に見舞われる前に、規制緩和
で雇用破壊がすすみ、非正規の拡大など不安定
な労働がひろがって、低賃金の労働者が大量に
生み出されたこと、社会保障制度による給付が
極端に少なく「自助」を優先し、かつ税と社会
保険の負担が低所得者ほど重い構造により、日
本の格差と貧困・不平等はつくり出されてきま
した。ここに構造的な女性差別も加わり、女性
の貧困・不平等がさらに大きい社会となってい
ます。
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注：短時間労働者を除く常用労働者の比較　資料：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より
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資料：「社会保障費用統計」（国立社会保障・人口問題研究所）およ
び「税収に関する資料」（財務省）より作成
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第 ２節　転換点に立つ時代

（ １）�「人権」「公正」をキーワードに新自由主
義からの転換を迫る声のひろがり

新型コロナウイルスが猛威を振るうもと、医
療・公衆衛生の崩壊、格差と貧困のさらなる拡
大などに世界が直面しています。先進国の自国
優先の対策は、世界的なワクチン格差を生み、
その結果、新たな変異株の流行がひろがりまし
た。世界を見すえた公正なとりくみなしには、
コロナ禍の収束を見通せないことは明らかです。
一方、ヨーロッパやアメリカなどの先進国で、
その原因が経済と企業の利益優先、規制緩和や
社会保障削減をすすめてきた新自由主義の政治
や緊縮政策にあり、人びとの権利や社会保障が
最優先される社会への抜本的な転換をめざす声
がひろがっています。
深刻な医療崩壊がひろがったイタリア、スペ
インでは、９０年代から緊縮政策がすすめられ、
医療費削減、病床や医療従事者の大幅な削減が
行われてきました。
２０年 4 月１３日、ミラノ、アムステルダム、バ
ルセロナ、パリの 4市長が、ユーロ圏やＥＵな
どに対して、「コロナ危機対応にあたって緊縮
政策を押しつける誤りをくり返してはならな
い」と訴える共同アピールを欧州主要紙に発表
しました。共同アピールは、世界金融危機とそ
の後に行われた緊縮政策が公共サービスの力を
弱め、経済成長を遅らせ、社会的な不平等をつ
くりだしたと強調し、「我われはその代償をい
まも払い続けている」と批判、新型コロナウイ
ルス感染症への対応では社会的サービスがきわ
めて不足しており、それは世界金融危機の時に
切りすてられたものだと指摘。新型コロナの支
援策を実施する際に「緊縮政策の条件付きとし
ないことを求める」としています。
２０年 7 月には、新自由主義を突きすすみ、世
界で最大規模の新型コロナウイルス感染者数と
死亡者数を出しているアメリカで、８３人の大富
豪が「私たちに課税を。それが正しい、唯一の
選択肢です。人間は、私たちのお金よりも、も
っと大切なのです」と訴えています。バイデン
大統領も「最低賃金１5００円の実現」「富裕層と

大企業への課税」「トリクルダウン経済の否定」
などを訴え、これまでの新自由主義的な経済か
ら変化しています。
国内でもジェンダー差別の問題が、日本社会
の抱える構造的問題として認識され、鋭く問い
直されています。五輪組織委員会の森喜朗会長
（当時）の差別発言に、抗議の声が沸き起こり、
辞任に追い込みました。女性に対する経済的支
援にとどまらず、学校などに生理用品を置こう
という「生理の貧困」の運動もひろがっていま
す。
コロナ危機は、全国一斉休校などの誤った政
策ともあいまって、子どもたちの成長に不可欠
な友だちとの遊び、交流を突然奪い、強いスト
レスを与えました。こうした子どもの状況を前
にして、多くの人びとが、子ども一人ひとりを
ていねいにささえる教育を痛切に望み、子ども
の個の尊厳、多様性の尊重を求め声をあげ、小
学校で少人数学級が実現しました。
困窮を極める学生向けの食料支援は、約 ９万
人の学生が利用し、学生の暮らしをささえ、連
帯の輪をひろげています。学生がボランティア
やスタッフとして登録し、ともに活動していま
す。「自己責任論」がまん延する中、支援を受
けることを躊躇していた学生が、支援を受ける
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なかで連帯の大切さを実感し、さらにすすんで
ボランティアとして支援する側にまわり、社会
と政治のあり方に目を向け、社会的連帯によっ
て政治を変える模索と探求を強めている例も生
まれています。
気候危機の打開を求める動きは世界で大きく
ひろがり、「Fridays For Future」（未来のための
金曜日）など若い人たちを中心にした運動が世
界でも日本でもひろがっています。

（ ２）核兵器禁止条約発効の意義と展望

１ ）核兵器禁止条約発効実現は民主主義の力
44回総会は、被ばく75年、国連創設75年、Ｎ
ＰＴ発効5０年の２０２０年、核兵器廃絶の転機をつ
くることを呼びかけました。２０年１０月２4日に5０
番目のホンジュラスが批准して、２１年 １ 月２２日、
核兵器禁止条約（以下、禁止条約）が発効しま
した。核兵器が国際法により違法化される新た
な時代の幕開けとなりました。
禁止条約は前文で、「核兵器の使用によって
引き起こされる壊滅的な人道上の結末を深く懸
念し、そのような兵器全廃の重大な必要性を認
識し、廃絶こそがいかなる状況においても核兵
器が二度と使われないことを保証する唯一の方
法である」と明記、核兵器と人類の共存はでき
ないことを明確にし、廃絶以外に核兵器の使用
は防ぐことができないとしました。それは、想
像を絶する非人道的で悲惨な体験をしたにもか
かわらず、「報復」を求めず、「決して核兵器を
使わせてはならない」「そのためには、核兵器
をこの世界からなくさなければならない」とい
う被ばく者の声と立場、信念の反映です。
禁止条約は、アメリカ・トランプ前大統領に
よる、各批准国の国家主権を踏みにじろうとし
た「批准書撤回を求める書簡」など、核保有国
と日本など核の傘に固執する勢力のどう喝や妨
害に抗して発効に至りました。批准国の 4割は
人口１5０万人にも満たない国々で、大国も小国
も平等に主権を行使する民主主義の力が揺らぐ
ことなく発揮されました。禁止条約の実現の流
れは、「民主主義」「被ばく者の声に代表される
核抑止論への断固とした批判」「国際紛争の平
和的解決の原則」「法による支配」の力を示し
ました。
現在、世界はパンデミックによりグローバル

な危機に直面しています。国境では決して防ぐ
ことはできない、世界的な連帯と対応が必要な
事態に直面しています。禁止条約の発効は、分
断を乗り越え、核兵器廃絶や気候危機阻止など、
人類的な課題に立ち向かっていく人びとの共同、
連帯、団結が、現在のコロナ禍の対応の中でか
ならずひろがっていく展望を示しました。

２ ）�禁止条約を力に核兵器のない平和で公正な
世界実現へ
世界でも、日本でも核兵器禁止条約を支持し、
核兵器のない、平和で公正な世界の実現をめざ
す声と運動がひろがっています。
禁止条約は、第 4条で核保有国も、自国の核
兵器を廃棄してから条約に加盟するか、条約に
加盟した上で、国際的な管理のもとで核兵器を
廃棄する ２つの道を保障し、核兵器を違法化し
ただけでなく、核兵器が存在する中でも「核兵
器のない世界」が実現する道筋を明確にしまし
た。すべての核保有国がこの条約に加盟しさえ
すれば、この条約のもとで核兵器の廃絶が実現
します。批准国、加盟国が一国でも増えること
が最大の課題です。そのために条約第１２条で、
締約国が非締約国に対し条約加盟を推奨するこ
と、条約第 ８条で ２年ごとに非締約国や、民医
連なども含まれる市民社会・非政府組織（※注）
も参加する締約国会議を開催していくこととし
ています。日本のような非締約国内で、核兵器
のない世界を求める声と運動のひろがりが決定
的に重要です。
核兵器依存国（日米安保条約・北大西洋条約
機構のもとにある日本やヨーロッパ諸国）につ
いても、禁止条約第 １条が核兵器の使用の威嚇
を禁止した以上、条約違反の状態にあります。
軍事同盟を破棄することができなくても、「核
の傘からの離脱」を明確にできれば条約に加盟
することができます。禁止条約支持の世論はＮ
ＡＴＯ加盟国、日本とも 7割を超えており、核
兵器依存国内で条約への批准、締約国会議への
オブザーバー参加（条約 ８条）を求める運動が
もっとも重要な情勢です。そのほかにも、禁止
条約 １条が核兵器の開発、製造を禁止している
点から、核兵器開発・製造にかかわる企業への
経済支援＝投資や融資などを行っている金融機
関からの資金の引き上げ（※注）など、禁止条
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約を活用した多面的な市民社会の運動も始まっ
ています。
２２年 １ 月に予定されていたＮＰＴ再検討会議
は、新型コロナウイルス感染拡大により再延期
となりましたが、核保有 5カ国（米国、英国、
ロシア、中国、フランス）が、この会議に向け
て準備していた「核戦争回避と軍縮が最大の責
務」とうたう共同声明を発表しました。この声
明は「核戦争に勝者はおらず決してたたかって
はいけない」と確認していますが、禁止条約に
ついて触れず、侵略を抑止し戦争を防ぐための
ものとして、核兵器保有を正当化しています。
２２年 6 月に開催される禁止条約締約国会議には、
ＮＡＴＯ加盟国のノルウェーとドイツがオブザ
ーバーとして参加する予定です。２２年は禁止条
約のひろがりで核兵器保有国を追いつめていく
年となります。国内では、先の総選挙で野党の
「共通政策」に「核兵器禁止条約の批准をめざ
す」ことが掲げられ、日本政府に署名・批准を
求める自治体意見書は、6２３自治体、全自治体
の３5％にひろがっています（２１年１２月２３日現在）。
政府に署名・批准を求める署名も全国でとりく
まれ８5万８３２5筆（２１年１１月２２日現在）となりま
した。日本政府に対し核兵器禁止条約の署名・
批准を求める世論のひろがりが、さらに求めら
れる情勢です。

（ ３）気候危機打開が人類共通の運動に

１ ）ＣＯＰ２６の貴重な到達
気候危機とよぶべき非常事態が起こっていま
す。すでに世界各地で、異常な豪雨、台風、猛
暑、森林火災、干ばつ、海面上昇などが大問題
になっています。新型コロナウイルス、エボラ
出血熱、エイズなどの新しい感染症が次々と出
現し、人類社会の大きな脅威となっています。
これらの背景にも、森林破壊をはじめとした環
境破壊、地球温暖化（※注）があります。
日本も、西日本豪雨や猛暑、台風２１号などの
災害があった１８年に、気候変動の被害を受けや
すい国ランキングで世界 １位となり、翌１９年も
台風１９号の被害などで第 4位となりました（ド
イツの環境シンクタンク「ジャーマンウォッ
チ」）。気候危機は、日本に住む私たちにとって
も、緊急に解決しなければならない死活的な大
問題となっているのです。

２１年 ８ 月に公表された国連気候変動に関する
政府間パネル（ＩＰＣＣ）「第 6次評価報告書」
は、現状でも産業革命以前より１.１度気温が上
昇しており、気温の上昇とともにさらに異常気
象や気象災害の頻度が大きくなることを示しま
した。また２０３０年までに大気中への温室効果ガ
ス（その大半はＣＯ ２）の排出を２０１０年比で45
％削減し、２０5０年までに実質ゼロを達成しない
と、世界の平均気温の上昇を産業革命前に比し
て１.5度までに抑え込むことができないことを、
明らかにしました。
２１年１０月３１日からイギリス・グラスゴーで開
催された国連気候変動枠組条約第２6回締約国会
議（ＣＯＰ２6）は、１１月１３日、「グラスゴー気
候合意」と一連の決定を採択し、終了しました。
ＣＯＰ２6は、２０１5年のパリ協定で努力目標と
された世界の平均気温上昇を産業革命前に比べ
て１.5度以下に抑えるという「１.5度目標」の実
現に向けて、すべての締約国が初めてとりくむ
ことが確認されました。そのために、２０5０年ご
ろには世界の温室効果ガスの排出量を実質ゼロ
にすることが明示され、２０３０年ごろまでのこの
１０年が決定的に重要であると確認しました。ま
た、ＣＯ ２排出量の多い石炭火力（温暖化の最
大要因）について初めて切り込み、一部の国の
反対がありながらも「段階的な削減」に合意し、
廃止に向かって動き始めました。

２ ）�低すぎる日本の２０３０年削減目標引き上げと
２０３０年目標実現のための政策
ＣＯＰ２6は、科学的な知見と世界にひろがる
気候危機の打開をめざす運動により、世界が
「１.5度目標」にもっとも近づく成果を上げま
した。同時にその目標に到達するための具体的
な政策や対策は十分な状況にはありません。そ
のため、ＣＯＰ２6合意では、２２年末までに、
２０３０年目標を「１.5度目標」に照らして再検討
することが各国に要請されました。
岸田政権の政策は（ １）２０３０年までの削減目
標がそもそも国連の示した２０１０年比平均45％に
対し低い4２％であること、（ ２）ＣＯ ２を大量
に排出し続ける石炭火力の新設（ ９基）（※注）
やインドネシアなどへの石炭火力の輸出を推進
していること、（ ３）脱炭素を口実として老朽
原発再稼働を含めた「原発」依存をすすめてい
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る事など根本的で深刻な問題を含んでいます。
２１年１０月に岸田政権が閣議決定した「第 6次
エネルギー基本計画」では２０３０年の電源構成は、
世界の脱炭素の流れに逆らうＣＯ ２排出量の多
い石炭火力１９％、最悪の環境破壊をもたらす原
子力発電２０～２２％に依存しながら、再生可能エ

ネルギーは３6～３８％に留められています。
２０３０年目標を実現できる政策と実効性を担保
し、２０３０目標を引き上げ、気候危機打開、脱炭
素の展望をつくり出せるかが、いまの私たちに
問われています。

第 ３節　安倍・菅政治継承の岸田政権

（ １）�コロナ禍の失政の総括せず社会保障解体
にすすむ岸田政権

１ ）�岸田政権は安倍・菅政権がすすめた社会保
障解体政策の忠実な継続政権
岸田政権は、安倍・菅政権がすすめてきた社
会保障解体を継続・推進しています。
安倍・菅政権は医療制度を、①人口減少を前
提に、急性期病床を中心に病床を削減、②医師
不足を絶対的不足ではなく、地域偏在に矮小化
し、入院医療とともに外来規制や開業の制限、
③医療費抑制・削減を都道府県単位で強化し、
責任の押し付け、④健康や医療を「成長戦略」
に組み込み、海外向けの医療ツーリズムなど健
康医療産業化などを推進、⑤地域でホールディ
ング型の法人を整備し、市場化・営利化・効率
化で担わせるなど、新自由主義的に解体してき
ました。
こうした解体をすすめてきたのは、総理と財
界の代表などで構成する「経済財政諮問会議」
（※注）であり、そこで作成される「骨太方針」
（※注）です。岸田政権は、安倍・菅政権と同
様に、「経済財政諮問会議」をマクロ経済財政
政策の司令塔であると明言し、「骨太の方針
２０２１」を忠実に引き継ぐ政権です。岸田政権の
社会保障政策を見るために「骨太の方針２０２１」
医療制度改革の基本方針をどのように提起して
いるか確認します。
第 １に、喫緊の課題である新型コロナウイル
ス感染症の対応です。感染者急増の場合は、医

療提供体制を「緊急的に切り替える」とし、２１
年 ２ 月 ３ 日に改定した「感染症法」の都道府県
知事の医療機関への「協力要請」、応じなかっ
た場合の「勧告」、勧告に従わなかった場合は「医
療機関名を公表」という枠組みで対応していま
す。これは、これまで病床削減を強行し、保健
所を激減させ、患者負担を強化し、医師、看護
師をはじめ医療従事者数を削減し、医師の行う
行為の一部を看護など他の医療職に移行、労働
強化を改善できない医療制度改革を継続し、限
界を超えた疲労困ぱいの医療従事者に、「有事」
対応を強要する仕組みとなっています。
災害時や感染拡大の対応は、「平時と緊急時
で医療提供体制を迅速かつ柔軟に切り替える仕
組みの構築」で対応することではなく、「感染
症への対応も含め平時から余裕ある医療体制を
保障しておく」ことこそが、今回のパンデミッ
クの教訓です。
第 ２に医療・社会保障抑制路線の継続・推進
です。医療・社会保障費の自然増を２０２２～２０２4
年の ３年間、継続して「実質的な増加を高齢化
による増加分に相当する伸びにおさめる」方針
としました。自然増は、高齢化、医療技術の高
度化、賃金の上昇や物価などの要因で増加する
ものであり、自然増を高齢化分のみにおさめよ
うとすれば、医療・社会保障制度の改悪につな
がらざるを得ません。
岸田政権がすすめようとしている負担増と給
付の削減は、表のようになっています。
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【これからねらわれる社会保障改悪メニュー】

医療

・全世代型社会保障制度→全世代の給付を縮小し、負担を増やす
・地域医療構想の推進→急性期病床削減
・後期高齢者の窓口負担原則 ２割化（２０２２年１０月～）
・医療費適正化計画の強化（入院・外来の規制を含め医療提供体制の効率化）
　→かかりつけ医機能の強化
　→診療所を含めた外来機能の明確化・分化
　→医師偏在対策
・第 ４期医療費適正化計画（２０２４年～２０２９年）
ａ）�医療費適正化計画、「医療費の見込み」の精緻化（医療費の目標管理と国保保険財政との連動、医療費が見込みを
上回る場合の都道府県の役割と責務の明確化）

ｂ）取組指標を設定し効果を上げている優良都道府県の事例の横展開
ｃ）病床の機能分化連携の推進を必須事項に
ｄ）都道府県国保運営方針にも医療費適正化のとりくみを必須に
ｅ）都道府県に保険者協議会を必置、都道府県への関与を強化し国の運営支援を行う
ｆ）審査支払機関の業務に医療費適正化を明記

国保
・国保財政の法定外繰り入れなどの早期解消
・普通調整交付金の配分見直し

生活保護 ・医療扶助の見直し
介護 ・介護給付費適正化計画の都道府県単位の見直し（一人当たりの介護費の地域差縮減）など

消費税導入前後の医療・社会保障
消費税導入前（１９８８年度） 現在（２０２１年度）

消費税率 ０％ １０％

医療

サラリーマン本人窓口負担（外来） １割 ３割
７０～７４歳の窓口負担（外来） １割 ３割
７５歳以上の窓口負担（外来） 定額（月８００円） １～ ３割（２０２２年度から ２～ ３割へ）

年金
厚生年金の受給開始年齢 男性６０歳、女性５６歳 ６５歳に段階的に繰り延べ
国民年金保険料（月額） ７７００円 １ 万６０００円台

介護
２０００年開始　保険料徴収は４０歳から ２９１１円（２０００年） ６０１４円（全国平均）
利用料 一律 １割 １～ ３割（保険料滞納したら ４割へ）
サービス 措置制度（必要な人が受ける） 認定制度（要支援 １、 ２は保険外）

障害者福祉 自己負担 応能負担（ ９割の人が無料） 定率 １割負担（上限あり）
生活保護 老齢加算 有り 無し
資料：消費税をなくす全国の会作成
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２ ）�医療へのアクセスをさらに奪う外来機能の
統制
岸田政権は、今後、医療費適正化計画の強化
と入院・外来の規制を含め、医療提供体制の効
率化をねらっています。
第 １に、外来機能については２２年 4 月から「外
来機能報告制度」（※注）を開始し、２4年から
の第 ８期医療計画に「外来医療計画」を盛り込
みます。医療機関の連携で地域医療を守り充実
させることは必要です。しかし「外来機能報告
制度」は、外来機能を類型化しランク付けをす
すめる面もあります。
国民皆保険とともに、社会保険による医療の
現物給付・住民のアクセス保障・自由開業医制

（※注）を土台としてきた日本の医療システム
が崩壊します。医療費抑制・削減策の範囲で外
来医療を統制するねらいをみておくことも必要
です。
第 ２に、第四期医療費適正化計画は、医療費
の見込みを精緻化し、都道府県の責任を強化し
て、医療費の目標管理と国民保険財政との連動
を求めるものとなる見込みです。これらは、地
域医療構想の推進による病床削減の着実な推進
とともに、疾患別・外来診療科ごとの医療費適
正化に踏み込むことであり、その成果の上がっ
ている都道府県の事例を「適正」とし、他の都
道府県でも当然実行するものとしてすすめられ
ます。疾患別、診療科ごとの「適正」化がすす
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むことで審査も機械的に強化されます。

３ ）介護保険制度の動向
２１年度介護報酬改定は、全体でプラス０.7％
の引き上げ幅にとどまりました。このうちプラ
ス０.０5％はコロナ対策に対する「特例的評価」
（２１年 ９ 月末まで）とされ、第 ８期通算の改定
率はプラス０.67％となりました。新たにＬＩＦ
Ｅ（科学的介護）が導入されるとともに、ＩＣ
Ｔ機器の活用を要件とした人員配置基準の緩和
が盛り込まれました。市町村によるケアプラン
点検のしくみの強化がはかられました。
補足給付の見直しが、２１年 ８ 月から実施され
ました。預貯金の基準額の引き下げにより補足
給付から外れることで、年間数十万円の負担増
となった施設入所者、食費の値上げで利用日数
を減らした短期入所利用者など重大な影響が生
じています。全日本民医連の調査（ ８月度）で
は、これまで補足給付を受けていた入所者の１4
％が補足給付の対象外となり、またひきつづき
対象となった入所者の約 4割で月 ２万２０００円食
費が引き上げられています。すでに退所したケ
ース、退所を検討しているケースなども報告さ
れています。短期入所では、補足給付の対象者
のうち、 ９割弱の利用者に見直しの影響が及ん
でいます。
第 ８期（２１年 4 月～）の介護保険料の全国平
均基準額は6０１4円となり、6０００円台を突破しま
した。介護保険財政の黒字が続いているなかで、
保険料を引き下げた保険者は、１5.２％にとどま
っています。保険料の高騰で滞納者が増え、差
し押さえやペナルティー措置（給付制限など）
を受ける高齢者が増加しています。第 ８期介護
保険事業計画がスタートしました。ひきつづき
地域密着型サービスが重視されている一方、特
養など施設の整備計画数は低い伸びにとどまっ
ています。第 7期の施設建設は主要74自治体の
約 ８割（6１自治体）で計画未達となっており、
職員不足と資金確保の困難が主な理由としてあ
げられています。
厚生労働省が今後の介護職員の必要見込み数
を発表し、２5年度３２万人、4０年度6９万人の不足
が生じることを明らかにしました。ヘルパーの
不足・高年齢化は深刻であり、ケアマネジャー
の不足も指摘されています。しかし、政府の介

護人材対策はこれまでの枠組みを超えるもので
はなく、有効な手立ては示されていません。そ
れどころか２１年度報酬改定でテクノロジー機器
の導入を要件とした夜間人員配置基準の緩和を
盛り込み、職員の増員ではなく、機械に置き換
える効率化によって人手不足に対処していく方
向が示されたことは重大です。
新たな処遇改善策として２１年度補正予算の中
で介護職の給与を２２年 ２ 月から月９０００円引き上
げる方針が示されました。処遇改善を求める現
場の声を反映したものですが、全産業平均と ８
万円の差があるなかであまりにも低い金額であ
り、居宅介護支援事業所のケアマネジャーなど
一部のサービス事業は対象から外されています。
２２年１０月以降は介護報酬への上乗せに切り替え
る方向が示唆されていますが、この方法では利
用者負担が増大し、現在の処遇改善加算と同様
の問題が生じることになります。
社会福祉連携推進法人（※注）が２２年度から
スタートします。小規模法人がさまざまな業務
を共同することで地域福祉の強化をはかること
が目的とされています。地域の中で具体的にど
のような機能・役割を果たすものとなるのか、
動向を注視していく必要があります。
岸田首相は、安倍・菅政権がすすめてきた全
世代型社会保障改革を継承することを明言し、
介護制度改革も従来の方針ですすめていくとし
ています。２２年春から介護保険の次期見直しの
審議がスタートしますが、すでに被保険者の範
囲の見直し（現行の4０歳以上を３０歳以上に引き
下げ）、利用料 ２割・ ３割負担の対象拡大、ケ
アプランの有料化、要介護 １・ ２の生活援助な
どの地域支援事業への移行、老健施設などの多
床室での室料徴収など、さらなる給付抑制・負
担増をはかる改悪案が論点としてあげられてい
ます。２２年中に審議会のとりまとめを行い、２３
年度通常国会に「改正」法案を提出するスケジ
ュールが想定されています。

（ ２）�憲法 ９ 条を改憲し、　戦争する国に突き
すすむ岸田政権

１ ）�安倍、菅政権以上に憲法改正をすすめよう
としている岸田政権
総選挙の世論調査では、「衆議院でもっとも
重視する政策課題は」、との問いに「憲法改正」
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という回答は、 ３％程度しかありません（２１年
１０月１８日ＮＨＫ世論調査）。岸田首相と自民党
はこの民意を無視し、各都道府県に「憲法改正
実現本部」を設け、草の根から改憲発議への執
念を示し、日本維新の会、国民民主党の協力を
得て、国会での憲法審査会（※注）開催を行っ
ています。
背景には、総選挙の結果、衆議院で改憲をす
すめる政党（自民党、公明党、日本維新の会）
が、改憲発議に必要な ３分の ２以上の議席を占
めたこと、参議院でこれまで改憲に慎重だった
国民民主党が改憲審議をすすめる立場となり、
前記の ３つの政党と合わせると改憲発議に必要
な ３分の ２以上の議席を占めるに至ったことが
あります。
自民党が執拗に ９条改憲＝「戦争する国づく
り」を目標にするのは、安倍政権が憲法違反の
「安保法制」で限定的な集団的自衛権の行使に
踏み込んだものの、憲法 ９条が壁となって全面
的に運用できないからです。
自民党改憲案は、① ９条 １項、２項を残し、「 ９
条の ２」をつくり、自衛隊を明記する、②緊急
事態条項、③合区の解消、④教育の充実の 4項
目です。最大の目的は、「自衛隊の ９条への明記」
です。自民党の具体的な文案は「 ９条の ２『前
条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及
び国民の安全を保つために必要な自衛の措置を
とることを妨げず、そのための実力組織として、
法律の定めるところにより、内閣の首長たる内
閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を
保持する。自衛隊の行動は、法律の定めるとこ
ろにより、国会の承認その他の統制に服する』」
です。ここには、日本を戦争する国として完成
させる ３つの危険な内容があります。
第 １に、９条 １項、２項を明確に否定し、「必
要な自衛の措置」をとるためには、戦争の放棄
や戦力不保持、交戦権の否認は無視しても構わ
ないとしていることです。
第 ２に、安保法制（＝戦争法）の成立により
海外で武力行使も可能となった自衛隊の軍事行
動が憲法上認められ、アメリカとともに世界中
で戦争することになります。９条 ２項にある「陸
海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国
の交戦権は、これを認めない」という自衛隊の
活動に対するしばりはなくなり、自衛隊が文字

通り「戦争する軍隊」に変えられます。また「実
力組織」としての自衛隊の規模について制限が
なく、どれだけ大きくても構わないことになっ
ています。
第 ３に、戦争する国となることで、何よりも
軍隊と戦争が優先されるため、社会保障は軍事
費の調達のために削減の対象となり、人権は制
限してもよいという国に変えられます。日本社
会の自由と人権をめぐる状況は大きく変えられ
ます。

２ ）軍事大国化をめざす岸田政権
岸田内閣は、アメリカと中国の緊張の高まり
や、中国の覇権主義の強まり、北朝鮮の核とミ
サイル開発などを利用して、日米軍事同盟の強
化、同盟強化と一体の日本の軍事大国化、敵基
地攻撃能力の保有を、スピード感を持って（２１
年１１月臨時国会所信表明）すすめています。２１
年１２月に成立した補正予算には7０００億円を超え
る軍事費が盛り込まれ、通年で 6兆円を突破す
る巨額の税金を軍事費にあてています。
辺野古新基地建設の強行、鹿児島県西之表市
・馬毛島での軍事施設建設、石垣島などへのミ
サイル配備などもあい次いで強行し、軍事要塞
化をすすめています。
軍事力と軍事力の衝突では平和を守ることは
できません。岸田政権の軍事大国化を許さず、
憲法を守り生かすうえでも、辺野古や馬毛島で
の基地建設の押しつけに反対し、計画の中止を
求めるたたかいが重要です。

３ ）辺野古新基地建設計画の破綻は明白
２１年１１月、政府が申請していた辺野古新基地
建設における軟弱地盤の改良工事（※注）の工
法変更申請を、沖縄県の玉城デニー知事が不承
認にしました。これに対し国は行政不服審査で
対抗し、工事をめぐる情勢は新しい段階を迎え
ました。
問題の核心は、大浦湾の軟弱地盤埋め立て工
事が世界にも例のない難工事となり、完成時期
は明らかにできないため、「普天間基地の危険
性の早期除去」という建設理由はもはや成り立
たなくなっていることです。また、埋め立てに
よる基地建設という税金の無駄づかい、環境破
壊の工事であることも明白です。埋め立てに沖
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縄戦の遺骨が眠る土砂を使用するという、許す
ことのできない計画への大きな怒りと、中止を
求める声がひろがっています。

一刻も早く辺野古新基地建設を断念させ、基
地の撤去で沖縄に安全で平和な暮らしを取り戻
さなければなりません。

人権と公正の視点で、いのちが大切にさ
れ、輝く社会をめざそう

第 ３章

44期の ２ 年間、「まず診る」「援助する」「何
とかする」ことを貫き、民医連らしさを発揮し
てきました。政府による的外れな感染対策によ
る感染爆発、未曽有の経営危機など試練にも直
面しましたが、地域の中で手を取り合い、たた
かうことで乗り越えてきました。
新型コロナパンデミックは多くの困難をもた
らし、同時に多くの課題を私たちに投げかけま
した。私たちはパンデミック前とは違う、この
間の教訓を生かした新しい社会のあり方を模索
しなければなりません。未来への萌芽は確実に
立ち現われています。気候危機へのアクション
やＢＬＭ（Black Lives Matter）、ジェンダー平等、
ＬＧＢＴＱ差別撤廃をめざすムーブメント、格
差と貧困を放置しない公正な税制の確立など、
確かな潮流が全世界的に発展しています。人権
と公正の視点でこうした運動に呼応し、新自由
主義を転換させること、それこそが、新型コロ
ナパンデミックに対峙し、今後の社会保障の再
構築をめざす私たちにとって最良の処方せんと
なります。
44期にさまざまな困難を乗り越え、築いた前
進に確信を持ち、共同組織の仲間とともに工夫
をしながら45期のさらなる活動の発展を創り出
しましょう。そのためにも44回総会で提起した

２０２０年代の民医連の 4課題（①平和、地球環境、
人権を守る運動、②健康格差の克服に挑む医療
・介護と社保活動、③生活と人生に寄り添った
医療・介護体系、④高い倫理観と変革の視点で
の職員育成）を、コロナ禍での教訓を生かして
より発展させていくことが求められます。
45期運動方針の基調は、人権を守り公正でい
のちとケアが大切される社会の実現をめざし、
すべての活動場面において、個人の尊厳とジェ
ンダー平等を基本に据え、「 ２つの柱」を深め、
前進をはかることです。
活動の重点は、共同組織とともに①かつてな
い憲法の危機という認識のもと、平和憲法を守
り抜くことを今期最大の課題とし、組織をあげ
て全力でとりくむこと、②切実さを増す地域要
求に応え、無差別・平等の医療・介護を一体的、
総合的に、人権尊重・共同のいとなみの視点で
創造し、それを通じ、健康権の実現と安定的な
事業・経営の確立をめざすこと、③市民ととも
に地域の医療・介護、公衆衛生の体制をいのち
優先に転換し、地球環境を守り平和でケア労働
者が大切にされる社会の実現をめざすこと、④
職員のいのちと健康を守りぬき、改定された職
員育成指針にもとづき医師をはじめとした職員
の確保と育成をすすめることです。

第 １節　今後の新型コロナウイルス感染症への対応
44期理事会として、２０年 ８ 月の「中間まとめ」
に続き、この ２年間の新型コロナウイルス感染
症の日本における状況と、民医連としての対応
を「新型コロナウイルス感染症44期対策本部ま
とめ（仮）」として確認しました。これまでの
活動のふり返りと、今後の課題を提案しており、
総会運動方針案と合わせて各事業所で学習をす

すめていきましょう。
新型コロナウイルス感染症は、今後も当面の
期間、流行の波をくり返しながら継続するもの
と考えられます。現在流行が拡大しているオミ
クロン株は、これまでの知見では高い感染率と
あわせて重症化率の低下が報告されています。
しかし、重症化率が仮に 5分の １程度であって
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も、感染者数が 5倍になれば重症化する人の数
は変わりません。私たちのめざすところは対応
当初から変わらず、健康を害しいのちを落とす
人を一人でも少なくすることです。
軽症化を理由に感染症法の ２類相当からの類
下げを求める論調は、保健所・医療機関の負担
を理由に高まる可能性があります。しかし、 ２
類相当から外れることで、他の疾患と同様の自
己負担が導入されれば、経済的な理由による受
診の手控えや、検査や治療の拒否があい次ぐこ
とが懸念されます。新型コロナウイルスが一般
の風邪と同じレベルで弱毒化したことが確認さ
れない限り、現行の感染症法上の取り扱いを維
持することを求めます。一方で、感染者数が爆
発的に増加した際、保健所機能が破綻すること
はこれまでも経験してきました。抜本的な保健
所・公衆衛生体制の充実・強化を求めつつ、当
面問題となる手続きの簡略化、濃厚接触者の特
定、医療機関との役割分担などは、地域の実情
に合わせて柔軟に判断していく必要があります。
「非常時」的な対応期間が長くなることで、
オンライン診療や投薬期間の延長が許容されや
すい環境となりますが、必要な診療の質が保て

なくなるケースが発生する可能性に常に留意し、
個々の状況に見合ったきめ細かな対応が求めら
れます。
加えて、第 4～ 5波で経験した「いのちの選
別」を迫られるような事態が発生しないよう、
十分な準備をすすめるとともに、地域の医療機
関同士の情報交換や役割分担、協議の場の確保
など、体制整備にも留意しましょう。
また感染制御の上で不可欠となる人流抑制策
については、「補償なき自粛要請」にならない
よう行政のきめ細やかな対応を求めていきまし
ょう。
感染拡大の状況や後遺症の患者の実態などを
もっとも把握できるのは、地域医療の最前線に
いる私たちです。行政の対応を実態に沿った迅
速なものにするよう、絶えず社会的な発信を意
識しましょう。今後、事業所の改築や移転を計
画しているところは、感染症対応が将来的にも
必須であることを前提に、ゾーニングやプライ
バシー保護を意識し「まず診る」を可能にする
ような設計を行いましょう。
全日本民医連として45期も対策本部を継続し、
全国的な状況の把握と必要な対策を継続します。

第 ２節　医療・介護活動
44期にコロナ禍を経験した私たちにとって、
45期は、第 １章第 １節で示した視点に沿って、
人権と公正を重視した医療・介護活動を展開す
る ２年間としなければなりません。
新自由主義政策にコロナ禍が加わり、経済的
困窮と健康格差は以前にも増して深刻化してお
り、「 ２つの柱」を地域でより豊かに実践して
いくことが、ますます重要になっています。切
実さを増している地域の医療・介護ニーズをし
っかりと受け止め、医療・福祉複合体としての
真価を発揮し、「ケアの倫理」（※注）が貫かれ
た無差別・平等の医療・介護サービスを一体的
に提供します。
そして、コロナ禍で傷んだ地域において、人
権と公正を掲げて行動する民医連事業所の役割
は絶大です。医療、介護、生活支援、居場所づ
くり、保健予防など、総合的な役割を担える「人
権の砦（とりで）」として、大いに奮闘しまし
ょう。これらの一つひとつの仕事に、個人の尊

厳とジェンダー平等の視点を据えてとりくむこ
とが重要です。自らの事業所内で多様性を認め
合い、皆にとって働きやすい職場環境になって
いるか、障がい者やＬＧＢＴＱ、高齢者や認知
症患者とその家族、外国人を含む社会経済的に
困難を抱える人びとにとって、利用しやすい環
境を用意できているかなど、足元から点検し、
人権の感度を高めていきましょう。

（ １）�コロナ禍で顕著になった諸問題に果敢に
挑み、「 ２つの柱」を進化・深化させよう

１ ）�感染対策を再点検・徹底し、地域全体の感
染対策を強化しよう
感染拡大の初期に比べ、各事業所の感染対策
のレベルは格段に進歩しました。介護の現場で
は、身体接触が多く、認知症対応もあり、より
困難な状況で感染対策が求められますが、医療
との連携がすすむなかで、ウイルスの侵入を許
してしまった場合にもクラスター発生を抑制し、
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限局化して沈静化させることもできるようにな
りました。こうした感染対策のレベルを、危機
管理体制の構築も含めて底上げし、維持してい
きましょう。
また、職員に感染がひろがった場合の支援体
制を、事業所・法人レベルから県連、地協、全
日本レベルまで迅速に組めるようになった経験
を生かして、45期はより団結力が発揮されるよ
うな仕組みづくりをすすめましょう。
加えて、日頃の感染対策の地域連携を通じて、
情報を交流・共有し、自らの活動の点検と標準
化をはかりながら、地域全体の感染対策の強化
に尽力することも大切な仕事です。感染管理看
護師の院外派遣など、44期のとりくみを踏まえ
て、その役割をさらに発揮できるような体制強
化も必要です。

２ ）�コロナ後の医療活動を見据えて、人権尊重
を貫く民医連の医療・介護活動を質高く創
造しよう
パンデミックにより医療活動そのものも変化
を強いられました。新型コロナウイルス感染症
への対応のため、通常の急性期医療、すなわち
救急や外科医療、がん診療、インターベンショ
ンなどの専門的な医療は抑制を余儀なくされ、
その影響が本格的に顕在化するのはこれからで
す。45期の ２年間は、そうした通常医療を再構
築し、地域でのいのちと健康をまもる活動を、
新型コロナパンデミック以前にも増して旺盛に
行うことが求められます。
また、新たな医療上の課題、たとえば、長期
処方の常態化、電話やオンライン診療の拡大、
保険薬局で取り扱う処方せん枚数の減少、フレ
イルの進行と歯科医療の役割をどう捉えるかな
ど、それが住民の健康におよぼした影響を評価
し、受療権と適切な医療の提供という観点で、
今後の方針づくりに繋げていくことが必要です。
すべてのとりくみにおいて、人権や個人の尊
厳が守られているかどうか、共同のいとなみの
視点が貫かれているかどうかを踏まえて、質の
向上に努めましょう。
感染対策上の必要性や医療資源の制約のもと、
「非常時」として対応せざるを得なかったいく
つかの倫理問題もありました。前期開催できな
かった医療介護倫理活動交流集会をコロナ禍で

生じた倫理的な課題のふり返りや、前期提起し
たＤＮＡＲガイドラインミニマムの運用なども
テーマに、２２年 7 月に開催します。

３ ）�医科・歯科・介護の一体的実施で、「口腔
保健」を改善し、地域の「食」を総合的に
支援しよう
世帯構成人数の減少や高齢化の進行により、
患者・利用者の背景はより複雑になり、多疾患
併存も当たり前になりました。医療・介護ニー
ズの内容も複雑かつ高度になっており、医療、
介護、歯科の各サービスを切れ目なく一体的に
実施していくことはますます重要となっていま
す。
２１年 5 月、世界保健機関（ＷＨＯ）は第74回
世界保健総会において、「２０３０年に向けたユニ
バーサル・ヘルス・カバレッジと非感染性疾患
の課題の一環として、より良い口腔保健を達成
する」と決議しました。口腔疾患が非感染性疾
患（生活習慣病）をはじめさまざまな全身疾患
と関連し、フレイルや認知症の進行にもかかわ
ることが知られています。口腔疾患は、貧困層
や社会的に不利な立場にある人びとに多く発生
し、民医連歯科の『歯科酷書』に示されるとお
り、ＳＤＨの影響がもっとも現れやすい領域で
もあります。口腔保健をキーワードに医科・介
護・歯科の連携を深め、多職種協働の力で「 ２
つの柱」を進化させましょう。
「食」を通じた栄養管理、嚥下機能の維持は、
がんを含む非感染性疾患の予防や重症化の阻止、
肺炎の予防など、医療上の課題です。また、コ
ロナ禍で困窮がひろがる中、子ども食堂やフー
ドパントリーをはじめとした食糧支援は、まち
づくりの重要な活動の一つであり、すべての国
民が十分な栄養を摂取できる生活を享受するこ
とは、社会保障の基本です。「食」の支援を通
じて、あらためて医療・介護活動、まちづくり
活動、平和社保活動が、同じ地平にあることを
意識していきましょう。

４ ）�地域での連携と共同を強め、社会的処方を
推進し、組織としてソーシャルワーク機能
を発揮しよう
コロナ禍により、地域での困窮や孤立のひろ
がりは、想像を絶するスピードと規模で進行し
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たと考えられます。医療・介護活動、平和社保
活動、まちづくり活動を通じて「生活をささえ
る」民医連運動の役割はますます大きくなりま
す。感染対策に留意しつつ、気になる患者訪問
や「いのちの相談所」などのアウトリーチ活動、
無料低額診療をはじめ、地域へのかかわりを強
化し、進化させる必要があります。人と人との
つながりは、疾病治療の面でも社会的処方とし
て注目されています。地域連携を通じて社会的
処方を充実させていきましょう。
日常診療にＳＤＨを生かすための問診票、シ
ートなど、さまざまなとりくみが実践されてい
ます。ひきつづきＳＤＨの学習を深め、社会的
な要因に気づける、気づき動ける組織文化を醸
成し、組織としてソーシャルワーク機能を発揮
しましょう。
地域にはさまざまな団体があり、民医連でも
とりくみが始まっている分野、例えば薬物依存
者や外国人労働者の支援、ＬＧＢＴＱの支援な
どの分野で活動する団体が数多くあります。人
と人とのつながりの再構築をすすめ、私たちが
学び、とりくむことはもちろん、地域で活動す
る諸団体との連携をすすめましょう。
政府は社会保障の定義を変更し、地域の人び
とによる「自助・互助＋絆」に変質させていま
す。地域住民が連携することは地方自治の基本
であり、地域の福祉力の源です。しかし、それ
は行政の仕事を肩代わりするものではありませ
ん。行政が本来の役割を果たすよう、広範な市
民と連帯して働きかけていくことが必要です。

５ ）�すべての事業所で、まちづくりやヘルスプ
ロモーションなど地域を志向した活動にと
りくもう
ヘルスプロモーション（健康増進）は、生活
や職場、教育、病院などあらゆる場面で、住民
や地域社会とともに健康なまちづくりを推進す
るものです。その内容は、医療分野であれば、
外来や在宅の医療レベルの向上や健康診断の拡
充だけでなく、地域保健や社会的処方の充実、
無料低額診療事業の実施、地域のさまざまな医
療ニーズへの対応などです。また共同組織との
活動では子ども食堂やフードパントリー、無料
塾、社会的孤立の解消に向けた支援、「いのち
の相談所」活動、さらに社会制度の改善や変革

を求める運動など、医療・介護・歯科・まちづ
くり・平和社保まで、多岐にわたっています。
それらの課題に総合的・俯瞰的にとりくむため
には、ＨＰＨ（健康増進活動拠点病院・ヘルス
サービス）が有効なツールとなります。ＨＰＨ
国際ネットワークの自己評価マニュアルが２０年
度版に改訂され、日本語版が発行されます。加
盟事業所での活用をすすめましょう。

６ ）気候危機など新たな課題に挑戦しよう
コロナ禍は新たな課題の存在も浮き彫りにし
てきました。例えば、感染拡大が人びとの生活
や健康を悪化させただけでなく、少子化や人口
減少、地方の過疎化を加速させた可能性もあり
ます。人口減少地域での医療・介護事業の維持、
雇用の維持などを含めた、持続可能性にかかわ
る深刻な問題も顕在化しています。地域社会に
おいて民医連事業所は、保健医療の担い手とい
う役割だけでなく、エネルギーを使い、商品を
購入し、雇用を生み出し、廃棄物を出すなど、
地域の循環の構成員でもあります。廃棄物のリ
サイクルや再生可能エネルギー事業などを展開
している先進例に学び、民医連外の個人・団体
とも連携しながら、共同組織の仲間とともに、
持続可能な「エコなまちづくり」にとりくむな
ど、多様な活動のあり方を模索しましょう。
ＣＯＰ２6でも確認された、待ったなしの気候
危機に対して、目下、最大の効果を発揮する処
方せんは石炭火力発電の停止・廃止であり、そ
れが代替エネルギー推進を含めた政治、政策の
課題であることは論を待ちません。同時に市民
レベルでも、石炭火力発電に関与する企業への
アクションなど、できることは少なくありませ
ん。
そして、医療・介護分野でも果たすべき役割
があります。１９年、英国の国営保健サービス（Ｎ
ＨＳ）は、０7～１7年の１０年間で排出するＣＯ ２
の１８.5％の削減に成功したと報告しています。
１９年度の日本のＣＯ ２排出量は１０億２９００万トン、
医療・福祉セクターからの排出量は２２００万トン
（２.１％）とされています（いずれも速報値）。
新型コロナウイルス感染症との対応でエネルギ
ー消費量は増加し、使い捨てプラスチックの使
用量は爆発的に増えています。
現段階では省エネによるＣＯ ２排出の削減が
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主な対応ですが、保健活動やまちづくりを通じ
て疾病の発生そのものを減らし、予防医療に力
を入れることが薬剤の使用も含めた医療資源の
消費削減であり、医療・介護分野からの気候危
機への本質的な対応であるはずです。この分野
での検証と提言をすすめましょう。

７ ）労働者の健康を守るとりくみ
アスベスト被害の救済では、「建設アスベス
ト給付金制度」についてひろく知らせ、対象者
（患者）の掘り起こしをすることが課題です。
被害者の完全救済を求めるとともに、働くもの
のいのちと健康を守る全国センターと協力して
とりくみをすすめていきます。
「脳・心臓疾患に関わる労災認定基準の改定」
が行われ、ひきつづき「精神障害の労災認定基
準」の改定も始まります。過重労働による健康
障害、メンタルヘルスやハラスメント対策につ
いて学び、労働者の権利擁護のための医療活動
を強めていきます。
社会医学、産業衛生を担う後継者育成が急務
となっています。民医連の医師養成に位置づけ
て対応していきます。

８ ）認知症のとりくみ
２5年には認知症をもつ人が全国で7００万人、
高齢者の 5人に １人、２０％を占めると推計され
ています。医療と介護の連携、共同組織との連
携をいっそう強め、無差別・平等の地域包括ケ
ア、認知症になっても安心して暮らし続けられ
るまちづくりの課題として、とりくみをすすめ
ていきましょう。認知症とともに生きる人にと
って、コロナ感染症予防に伴う生活の変化や医
療・介護サービスの利用減少による影響はとて
も大きなものです。当事者の要求に応え、法人
・県連として認知症に対する方針・政策を明ら
かにし、各地の経験を学びあいながらとりくみ
を強めていきましょう。コロナ禍でさまざまな
制約はありますが、工夫をこらして地協での実
践交流会や学習会などの企画を検討しましょう。

（ ２）�「人権の砦」としての民医連の病院・診
療所活動

１ ）コロナ禍に立ち向かう民医連病院
政府による地域医療構想の具体化がすすめら

れ、民医連の各病院でも機能の分化と選択が迫
られています。行政がすすめている地域医療構
想に対し、地域でいのちと暮らしを守れるよう
に見直しを求めるとともに、医療・福祉複合体
でもある民医連病院として、その役割を存分に
発揮できるようなポジショニングを見定めるこ
とが必要です。
急性期医療においても、民医連病院がこれま
で果たしてきた役割を踏まえつつ、変化するニ
ーズに対応して、そのあり方を見直すことが重
要です。必要な急性期医療については、継続・
発展のために、その陣容を強化することも必要
です。
高齢化、多疾患併存（マルチモビディティ）
の時代に、一人ひとりの患者に対しても、地域
の健康ニーズに対しても、キュア（cure：治療）
とケア（care）の両面から、柔軟性をもって対
応できる民医連病院は、地域の宝です。また、
コロナ禍で自主的に診療スペースを設け、在宅
を強いられた呼吸不全の患者のところに酸素を
もって駆けつけた民医連の中小病院の実践は、
私たちが、綱領の立場で、いのち優先の倫理で、
自律性をもって動くときに、それが地域社会に
とっての危機への確かな対応力となることを示
しました。
中小病院長会議で議論された「中小病院が医
師獲得のためのプロモーションを行うこと」「共
同組織とともにまちづくりにとりくむこと」「さ
まざまな領域で中小病院の医療活動の学習交流
をすすめること」「学会などで中小病院の医療
活動の重要性を発信すること」「社会的、政治
的発信を行うこと」などをすすめていきましょ
う。
全日本民医連で、病院長会議（三役）の機能
・規模別などの開催方法や定期開催について検
討します。２１年に開催した中小病院長会議を継
続するとともに、ＤＰＣ（診断群分類別包括評
価方式）急性期病院を対象とした病院長会議を
検討します。

２ ）今日的な民医連診療所の役割
新型コロナウイルス感染症の第 4波では能動
的かつ迅速に在宅待機者へ健康観察や医療提供
に臨むなど、医療崩壊が起きた地域での民医連
診療所の活躍は目を見張るものがありました。
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今後も地域からの期待が大きくなることは間違
いありません。
45期は、２０２０年代を展望して①まちづくりの
拠点と職員育成の場として診療所の重要性を再
認識し、医師配置などで県連・法人として位置
づけを明確にする、②無差別平等の医療と福祉
の実現をめざす民医連の事業所としてその役割
を発揮する、③職員、特に医師の確保と養成を
重視する、④地域の中での診療所の役割とポジ
ショニングの見直し、全職員参加の活動で経営
を前進させる、を重点課題とします。「診療所
ミニマム」の改定作業に着手します。

（ ３）歯科分野の活動

２１年のＷＨＯ世界保健総会で承認された決議
には、世界では、３5億人以上の人びとが口腔疾
患に苦しみ、その内訳は未治療の永久歯う蝕（し
ょく）が２３億人、乳歯う蝕が 5億３０００万人、歯
周病が 7億９6００万人と非常に多いことがのべら
れています。そこでは健康格差が大きいことと、
高い医療費負担の ２点が指摘されました。決議
では「社会的にもっとも弱い立場にある人びと
がより大きい口腔疾患の負担に苦しんでいる。
多くの口腔疾患は予防が可能であるが、有病率
は高く、貧しい人びとがより多く罹患している」
とのべられています。日本の歯科疾患実態調査
から推察すると、約4０００万人が未処置う蝕を有
することになり、２０００万人と言われる糖尿病と
その予備軍の倍の数にのぼります。全日本民医
連でとりくんできた、「保険で良い歯科医療を」
求める請願署名は、この決議の内容を先進的に
取り入れたとりくみです。
コロナ禍の日本で明らかになったのは、歯科
医療が住民にとって国民皆保険からかけ離れ、
健康権にもとづく受療権が大きく損なわれてい
るということでした。非正規雇用労働者、外国
人、高齢者、小児など多くの住民・市民の中で、
医療費の負担や感染への恐怖から歯科医療が後
回しになったことで、口腔崩壊や栄養状態の悪
化、全身の健康の毀損など、多くの問題がひろ
がりました。
いま、日本の社会に求められるのは、人権・
社会保障としての歯科医療であり、国内でも単
独疾患でもっとも広範にひろがり、医療費の上
位を占める疾患として、抜本的な口腔の「健康」

確立へのとりくみの強化が求められます。
一人も置き去りにしない医科・歯科・介護の
統合的なアプローチに本気の連携でとりくむ、
歯科完結型「診療所」から本格的な脱皮をはか
り、地域の要求に応え得る「多機能型」「多職
種協働型」の民医連歯科を確立しましょう。人
権が輝く時代には、歯科医療が求められます。
口から食べることを守り、より良く生きること
をささえ、誰もが安心してかかれる歯科医療の
とりくみをすすめていきましょう。
45期は以下の重点課題にとりくみます。

１ ）人権としての歯科医療の実践
日常の医療活動や地域での困難事例や、『歯
科酷書』を活用し、地域での実態を知らせる活
動をすすめましょう。日常診療での住民の生活
背景の把握と社会保障制度の活用や生活支援へ
の目と構えの強化を、学習を通じてひろげてい
きましょう。人権としての歯科医療を実現する
上で、保険で良い歯科医療の役割は重要です。
全国署名のとりくみの強化と同時に、各県での
「連絡会」の活動を地域での歯科保健課題の具
体化と自治体への要求の集約、中でも窓口負担
の無料化・軽減、健診制度や無料低額診療事業
の充実など、草の根から地域を変える運動と結
びつけ、積極的に役割を担いとりくみましょう。
気候危機、ジェンダーの課題をはじめ、感染
防御など世界的に協働が必要な情勢が歯科の分
野でもひろがっています。これまでつながりの
ある韓国の「健康社会のための歯科医師会（健
歯）」と、運動面と歯科医療活動の交流をはじ
めとした、より広範な連帯のとりくみを模索し
ていきます。

２ ）「 ２つの柱」を実践
「歯科口腔保健」の課題を医科・歯科・介護
の重点課題として位置づけます。２０２０年代の課
題である「生活と人生に寄り添う切れ目のない
医療・介護の体系と方略づくり」、２０３5年、
２０4０年を視野に入れた医科・歯科・介護連携に
よる多職種協働の統合的アプローチの具体化に
向け、法人・県連的課題とし、地域要求の視点
とポジショニングを考慮しながら、各事業所か
ら主体的な提案をすすめていきましょう。
また、歯科医療の機能を、外来診療機能、訪
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問診療機能、病棟診療機能としてそれぞれの役
割や課題を整理していくことも検討していきま
しょう。

３ ）全県に歯科を
口の健康を守る実践としての医科・歯科・介
護の連携をすすめ、人権としての歯科医療を全
国で実践するためには、基盤（拠点）となる歯
科事業所、「全県連に歯科を」の実現が、重要
な課題です。過去の空白克服の経験も踏まえ、
「アフターコロナ」の時代に求められる「民医
連らしい歯科」の姿を示し、２１世紀にふさわし
い新たな歯科事業所体制のあり方や歯科事業所
の開設、医科・歯科・介護の連携の到達と地域
でのポジショニングを再確認した中長期計画づ
くりの指針としての『民医連歯科読本』の改定
を、全国の力を結集してすすめていきます。

４ ）職員の確保と育成
「全県連に歯科を」の要となる歯科医師を中
心とした職員の確保と育成を、法人・県連・地
協の中長期計画の柱に位置づけて抜本的に強化
しましょう。「民医連歯科衛生士の基本となる
もの（案）」を手始めに全国で議論を開始して
います。歯科医師や歯科技工士、歯科事務幹部
など他職種についても、全国の経験と教訓の集
約と共有から全国的な到達点を明らかにし、そ
のめざすところ、政策や指針づくりなどの整備
をすすめること、働きつづけられる職場づくり
など、全国規模の議論に取りかかります。
歯科技工士問題は、国家資格の必要な職業と
しての存続が問われる状況です。全国的な課題
として抜本的な制度改善と対応、国への働きか
けが必要です。関係団体と連携し広範な市民運
動となるよう、とりくみを発展させる契機をつ
くっていきましょう。

（ ４）介護・福祉分野の活動

１ ）介護ウエーブ
ひきつづき、利用者・現場職員の実態・要求
にもとづき、コロナ対策の強化、介護保険制度
・介護報酬の改善、大幅な処遇改善の実現をめ
ざし、政府、自治体への働きかけを強めていき
ます。
処遇改善と職員確保は待ったなしの課題です。

介護職の低賃金構造の背景には、「介護の仕事
＝主婦による家事の延長」という根深い発想が
あります。ジェンダー平等をめざす課題として
視野をひろげとりくむことが重要です。公費を
投入し、介護に従事するすべての職員の給与を
全産業平均水準に引き上げることを求めます。
また、福祉用具貸与事業について、歩行器など
一部品目の貸与から販売への一本化、福祉用具
のみのケアプランの報酬引き下げなどが検討さ
れています。
補足給付見直しの中止を政府に対して重ねて
要求するとともに、介護保険料の引き下げ、基
盤整備の強化など、自治体への要請・懇談をひ
きつづき重視します。
２２年春からは次期の介護保険見直しの審議が
始まります。利用料の引き上げ、ケアプランの
有料化などの改悪が実施されれば、利用者、事
業所双方に深刻な困難が生じることは確実です。
２３年春からは介護報酬２4年改定（医療・介護・
福祉のトリプル改定）の審議もスタートします。
次期の介護保険見直し、介護報酬改定を45期 ２
年間の中心課題としてとりくみます。２２年度は
「改悪法案をつくらせない、国会に上程させな
い」をスローガンに、制度改悪を許さない声を
ひろげていきましょう。
あわせて、利用料を １割に戻す、補足給付の
資産要件を撤廃する、要介護 １・ ２を原則特養
の入所対象とする、などを当面の改善要求とし
て政府に求めます。認定調査の手引きなどの見
直しが行われており、軽度判定の傾向を強めて
いる現在の要介護認定システムの見直し・改善
も必要です。
介護保険は施行から２１年が経過しました。介
護保険は「介護の社会化」の期待を背負いなが
ら、応益負担の導入や給付の上限設定など、利
用者・高齢者にとって構造的欠陥といえる仕組
みが最初から組み込まれて設計され、施行後は
給付抑制・負担増をはかる制度見直しがくり返
されて、この欠陥が増幅してきました。都道府
県や市町村の条例などによる多くのローカルル
ールの存在が、それに拍車をかけています。結
果、利用者・家族の中に深刻な介護・生活困難
がひろがっているとともに、現場のスタッフの
裁量が狭められ、専門性の確立を困難にしてい
ます。「人権としての介護保障」の実現をめざし、
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利用料や認定制度の廃止など、制度の抜本改革
（＝再設計）をはかることが必要です。社保協
「介護提言（案）」を学習するとともに、これ
までに提起された民医連の医療・介護政策の介
護部分のバージョンアップを行い、制度の抜本
改革を求める運動をすすめます。
制度改善の訴えと介護の魅力発信の ２つを柱
に、介護ウエーブをすすめましょう。さらに介
護職による運動にとどまることなく「民医連丸
ごと」、地域の他事業所・団体とともに、行政
にも働きかけ、「地域丸ごと」のとりくみとし
てすすめます。今般のコロナ禍は、ケア労働者
が人権保障の担い手として、社会を維持してい
く上で不可欠な存在であることを示す一方、そ
の処遇や社会的地位がいまだ低く据え置かれて
いることをひろく明らかにしました。障がい・
児童福祉分野の運動とも共同し、「ケア丸ごと」
の介護ウエーブを追求し、ひろげていきましょ
う。

２ ）介護活動
高齢化の進展による介護・医療需要の高まり、
貧困・格差の拡大、困難の世帯化・複合化
（８０5０問題、ヤングケアラーなど）、大都市へ
の一極集中と地方の疲弊、頻発する自然災害と
予測される新興感染症の数年単位の流行などの
中で、「誰もが、住み慣れた地域で療養し、暮
らし続けること」の実現、「災害に強い福祉の
まちづくり」は、あらためて無差別・平等の地
域包括ケアとして追求すべきテーマとなってい
ます。たたかいの課題ともつなげながら「医療
・福祉の複合体」の真価を発揮し、地域の要求
に総合的に応え、まちづくりをすすめていきま
しょう。とりくみを通して「運動」「事業」「経
営」「確保」の好循環をつくりだしていきまし
ょう。
「民医連の介護・福祉の理念」（以下、理念）
が確認されて、２２年１０月で丸１０年となります。
日常の介護実践、諸活動の指針として生かして
いきましょう。全日本民医連として、理念にも
とづく実践を豊かに発展させるとりくみなどを
検討します。

①医療との連携、介護の質の向上
改定報酬に盛り込まれたリハビリ・口腔ケア

・栄養の「三位一体」の実践をはじめ、医療と
の連携を強めていきましょう。コロナ感染対策
と介護の安全性の追求を両輪としてとりくみま
す。多職種協働の力で在宅終末期・看取りケア、
認知症ケアにとりくみます。ＬＩＦＥについて
は、フィードバックされたデータを質の向上や
医療との連携強化に生かしていくとともに、介
護の一面的な評価につながらないよう、あらた
めて介護の本質・専門性について事例を通して
共有していくことが必要です。日頃の介護の実
践を「見える化」し、医療の側に発信して共有
することが、介護への理解を深め連携の質を上
げていく上で重要です。
介護の質の向上、医療との連携の強化を通し
て経営改善をはかる視点が重要であり、２4年度
改定を見通し、加算を確実に算定していきまし
ょう。法人全体での改定内容や目標の共有、ケ
アマネジャーと介護事業所の連携強化が求めら
れます。利用料負担の軽減や介護報酬の引き上
げを求める運動ともつなげて経営改善を追求し
ましょう。今回の報酬・運営基準の改定をふま
え、法的整備を抜かりなくすすめます。

②介護・生活困難への対応
コロナ禍による外出自粛や利用控えの中で、
身体機能の低下など利用者に新たな困難がひろ
がっています。地域包括支援センターや支援団
体とも協力し、高齢者・世帯の困難をつかみ支
援につなげましょう。年金制度の改悪などで高
齢者の経済事情はいっそう悪化しています。コ
ロナ禍による家族の失業で、利用料負担が困難
になっているケースも報告されており、介護格
差がひろがっています。無料低額老健事業や社
会福祉法人減免などの社会資源を活用し、負担
軽減をはかるとりくみをすすめましょう。

③経営改善
地域要求に応えていく上で、事業基盤の強化
は不可欠の課題です。ひきつづき「 ２つの転換」
を追求し、すべての事業所で経営改善を実現さ
せましょう。経営の現状を分析し、必要利益に
もとづく予算を立て、その達成のための方針を
確立し、目標の達成にこだわる「全職員参加型」
ですすめることが求められます。そのためには
管理者のマネジメント力の向上が不可欠です。
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④事業展開
事業の「大型化・多機能化」は、国の政策の
動向を踏まえ地域の要求に応えていく上で、今
後の事業展開に求められる課題となっています。
民医連の強みである医療との連携を強化し、
「２4時間３65日」をささえる上で、看多機、定
期巡回など地域密着型サービスの展開が重要で
す。自治体との協議をすすめ受託を積極的に追
求していくとともに、それぞれの事業がもつ機
能をしっかり発揮していくことが必要です。地
域の状況に応じて、訪問介護と定期巡回事業と
の併設、訪問看護のサテライト展開や看多機へ
の移行などの事業転換の検討・具体化も課題で
す。
事業運営・展開にあたっては、地域に求めら
れる役割を果たし、また経営的な前進をはかる
上で、「医療・介護の連携」からさらに発展さ
せて「常に医療・介護を一体的にとらえる」視
点が大切です。民医連が「医療・福祉の複合体」
であることの強みを生かし、地域の診療所や中
小病院をはじめとする病院と共同した、地域密
着型サービスを中心とした介護事業を、一体的
に運営・展開することが求められます。
民医連社会福祉法人は5０法人となりました。
地域の要求に応え、介護事業にとどまらない障
がい・児童福祉分野へとウイングをひろげてい
くことが重要です。
「生活と人権を守るまちづくりの中核」とし
て民医連地域包括支援センターの役割はいっそ
う重要になっています。法人の支援を強めると

ともに、受託の機会がある場合は積極的に検討
しましょう。

⑤職員の確保と養成
介護・福祉分野の活動を担う職員の確保はす
べての法人・事業所の重点課題です。法人の総
力をあげて知恵を集め、職員確保にとりくみま
す。紹介活動、学校訪問や実習受け入れ、初任
者研修の実施などとあわせて、YouTubeやＳＮ
Ｓ、ホームページを積極的に活用し、介護の魅
力発信や職員の育成にとりくみましょう。各自
治体に対して確保・定着対策や事業者への支援
などの独自施策を求めることも必要です。訪問
介護員の確保を事業所任せにせず、法人として
方針をもってとりくむことが求められます。訪
問看護師の配置・後継者の育成について、法人
として明確な人事戦略をもち、医療・介護の部
門を超えた連携強化が必要です。ケアマネジャ
ーの法人内部での養成を強めるとともに、県連
・法人でケアマネ政策づくりにとりくみます。
介護ウエーブ、介護実践の交流、後継者育成な
ど県連介護職部会の活動を強めます。
理念教育を重視し、民医連綱領、「民医連の
介護・福祉の理念」を自分の言葉で語ることが
できる職員の養成にとりくみます。管理者の世
代交代期を迎えている法人も多く、法人、県連
で活動の中心を担う管理者の養成をすすめまし
ょう。全日本民医連として、コロナ禍で44期に
実施できなかった法人の介護・福祉分野の責任
者を対象とした研修会の開催などを検討します。

第 ３節　運動

（ １）�憲法を生かし人権としての社会保障と平
和を実現しよう

１ ）�岸田政権による改憲をかならずストップし
よう
①45期最大の課題にふさわしい構えで、全県
連が、会長、事務局長が入った闘争本部を早急
に設置し、県連の方針を持ちましょう。
②「憲法改悪を許さない全国署名」は、 7月
の参議院選挙までに全日本民医連として１００万
筆を目標とします。参議院選挙は各地で市民と

野党の共闘を強め、参議院の改憲勢力を ３分の
２以下に追い詰めましょう。
③各地域で共同組織と力を合わせ、 ９条の会、
憲法共同センター、総がかり行動実行委員会な
どとともに改憲ＮＯの声をひろげながら、医療
界からの憲法を守り生かす声をひろげていきま
す。
④共同組織やまちづくり、コロナ禍で結びつ
いたさまざまな団体と手を結び、改憲発議阻止
の運動としてひろげていきます。
⑤すべての職員の憲法学習を土台にしてすす
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めていくために、教材を作成しとりくみます。

２ ）�人権としての社会保障実現の運動を「地域」
から

①�病床削減を中止し、地域医療構想の見直し、
医療従事者の増員、公衆衛生体制の再構築な
ど医療・介護を守り拡充させるたたかい
新型コロナウイルス感染症のパンデミックが、
地域のいのちと暮らしを守るうえで、急性期病
床削減ありきの地域医療構想では医療崩壊が起
こることを明確にしました。また、高度急性期、
急性期、回復期、慢性期といった病床機能の分
化と集約化をすすめる病院機能の再編では、高
齢化、多疾患併存（マルチモビディティ）の多
くの患者の医療要求に応え切れません。こうし
た点を打ち出しながら運動を強めましょう。
１．各地で地域医療の拡充を求める運動にと

りくむ連絡会や、地域の公立・公的病院などを
守る会が結成され、病院統廃合反対や地域医療
を守る運動が展開されています。各地でこうし
た運動と積極的に連帯・共同しましょう。
２．医療従事者、介護労働者の養成と確保、

労働条件の改善、そのための診療報酬や介護報
酬の抜本的な改善を求めます。ジェンダー平等
の視点から、女性の雇用・賃金差別の撤廃など
を求めていきます。
３．「新いのち署名」（「安全・安心の医療・

介護・福祉を実現し、国民のいのちと健康を守
るための国会請願署名」）の推進を軸とした運
動を、幅ひろい団体とともに展開します。
4．県や地域単位の要求をまとめ、運動をす

すめることが決定的に重要です。自治体キャラ
バンや議会要請に積極的にとりくむとともに、
今期、すべての事業所のある地域で、団体、個
人と協力し地域社保協結成をめざしましょう。

②国民健康保険、後期高齢者医療制度の改善
国は国保財政の都道府県単位化により、２4年
には「法定外繰り入れの解消」と「保険料水準
の統一」をめざして国保財政の赤字解消や医療
費適正化を推進し、さらなる国保料（税）の高
騰が危惧されます。全国知事会や全国市長会、
全国町村会も、地方の意見や地方自治を尊重し
た協議や制度運用を国に求めています。地方自
治体に、引き続き法定外繰り入れによる独自減

免の継続、低所得者や子どもの均等割などの減
免拡充を働きかけ、国に対しても国庫負担増額
や国の法定減免の拡充など求めていきましょう。
コロナ禍で実施された国民健康保険の保険料
（税）の減額・免除の措置（77条適用）の拡充、
子どもの均等割（※注）の廃止、一部負担金を
減額・免除する措置（44条適用）をより活用し
やすくさせます。保険料（税）滞納者への厳し
い滞納処分（※注）をやめさせ、医療が必要な
場合は滞納者にも直ちに保険証を発行するよう
改善を求めます。国保・後期高齢者医療保険の
傷病手当金支給を、恒常的な制度にさせるよう
要望していきます。
「日本高齢者人権宣言案」（日本高齢期運動
連絡会）（※注）で提唱された高齢者の人権を
守る運動とあわせ、「高齢者の人権・命・健康
を脅かす75歳以上の医療費窓口負担 ２割化中止
を求める請願署名」のとりくみを強めます。ひ
きつづき医療費負担をめぐる多くの高齢者、患
者、共同組織の切実な要求をアンケートなどで
集めてマスコミに訴え、75歳以上窓口負担 ２割
化中止の声を大きな世論にしていきましょう。
社会保障推進協議会や高齢期運動連絡会、年金
者組合が年金支給日の全国一斉宣伝行動を呼び
かけています。地域で各団体と相談し、感染状
況を踏まえて工夫をしながら積極的に具体化し
ましょう。

③�高すぎる窓口負担の軽減と無料低額診療事業
のとりくみ
医療費窓口負担ゼロをめざしながら、当面、
子どもの医療費は国の制度として１８歳まで無料
にすること、障がい者医療の償還払いをやめさ
せることなど、要望していきます。小学生以上
の子どもの医療費無料化助成を実施する自治体
に対して、国保の国庫負担金を減額する国のペ
ナルティーをやめさせ、国庫負担を増額するよ
う求めます。
コロナ禍であらためて無料低額診療事業が重
要になっています。すべての民医連の対象事業
所が実施に挑戦するとともに、地域の他の無料
低額診療実施事業所との連携や協同をすすめま
しょう。自治体病院などでの無料低額診療実施
も呼びかけていきましょう。無料低額診療事業
の保険薬局での薬代や訪問看護への適用、自治



50 月刊民医連資料　別冊（２０22年 4 月）

体での負担金助成など、制度の改善を求めます。
これらの改善のため、厚生労働省や国会議員
への要請行動とともに、各自治体から国に要望
をあげるよう、自治体キャラバンなどでの要請
を強めましょう。

④生活保護制度の改善
この間切り下げられた生活保護基準（※注）
を元に戻し、憲法２5条にもとづいて人権保障に
ふさわしい改善を求めます。ひきつづき、各地
の「いのちのとりで裁判」支援にとりくみます。
厚生労働省のリーフ「生活をささえるための支
援のご案内」に「生活保護の申請は国民の権利」
と書き込まれましたが、実際には現場で生活保
護利用者の人権を侵害するような事例も起きて
います。そうした事例を見過ごすことなく機敏
に対応し、すべての自治体が生活保護は権利で
あるという立場に立つよう働きかけをつづけま
しょう。

⑤外国人への医療保障の改善
極めて低い日本の難民認定率のもと、多くの
外国人が、社会保障制度から除かれています。
44期の緊急調査では、特に非正規滞在者はあら
ゆる社会保障制度から除外され、就労も禁じら
れているため、仮放免中に健康を害しても医療
費の支払いができず、治療を受けられないなど、
深刻な人権侵害が多数寄せられました。また技
能実習制度を悪用し、技能実習生を低賃金労働
者として使い捨てにする実態も生まれています。
民間支援団体の資金難や、無料低額診療事業の
活用による数千万円に及ぶ医療機関側の負担な
ど、看過できない状況も発生しています。入管
施設の被収容者も、長期収容中に適切な医療を
受けられずに、病状悪化や死亡事件も起きてい
ます。
在留資格の有無にかかわらず、必要なすべて
の人に国の責任で医療が提供されるよう、要請
を強めます。外国人の人権を守る運動に携わる、
さまざまな団体や個人との協同をひろげます。

⑥�憲法、障害者の権利条約にもとづく障がい者
福祉実現
障害者総合支援法第 7条の介護保険優先原則
を理由に、65歳で障害者福祉サービスを打ち切

られた天海正克さんは、千葉市を相手に、障害
者の社会参加、自律を阻害するような支援法第
7条の運用をやめるよう求め、東京高裁でたた
かっています。同様の訴えをした岡山の浅田訴
訟は全面勝訴し、支援法第 7条は調整規定で介
護保険優先を定めたものではないとの広島高裁
の判決が確定しました。憲法、障害者の権利条
約にもとづき、個々の障害者のニーズにそった
障がい者福祉実現をめざし、天海訴訟支援にと
りくみます。

３ ）参議院選挙で要求の前進を
憲法を守り、生かすことと、社会保障の拡充
をすすめる上で、２２年 7 月に投開票が予定され
る参議院選挙で市民と野党の共闘が前進するこ
とが決定的に重要です。
格差と貧困の拡大、その苦難に応えられない
社会保障制度の実態が、コロナ禍で明らかにな
りました。根本に不公正な税制と不十分な給付
があり、特に働くひとり親世帯・女性に深刻な
影響を与えています。社会保障・税一体改革（※
注）により、主な社会保障の財源として消費税
増税が強行されましたが、逆進性の強い消費税
（※注）の引き上げがますます貧困を拡大して
いることは明らかです。消費税 5％への引き下
げ、大企業や富裕層への課税強化、高すぎる社
会保険料の引き下げと応能負担強化、内部留保
の活用などの格差と貧困を解消する公正な税制、
社会保障財源の確保を求めていきます。
民医連の総選挙要求「いのちが最優先される
社会への転換を」と、市民と野党の共通政策２０
項目を全職員で学んで、参議院選挙に向けて要
求を実現していきましょう。
全日本民医連として参議院選挙へ向けた要求
を作成し、野党共闘の候補者とともに実現をめ
ざします。

４ ）�「全職員で担う社保運動」、「職場からの社
保運動」を重視し、人権を守るソーシャル
アクションを

①全職員で担う社保運動
全職員で担う社保運動を追求し、集会や学習
会、署名・宣伝行動なども、感染対策を工夫し
てとりくみましょう。特に方針や課題を具体化、
実践する上で、若い職員にもわかりやすく発信
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して伝える工夫が重要です。若い職員の提案を
積極的に取り入れ、従来型にとらわれない、楽
しく参加したくなる社保活動のスタイルを検討
しましょう。

②�気づきや現場の事例を社保運動につなげる課
題
「人権 café」の学習を生かして人権の感度を
高め、ＳＤＨの視点を学び、アウトリーチを強
め、日常の医療・介護現場、地域での気づきを
ソーシャルアクションにつなげる、職場からの
社保運動にとりくみましょう。
現場や地域での気づきを職場で共有できる仕
組みをつくり、「気になる患者カンファレンス」
や「多職種カンファレンス」で深めましょう。
明らかになった課題は、自治体キャラバンや自
治体との懇談などに反映させて、改善に結びつ
けましょう。
気づきをそのままにせずに声をあげて行動し、
問題を解決していくことで社会は変えられるこ
とを、多くの職員の確信にしていきましょう。

５ ）すべての地協に社保委員会の確立を
全日本民医連が提起した方針が、地協から各
県連に確実に周知・徹底できる体制と組織を構
築するとともに、各県連や法人・事業所の豊か
な実践や教訓を、全日本民医連や地協で共有し
生かせるよう、すべての地協で社保委員会の確
立と機能強化をめざします。

６ ）�辺野古新基地建設中止、核兵器のない世界
の実現・核被害者支援

①�辺野古新基地建設中止、全国の基地強化反対
の運動を強めよう
沖縄では、基地のない平和な沖縄を争点に、
7月参議院選挙、 ９月に一斉地方選挙、県知事
選挙が予定されています。野党統一、オール沖
縄の勝利のために、沖縄民医連と連帯してとり
くみます。
オミクロン株によるコロナ感染拡大の原因の
ひとつとして在日米軍基地の対応がずさんであ
ったことがあげられます。また日米地位協定の
もとで、検疫に日本政府が関与できないなど独
立国家とは言えない実態があり、日米地位協定
の抜本的改定を求めます。

コロナ禍で中断している辺野古支援連帯行動
は感染状況を確認しながら再開をめざします。
岸田政権のもとで自衛隊が参加した日米合同
軍事演習が急速にひろがっています。全国の自
衛隊基地の強化、米軍基地をめぐるたたかいに、
地域の運動団体と協力してとりくみます。

②�核兵器のない世界実現への一歩を踏み出す４５
期に
日本政府に核兵器禁止条約への署名・批准を
求める署名にひきつづきとりくみます。国際的
には、第 １回核兵器禁止条約締約国会議、第１０
回ＮＰＴ再検討会議が開催されます。これに呼
応した国内での特別月間が呼びかけられ、署名、
宣伝行動が計画されます。地域で他団体といっ
しょに行動を計画しましょう。 ３・ １ビキニデ
ー、原水爆禁止世界大会（ ８月）はオンライン
併用で開催予定です。大会成功に向けて民医連
のとりくみを報告するなど、積極的に参加しま
しょう。

③すべての核被害者の救済へ向けて
１ ．「黒い雨訴訟」（※注）判決を生かしたすべ
ての被ばく者救済、高齢化する被爆者に寄り添
う医療と介護のとりくみ
２１年 7 月１4日、広島高裁は、「黒い雨」を直
接に浴びているかどうかが問題ではなく、原告
に限らず、その地域に居住していた者は、内部
被曝の可能性を含め、放射線被ばくを受けたも
のとして、原爆被爆者と認定するべきであると
いう画期的な判決を出しました。これにより、
およそ １万３０００人が被爆者健康手帳の交付の対
象となると推定されています。しかし政府は、
認定条件として、原爆被爆による１１疾患を有す
る者を対象にするとしました。その見直しを求
めていくとともに、対象となる被爆者の相談活
動をすすめます。また、同様な問題を抱える長
崎のすべての被爆者にも、適用を求めていきま
す。
同時に高齢化する被爆者への医療・介護の提
供は急務です。広島・長崎の原爆被爆者は、２１
年 ３ 月３１日時点で、１２万7755人です。毎年、お
よそ９０００人が亡くなっています。被爆者の平均
年齢は８３.９4歳（２１年 ３ 月３１日時点）と高齢化
しています。多くの被爆者は、身体的機能の低
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下で歩くことが難しくなっています。認知症を
発症している被爆者もいます。また独居の人も
多くいます。医療・介護、生活支援の必要度が
ますます高まっています。介護手当などの支援
に関しては、ケアマネジャーだけでなく役所の
職員にも周知されていない状況があります。民
医連内でも職員の世代交代の中で、被爆者にお
ける各種手当などが十分に把握できず、活用さ
れていないという実態があります。被爆者をめ
ぐる各種手当など、社会資源を有効に活用して、
被爆者に寄り添う医療と介護のとりくみをすす
めます。

２ ．ビキニ被害者訴訟への全国支援
１９54年 ３ 月 １ 日、アメリカがビキニ環礁で行
った核（水爆）実験（※注）によって、当時、
第五福竜丸の被ばくが大きな問題（ビキニ事件）
となりましたが、その周辺を航行していた日本
のマグロ漁船は、第五福竜丸だけでなく、およ
そ１０００隻で、約 １万人にのぼる乗組員が被ばく
したといわれています。しかし、アメリカと日
本政府は、その事実を隠蔽しました。約6０年後
の１３年 １ 月に、第五福竜丸以外の被災状況に関
する公文書がアメリカから公開され、当時の被
ばくの実態が明らかになりました。当時の乗組
員は、がん疾患などを患っており、就労中の被
ばくによるものであるとして、１6年に労災申請
を行いました。その後却下されましたが、２０年
３ 月、元乗組員や家族ら１２人は、労災却下処分
取り消しを求めて、提訴しています。全国で支
援していきます。

７ ）�原発ゼロ・福島の真の復興と気候危機打開
を一体にすすめ、再生エネルギーの転換を
東京電力福島第一原発事故から１１年目に入ろ
うとしていますが、いまだ元の生活に戻れず、
ふるさとを失った人たちが約 ８万人います。岸
田政権は、アルプス処理水（放射能汚染水）（※
注）の海洋放出、原発事故避難者の医療支援を
縮小するなど、福島県民、原発事故被害者にさ
らなる被害と負担を押しつけようとしています。
原発事故避難者訴訟（※注）では、国と東電
の責任があらためて鮮明となり、裁判闘争は最
高裁へと移っています。運転4０年超の老朽原発
の再稼働は周辺住民に大きな不安をひろげ、核

のゴミの受け入れを巡っては、地域を分断する
事態が起こっています。
アルプス処理水（放射能汚染水）の海洋放出
反対の運動を強め、「アルプス処理水の海洋放
出反対署名」と、東京電力福島第一原発事故の
責任の究明と被害救済、原発事故の根絶に向け、
最高裁判所に対する「公正な判決を求める署名」
に、各地の原発ゼロ、再稼働反対の運動と連帯
してとりくみます。参議院選挙で原発ゼロを争
点に押し上げ、原発ゼロを市民と野党の共闘の
共通政策にするとりくみを強めます。
いま、民医連で働く私たちの多くは、気候変
動の被害を最初に受けるとともに、解決をはか
れる最後の世代です。気候危機は、いのちと健
康の問題そのものであり、環境問題は人権問題
です。人権のアンテナを掲げ、気候危機の克服
へ、医療・介護団体として力を合わせる画期を
つくりましょう。
気候危機打開に向けて重要な、２０３０年までの
残された時間を考えると、 7月の参議院選挙は
特別に重要な機会です。脱炭素社会をすすめる
政治家を国会により多く送り出しましょう。
各地域ですすめられている石炭火力発電所の
操業停止や新規建設を中止させる運動など、他
団体との共同した運動を旺盛にすすめ、化石燃
料と原発に依存する国のエネルギー基本計画の
変更をめざします。
すべての事業所で気候非常事態宣言（※注）
をつくること、事業所のあるすべての自治体で
気候非常事態宣言の採択をめざすこと、事業活
動と一人ひとりの生活の中で気候危機を回避す
る行動に、当事者としてとりくみましょう。
全日本民医連として学習討議資料の作成、事
業所での先進的とりくみも普及していきます。

（ ２）安心して住み続けられるまちづくり

政府の「自治体戦略２０4０構想」のねらいや、
水道事業までも民営化し、住民のいのちと健康
を営利企業のもうけの対象にしようとしている
新自由主義の思想によるまちづくりに対抗し、
住民本位のまちづくり、誰も取り残さないまち
づくりをすすめ、自治体本来の役割を求める運
動を強める必要があります。
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１ ）�県連・法人・事業所が地域で役割を果たす
まちづくり方針の確立のために
法人・事業所で、まちづくりの運動をすすめ
る上で、「地域のさまざまな団体や共同組織の
集まり（居場所）や連携した相談活動」「地域
診断の実施、その結果を行政・住民組織と共有
し運動化する機能」「誰もが基本的ソーシャル
ワーク能力を持てるためのスキルを普及する活
動」「社会的処方や社会資源活用ツールの作成
などを担う部署の設置」が求められます。4３期
に提起した「まちづくり企画室」を発展させ、「地
域総合サポートセンター（仮称）」の設置を検
討しましょう。また、複数の法人がある県連で
は、それぞれの法人のまちづくりのとりくみの
推進・交流を行う委員会などの設置を検討しま
しょう。

２ ）�まちづくりにかかわる分析・研究・提起を
行う個人・団体との共同のとりくみ
住民本位のまちづくりをすすめるために、各
地でさまざまな研究や実践がすすんでいます。
県連・事業所でも、そうした個人・団体と連携
したとりくみをすすめましょう。とりわけ、減
災、防災のまちづくりのための研究・提言や、
障がいがあっても安心して住めるまちづくりを
重視します。

３ ）�職員が、さまざまな形で地域のなかで役割
を持てるための具体化
県連・事業所・職場でのＳＤＨ学習会やＳＤ
Ｈカンファレンスをすすめます。また医療・介
護・福祉の専門職として、まちづくりに貢献で
きる仕組みを検討します。職員教育（制度教育）、
地域診断フィールドワークなどの導入を検討し
ましょう。

４ ）�全日本民医連まちづくり交流集会の開催
全日本民医連として「まちづくり交流集会」
を開催し、まちづくり実践集の活用と普及、Ｓ
ＤＨパンフの改定にとりくみます。

（ ３）共同組織の前進へ向けて

共同組織のすべての仲間、一人ひとりを大切
にすることを基本に、コロナ禍だからこそ声を
かけ合い、地域で孤立させないとりくみ、フレ
イル予防や健康づくりなどに旺盛にとりみまし
ょう。社会的処方としての見守りやサークル活
動、退院後の地域や在宅への支援、介護が必要
になった時のささえ合いの仕組みなどを深めて、
積極的に展開していきましょう。
44期に実践したコロナ禍でもつながりを絶や
さない努力を継続して、電話や訪問、アンケー
ト活動やお手紙作戦などにとりくみましょう。
また、新たに導入したスマートフォンやＳＮＳ
を活用した交流なども大いに活用し、少人数で
の集まりや外での企画、家でもできる健康づく
りなどの工夫もして、活動をすすめましょう。
地域要求に応えるために、フードバンクやフー
ドパントリーのとりくみなどでつながった市民
団体など、新たな他団体との共同を幅ひろく追
求して、今後のまちづくりに生かしていきまし
ょう。全国の共同組織、事業所のとりくみの宝
庫であり、民医連と共同組織をつなぐ『いつで
も元気』をすべての活動で活用しましょう。誌
面の魅力で共同組織の中での読者を増やすとと
もに、職員の過半数を読者にし活用しましょう。
安心して住み続けられるまちづくりに、共同
組織の存在は不可欠です。人口減少がすすむな
かであっても、共同組織の仲間増やしと担い手
づくりを意識的に追求して、常に増勢できるよ
うにとりくみましょう。そのために、いままで
の枠を超え、コロナ禍での地域のさまざまな団
体と協同したとりくみなどを通して、若い世代
も含めた新しい人と出会い、つながり、共同組
織活動への参加を呼びかけましょう。
２２年 ９ 月には、 4年ぶりとなる「全日本民医
連共同組織活動交流集会」を山梨で開催します。
全県連から共同組織連絡員を選出し、力を合わ
せて集会を成功させましょう。

第 ４節　経営
私たちの事業・経営は、地域住民が安心して
暮らし続けるために存在しています。患者・利

用者を守ること、職員を守ること、経営を守る
ことはどれもつながりあう課題です。経営を取
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り巻く厳しい状況の中で困難を打開する基本方
針は、①全日本民医連が提起する医療・介護活
動方針に沿って活動の質・量の充実をめざすこ
と、②経営の改善は管理の改善であることを掲
げて、経営管理の力量を学習と討議、実践を通
して大きく引き上げること、③経営の視点から
の多様な連携をすすめ、地域全体の医療・介護
の事業を守りぬき、「たたかい」の前進で診療
報酬、介護報酬の大幅引き上げを実現すること、
です。
この間、経営問題として提起された課題を正
面から受け止め、民医連経営の連帯と団結の力
を発揮して、多彩な教訓を学び実践に生かし、
事業の維持と発展の展望を切り開きましょう。

（ １） ５つの重点方針をすべての法人・事業所で

２０２０年度地協・県連経営委員長・経営幹部会
議では「ピンチをチャンスに」をテーマに、「経
営の現状をリアルに捉え、適切に危機認識を持
ち得ているか」「何が経営改善を阻む障害とな
っているか」「私たちは情勢に見合う十分なた
たかいを組織しているか」と問題提起しました。
厳しい情勢のなかでどんな困難があっても、私
たちの事業と経営を守り抜くことが求められて
います。地域の要求と期待に応え続ける限り、
私たちの事業と経営は決してつぶれることはあ
りません。コロナ禍でも示された地域からの期
待と要求に応え、その社会的責任への自覚を高
めながら、経営管理の力量を引き上げ、経営困
難の突破と健全経営の確立に力を尽くしましょ
う。
２０２１年度地協・県連経営委員長・経営幹部会
議で意思統一された、「予算編成と経営困難克
服に向けた重点方針」を医科、薬局、社会福祉
のすべての法人・事業所がかならずやり抜く方
針とします。重点方針は、①２０２２年度予算編成
の水準引き上げと中長期経営計画の確立、②民
医連統一会計基準２０２２年度改定版、予算管理テ
キストを活用した学習と総点検・改善活動の推
進、③患者増、利用者増のとりくみの抜本的強
化、④経営課題での地域連携とたたかいの推進、
⑤地協、県連経営委員会ミニマム（※注）の全
面実践、の 5点です。どれも、経営を行う上で
の基本的で基礎的課題であり、全国的とりくみ
の到達点を把握し、実践交流を行いながら全面

実践をめざします。
薬局法人では、「保険薬局政策２０２１」を踏ま
えて、中長期の保険薬局活動と経営計画の策定
をすすめます。社会福祉法人、薬局法人は、県
連、地協経営委員会への結集を強めるとともに、
経営管理力量の前進をめざしたとりくみをすす
めます。また、保険薬局委員会での保険薬局経
営活動への支援機能を高める委員会構成員の見
直しを行います。
5つの重点方針の実践に向けて、今期、経営

幹部養成と経営管理力量アップを主目的とした、
トップ管理者のための経営学校の開設を準備し
ます。また、前期より「協働　公認会計士共同
事務所」からの提起に応えて実施している、会
計士事務所への法人からの出向派遣研修（おお
むね ３年）を継続して実施します。

（ ２）�診療報酬・介護報酬の改善に向けた運動
の強化

経営困難の根本要因は、医療費・介護給付費
抑制政策による診療報酬・介護報酬の低さと制
度設計の不十分さにあることは明らかです。日
本の医療介護経営の安定化は、本来、国民のい
のちと健康を守るため、政治の中心課題の一つ
でなければなりません。コロナ禍での自公政権
の政策もあらためてふり返り、その問題点の整
理とめざすべき改革の方向を示すことが求めら
れます。医療・介護関連団体との懇談・交流を
全国各地で大きく前進させながら、診療報酬・
介護報酬制度の抜本的改革に向けて、民医連と
しての提言づくりをすすめます。介護報酬改善
のたたかいは、この間「介護ウエーブ」方針と
して提起しました。医科法人・社会福祉法人を
中心に、方針に沿ってさらなる前進をめざしま
しょう。

（ ３）�「医師の確保と養成」と「経営問題」の
打開に向けて

医師不足・医師確保と養成の困難は、事業と
経営の当面の困難であり、今後の展望づくりへ
の大きな壁となっています。今期、全日本民医
連医師部、経営部を中心に、健全経営の確立・
働き方改革への対応・医師不足と紹介業者対応
などについて検討を行うプロジェクトを設置し
ます。
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医師の働き方改革への対応は、経営問題とも
直結する課題です。賃金・労働条件の整備や、
タスクシェア、ＩＣＴの活用など業務の改善、
効率化の推進も大きな課題であり、いままでの
延長線ではない変革と創造の視点が強く求めら
れています。コスト管理のあり方なども含め、
先進的事例に学ぶとりくみをすすめます。

（ ４）�地域に支持され期待される経営のあり方
と共同組織課題

「特定協力借入金整備方針」「地域協同基金
整備方針」に沿って、法人でのとりくみの前進
をめざしましょう。民医連の経営は、共同組織
の人びとの支持と資金的協力によりささえられ
ています。民医連運動の発足以来、大衆的な資
金協力によって民医連経営は大きく発展してき
ました。経営管理として中長期経営計画の中に、
特定協力借入金、地域協同基金を位置づけると
ともに、小口多数の方針に沿って、共同組織の
拡大強化と資金結集を計画的にすすめることが
求められています。7０年の歴史の中で、民医連
運動を強力にささえてきた人びとの高齢化もす
すんでいます。大衆にささえられた民医連経営
の維持・発展という観点からも、共同組織の拡
大・強化、計画的な世代交代と事業所の利用、

資金結集の課題を経営課題としても位置づけ、
未来に向けた確実な展望を構築しましょう。

（ ５）県連機能と経営委員会の強化

経営困難法人の共通した特徴の一つに、経営
の課題を県連の課題として向き合う「県連機能」
の不十分さがあります。県連機能のあり方によ
って、県連経営委員会機能の到達は各県連間で
大きな差があります。全県連で医師問題・経営
問題に正面から向き合う県連機能の強化にとり
くみましょう。
経営困難は、医科法人・社会福祉法人・薬局
法人の共通した課題となっています。民医連は、
民医連運動前進のために、さまざまな矛盾を含
む法制度に対応すべく、法人形態を情勢にも応
じながら発展・変化させることのできる組織で
す。民医連運動をすすめるには、地域の民医連
事業所・法人が連帯を強め、困難を克服しなけ
ればなりません。県連、地域ブロックでの法人
の運営や連帯のあり方も、今日的に再検討する
ことが求められています。45期はこうした課題
についての検討・交流をすすめます。地協経営
委員会、全日本民医連経営部への人材配置と機
能強化に、ひきつづきとりくみます。

第 ５節　医師の確保と養成
コロナ禍で深化した医療活動、地域連携、住
民との共同と、寄せられた信頼を、事業所や医
局で確信にできるよう議論をすすめ、医学生や
民医連内外の医師の中に、ともに地域の中で医
療活動にとりくもうと呼びかけましょう。加速
する地域医療構想にもとづく病床削減の動きに
対し、地域の財産である病院・病床を守れ、医
師増やせ、の声をあげ、地域から、国民的な世
論形成へとつなげていきましょう。

（ １）これからの私たちの目標

①ひきつづき5００人の奨学生集団の堅持を目
標として掲げます。②初期研修医の受け入れに
ついては２００人をめざします。この課題を突破
するためにも、フルマッチの実現を45期の方針
として掲げます。
民医連の宝とも言える初期研修医の定員を守

るためにも、フルマッチの実現を事業所、県連
の力でめざしましょう。すべての県連がオール
民医連の立場に立って、積極的に県連、地協の
枠を越えて、医学生に民医連の初期研修を働き
かけることが求められます。
医学生は、自らが運営する医学生ゼミナール
や自治会運動など、さまざまなとりくみのなか
で成長します。その重要性を認識し、援助を行
うこと、さらに奨学生が合流できるようサポー
トを強めます。また、各県での奨学生活動や医
学生のつどいなどを通して、奨学生の育成をす
すめます。医学生や研修医の育成にとって、医
学生・研修担当、医局担当事務の役割が大きく
なっています。これらの担当者が連携しながら
医学生や研修医の育成にかかわることを重視し、
担当者の集団化をすすめます。研修医が運動の
担い手として成長できるよう、医師研修方針に
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もとづく実践をさらに豊かに、多職種連携の中
ですすめ、多面的に評価できるようなマイルス
トーン（節目目標）を作成・普及していきます。
指導医講習会の実施、各種セミナーなどで、指
導医のブラッシュアップをすすめていきます。

（ ２）�新専門医制度、ＴＹ研修（トランジショ
ナルイヤー研修）を巡って

領域別の後期研修について、内科領域で基幹
施設の認定取得をすすめるとともに、可能な領
域で基幹施設の取得をさらにすすめます。サブ
スペシャリティ領域についても、可能なところ
では積極的にプログラムの基幹施設に挑戦して
いきます。
領域別の専門医を基幹施設として維持してい
くことは、一定規模以上の病院においてはもち
ろん、中小病院においても、重要な課題です。
総合診療医だけで病院を維持していくことは技
術建設上も困難であり、領域別の専門医をどの
ように確保・養成するのか、その病院のポジシ
ョニング戦略に沿って明確にしていくことが求
められています。また、中小病院における領域
別専門医のあり方について、領域別委員会とも
議論し、その医師像について言語化をはかりま
す。
ＴＹ研修（トランジショナルイヤー研修）に
ついて、さらに一人ひとりの研修医にカスタマ
イズされるとともに、より満足度の高い研修と
して外部からも参加者を受け入れることのでき
る研修に進化させます。
総合診療領域について、指導医を対象とした
ブラッシュアップセミナーの開催を継続します。
ダブルボードや病院総合医への対応を、内科・
総合診療領域委員会の立ち上げとリンクさせて
検討していきます。
4３期第 ３回評議員会では、「民医連事業所が
基幹施設あるいは連携施設であるプログラムへ
の専攻医のエントリー毎年１００人」を目標に掲
げました。44期を通じて、各地協でも後期研修
医の進路希望が日常的に共有されるようになっ
てきました。１００人で果たして必要な医師確保
の目標と言えるのか、との議論も提起されてい
ますが、まずは第4３期第 ３回評議員会で提起さ
れた、この目標を突破することをめざします。
領域によっては、完全に外部研修での専門研修

が求められる領域も多く存在します。こうした
領域については、サブスペシャリティ領域の研
修をどうするか、帰任後の自県連で期待される
役割についての話し合い、外部研修中もつなが
りをどう保つかなど、よく医師集団で議論しな
がら育成していきましょう。
２２年から２３年にかけて、外部研修に出た専攻
医の帰任状況、新専門医の取得状況、プログラ
ムの運営状況、サブスペシャリティ領域の設定
もさらに固まってくることから、１８年に開始さ
れた新専門医制度についての全日本民医連とし
ての評価と提言をまとめ、発信していきます。
気候危機の課題があらたに提起されています
が、欧米の医師研修の到達点についても積極的
に民医連の初期・後期研修で具体化できるよう
に研究していきます。

（ ３）働き方改革への対応とたたかい

２２年から２３年は、２4年から始まる医師の働き
方改革初年度に向け残された短い準備期間とな
ります。医師労働の実態は、多くの民医連の病
院においてこれ以上放置できないという現状認
識に立って、改善に向けたとりくみをすすめる
必要があります。
医師労働の軽減で医師のいのちと健康を守る
立場をあらためて確認し、実態調査とその対応
を加速させる必要があります。同時にこの問題
の解決にあたっては、地域医療を守る視点、経
営的な視点など、多面的な検討が必須となりま
す。病院のポジショニングの変更、医師集団の
合意も得ながら、処遇のあり方の全面的な改定
に踏み込む必要も想定されることから、法人幹
部が先頭にたって対応する必要があります。
政府・厚生労働省が、働き方改革を利用して
医療供給体制の再編をすすめようとしているこ
ととのたたかいの課題としても位置づけます。
この間、労働基準監督署の「宿日直許可」届出
の対応に、全国的に温度差がみられることから、
厚生労働省に対しては地域医療を守る視点での
対応を要請していきます。
上記 ２つの視点で、優れた経験を交流し、展
望を開くための全国会議を準備します。
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（ ４）�医師集団づくりのためにあらためて大切
文書の議論を

コロナ禍で十分にすすまなかった大切文書の
議論を、すべての県連に呼びかけます。コロナ
禍への対応で、「生活・医療は政治の問題」「人
災」「新自由主義改革の弊害」などとあらため
て感じた職員が多いこと、気候変動がパンデミ
ックの背景にあること、ポストコロナのための
新たなポジショニングを迫られているという認
識もひろがっており、議論を深める条件は大き
くなっています。まず、医局でそれぞれの医師
が大切にしていることを言語化し、共有すると
りくみから始めましょう。
大切文書を医師政策づくりへ結実させる提起
を45期に実現するため、45期の早い時期に医師
委員長会議を開催します。医師政策については、
実際の医療構想と医師体制とのギャップから棚
上げになったままであったり、そもそも医師政
策とは何かについて共通の認識が形成できてい
ない状況もあります。全日本民医連としても医
師政策の有無をはじめ、掌握が十分とはいえず、
こうした問題の議論も含めて、率直な議論をす
すめます。
医師集団づくりにおいては、子育て世代、中
小病院や診療所への医師配置、高齢医師の働き

方など、多くの課題があります。医師のライフ
ステージに対応し、働き続けられる職場づくり
や処遇改善を、さらにすすめていく必要があり
ます。医師のハラスメントや権威勾配、職場で
の学習で医師を置き去りにしないことなども課
題の一つです。
医師の確保については、医学生時代から初期
・後期研修を通じて、民医連についての理解と
共感を醸成する医師の育成を基本としつつも、
外部から後期研修への合流、キャリア医師の採
用も意識した多チャンネルの医師確保も、あら
ためて戦略的に位置づけます。

（ ５）�コロナ禍で深まった地域の医療連携を、
市民社会と命をまもる新しい連携へ

コロナ禍でのオリンピックに反対する民医連
事業所からの発信、地域の医療供給体制を守る
地域連携の深まりがありました。日本の医療供
給体制のぜい弱さ、医師・看護師不足はいまだ
にどの医療機関も直面している課題であり、認
識が共有されてきたことは今後の連携の深化と
ひろがりの基盤をつくり出しています。
医師増員を求める世論形成、地域医療構想に
対抗する医療体制づくり、公衆衛生機能の強化
など、安心して医療や介護が継続できる社会を
求める声をひろげます。

第 ６節　職員育成・各職種のとりくみ

（ １）�職員のいのちと健康を守ることを第一義
的課題としてとりくもう

45期もコロナ禍が続くことが予測されます。
「職員のいのちと健康を守ることを第一義的課
題」として「ヘルスケア指針」を基本にした対
策と体制強化に努めましょう。
この間の教訓として、日常の職場づくりと健
康管理体制、大規模災害時の健康管理体制と組
織整備の重要性が確認されています。事業所管
理者の健康管理も重要です。小規模事業所、介
護事業所職員の健康管理には、県連・法人の援
助や連携が不可欠です。また未曽有の感染症パ
ンデミックには、全国の経験交流が大きな力に
なります。今後も定期的に情報発信や経験交流
を検討します。

入院が必要な人に入院医療が提供できないこ
となどによるモラル・ディストレス（moraldis-
tress：道徳的苦悩）への対処は、臨床倫理的な
アプローチやメンタルヘルス対策を含め、特段
の配慮が求められます。医療介護倫理委員会と
も共同して議論をすすめます。
労働安全衛生体制を強化し、職員の健康を守
るとりくみの担当者や責任者を配置しましょう。
「第44期労働安全衛生活動に関する調査」（２１
年 6 月）では、在籍数5０人以上の事業所で１３３
事業所から回答がありました。労働安全衛生法
で定められているのは、①衛生管理者・衛生推
進者、②産業医、③安全衛生委員会の委員です。
産業医は、９３.８％の事業所で選任と届出がされ
ていましたが、衛生管理者の選任・届出と掲示
ができていたのは３３.９％でした。産業医と衛生
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管理者の育成と、労働安全衛生委員会の実務の
充実をすすめましょう。
管理職の健康を守るとりくみは十分にすすん
でない状況があります。また、在籍数5０人以下
の小規模事業所や介護事業所では、労働安全衛
生体制が整備されていないのが現状で、コロナ
禍でも大きな困難が見られました。産業医や労
働安全衛生委員会の共同整備など、県連・法人
で調整が求められます。
感染症から回復した後も長期療養を余儀なく
され、復職できない職員もいます。長引く療養
者に寄り添ったかかわりを続け、職務上での感
染の場合は労災対応も必要です。
『健康で働きつづけられる職場づくり』パン
フレット（過去 ２回改定）は、コロナ禍での経
験の蓄積を反映させ、改訂を行います。今後も、
職員の定期健康診断、過重労働・時間外労働の
改善、ハラスメント対策、ノーリフト対策、が
ん検診の推進、ＬＧＢＴＱなど多様性に配慮し
た職場整備などの課題にとりくみます。

（ ２）�「職員育成指針２０２１年版」の論議・具体
化と総会運動方針・憲法学習運動を

１ ）�県連・地協機能を高め「職員育成指針２０２１
版」の実践を
「職員育成指針２０２１年版」を活用し、「人権
と共同のいとなみを大切にする組織文化の発
展」をめざす職員育成にとりくみましょう。具
体的指針としては、①各職場を職員育成の拠点
にした職場教育と職場づくり、②多職種協働に
よる育成と各職種のとりくみ、③全職員を対象
にした制度教育、④地域とのかかわりのなかで
の職員育成、⑤青年職員の育成、⑥トップ幹部
の育成について提起しています。また、県連、
法人・事業所で、トップ幹部集団が指導性を発
揮して、総合的に推進するにふさわしい構成に
よる、職員育成委員会の確立・強化を呼びかけ
ています。
職員育成の課題は、トップ幹部がその位置づ
けを高めて、教育委員会とともにとりくんでこ
そ、前進するものです。今回の指針で提起され
た教育委員会の任務（※注）をよく理解して大
いに育成活動を発展させましょう。
地協は、県連・法人での職員育成活動を援助、
補完する役割を担います。地協で職員育成県連

責任者会議や交流会などを開催し、地協全体の
レベルアップと各県連の活動の発展をはかりま
しょう。全日本民医連は、トップ幹部などの研
修会、職員育成活動推進のための全国会議・交
流集会などを企画します。

２ ）�第４５回総会運動方針学習月間、憲法の学習
運動と人権学習の継続
２２年 ３ 月からの 4カ月間、全日本民医連第45
回総会運動方針の学習月間にとりくみます。役
職者をはじめすべての職員が、情勢と基本方針
を学び、語り合い、実践に生かしましょう。 ９
条改憲の策動が強まっており、憲法を守るたた
かいが重要になっています。民医連は綱領に憲
法の理念を高く掲げ、「人類の生命と健康を破
壊する一切の戦争政策に反対し、核兵器をなく
し、平和と環境を守ります」と明記しています。
人権保障の学習の継続と合わせ、憲法の学習の
重要性を踏まえ、全日本民医連として憲法学習
運動を検討します。

３ ）青年職員の育成
青年職員の育成は、民医連運動の継承・発展
の上で不可欠の課題として、「職員育成指針
２０２１年版」でも位置づけました。民医連の青年
職員は、医療・介護活動、綱領や憲法の学習、
平和・社会保障運動、ジャンボリーをはじめと
する仲間づくりと自主的な活動などを通して、
民医連運動の主体的な担い手として、市民・主
権者として成長していきます。若者の感性と知
性を信頼し、ともに学びあいながら成長を支援
し、次の世代が自分たちの問題意識で歩んでい
くことを保障する組織的援助をすすめましょう。
県連・法人・事業所で青年委員会などの体制を
確立・整備しましょう。青年職員との懇談の場
を設けて、その思いに親身に寄り添いつつ、意
見交換することが大事です。

（ ３）各職種・部門のとりくみ

（看護部門）
コロナ禍が続くことが予測される45期、看護
師の確保と養成、働き続けられる職場環境の保
障は、もっとも重要な課題です。２２年度も新卒
確保の目標を１０００人とします。看護体験などが
難しい状況もありますが、奨学生などを対象と
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したオンライン企画を旺盛に行い、学生一人ひ
とりの背景をていねいにつかむことが重要です。
あらためて「看護学生委員会活動マニュアル
（１８年改定）」を活用しましょう。
看護学生の経済的困窮支援を継続しましょう。
全日本民医連は、困窮学生への給付金の継続、
給付型奨学金の創設などを求めて国へのはたら
きかけを続けます。
また、コロナ禍で十分な看護の臨床実習を体
験できずに入職せざるを得ないことから、卒後
研修のあり方などを全国や地協で学び合うこと
が重要です。
２１年１２月末緊急調査（１２２病院回答率８6％）
では、新卒者の退職、退職予定者、病欠者、勤
務不安定者が計 ２割と増加傾向が見られます。
新入職員教育と合わせて、学び成長できる職場
づくりをめざしましょう。
民医連の看護専門学校などでは入学者数が減
少傾向にあります。地協の協力も得ながら紹介
運動をひろげるなど、民医連の看護学校を守り
ましょう。
ブックレット『民医連のめざす看護とその基
本となるもの』を活用し、全国の活動をニュー
スなどで共有します。コロナ禍での看護実践の
書籍化もめざします。
45期は看護改善推進委員会を再開し、看護の
労働環境の改善における課題を整理し、運動を
すすめます。
全国の看護職員数は１6８万人（１９年度厚生労
働省医政局）、そのうち民医連の看護職員は約
２万人（１.１９％）です。
医療行為の他職種への安易な移譲でなく、看
護本来の業務に専念できる環境をつくるために
も、医師・看護師不足の解消を国に求めていき
ましょう。また、看護幹部研修会を再開します。
コロナ禍を乗り超え、民医連の看護を継承し新
たな時代を切り開くトップ幹部の育成をめざし
ます。
２２年１０月の第１5回看護介護実践交流会のメイ
ンテーマは、「挑もう！いのちと暮らしの護り
手として～憲法を守り綱領を実践する看護・介
護～」です。オンデマンドによる口演発表を予
定しています。ケアの大切さが実感される時代
だからこそ、民医連の看護・介護の豊かな実践
を持ち寄り交流しましょう。

（薬剤部門）
コロナ禍で、ひろがる格差と貧困に対応する
ため、無料低額診療事業の保険薬局への適応と
自治体助成への運動を強めます。医師の働き方
改革、医師の負担軽減をめざしたタスクシフト
／シェアは薬剤師が介入することで院内、外来
での薬物治療の質向上にもつながります。薬剤
管理指導料のさらなる算定増や病棟薬剤業務実
施加算の取得、病薬連携を発展させるためにも
病院薬剤師の確保と育成を強化します。
保険薬局は地域包括ケアのなかで病院、診療
所、在宅、介護施設と連携し、薬物治療で要の
役割を担う、「地域連携薬局」の認定取得を行
っていきます。また、地域の健康づくり、疾病
予防の拠点として、身近な健康相談の窓口とし
て「健康サポート薬局」の認可取得を行ってい
きます。
特例承認された新型コロナウイルスワクチン
のブースター接種、治療薬の新たな特例承認、
臨床での使用も続きます。新薬評価モニター、
副作用モニターを強化し警鐘事例の収集と情報
発信を強化します。

（検査部門）
新型コロナウイルス感染症に関して、日常的
な検査活動を行うとともに、検査データの見方
や感染防御などについても、職能にふさわしい
役割を果たします。「民医連に働く臨床検査技
師活動指針２０２１」を参考にしながら、全国で検
査部門の役割について議論を深めていくことを
呼びかけます。検査技師のタスクシェア／シフ
トについて議論をすすめていきます。

（放射線部門）
３ つの課題（①人材不足、②人材育成、③医

療安全）について情報共有を追求します。「医
療放射線安全管理責任者」の配置、医療放射線
の安全管理のための指針の策定、職員研修の実
施などを追求します。放射線部門ニュースの発
行を継続します。

（リハビリテーション部門）
45期の実践課題として、①急性期３65日リハ
ビリの実践と普及、調査の実施、②在宅リハビ
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リの強化、③がん・予防・産業分野への職域拡
大、④多職種や地域連携の要としての役割、⑤
世代交代を含めた管理者・経営幹部の養成、⑥
幹部講座フォローアップ研修、などにとりくみ
ます。

（栄養部門）
44期の獲得重点目標を継承して「食」につい
て情報開示をすすめ、連携する病院や施設に対
して切れ目のない「栄養連携」に積極的に取り
組みます。嚥下調整食の提供や整備については、
嚥下調整食の分類表を利用しながらチーム医療
として職種間で情報共有をすすめ、患者・利用
者のＱＯＬ向上を支えることを目指します。
また、4３期から受け継いできたテーマである
食・教育・連携をさらに発展させる知識や技術
を学習して、食の専門家としての役割を発揮し
ます。

（事務部門）
当面の重要課題となる「職員育成指針２０２１年
版」の普及・徹底において、多職種協働の発展
とあわせて事務職員が大きな役割を発揮するこ
とを事務育成上のとりくみの軸に据えましょう。
このとりくみが、「民医連事務 ３つの役割」を
新たな段階へとステップアップさせることを念
頭に、大いに力を発揮しましょう。
コロナ禍で厳しさを増し、管理運営がこれま
で以上に問われた経営環境、新しい職員育成指
針のもとでの多職種協働の発展、そして「憲法
を守る」ことが求められる情勢のもとで、多様
な力を発揮し得る事務の役割がますます重要で
す。「 ３つの役割」を身近に引き寄せてとらえ
直し、具体的な育成活動をすすめましょう。現
場の実践交流に特化し、若手の学びや交流に焦
点を当てた集会を開催します。
採用・確保にかかる課題整理や教訓的なとり
くみの情報収集、また多職種とも協力した幹部
候補育成の工夫など、全国の知恵を結集し、発
信・普及をはかります。
事務政策は ８割を超える県連が策定し、その
うち約 ２割は改定論議に着手しています。事務
政策は、当該県連における事務育成の土台であ
り、組織の要でもある事務の立ち位置を明示す
るものです。全県連での策定および活用やブラ

ッシュアップをめざしましょう。
多くの事務幹部が、定年を迎えます。 5年後
を見据え、新しく全国的視野を持つ全日本民医
連、県連の事務幹部の養成をすすめます。

（ソーシャルワーカー部門）
憲法２5条の理念にもとづき人権を守る福祉専
門職のＳＷとして、権利としての社会保障制度
を守り、さらに改善を追求します。そして、Ｓ
Ｗ ９条の会として、憲法改悪を許さないとりく
みを継続します。
ＳＷの業務の細分化がすすみ、県連ＳＷ部会
への結集や参加が厳しい現状があります。県連
ＳＷ部会や地協ＳＷ代表者会議を通して、民医
連ＳＷの集団づくりを意識的に行います。また
ＳＷ部会のない県連は、地協で課題を共有しさ
さえていきます。県連のＳＷ政策づくり、職能
団体への加入と研修、活動への積極的な参加も
位置づけてとりくみます。

（保育部門）
保育の職員体制は厳しい状況が続いています
が、地域と共同し運動をすすめ、新型コロナウ
イルス感染症の対応で最前線に立つ医療・介護
現場をささえるため、各地の保育士がともに奮
闘しました。今期も保育所や地域の子どもたち
の最善の利益のために、運動や厚生労働省交渉
などをすすめます。
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第 ７節　民医連組織の発展のために

（ １）�自然災害・感染症への対策ととりくみの
強化

１ ）�事業継続計画（ＢＣＰ）のとりくみを本格
的に
ＢＣＰの整備は、すべての医療・介護の事業
所に求められる課題となりました。災害対策の
大半はＢＣＰに含まれることから、今後はＢＣ
Ｐの整備に全力を傾ける必要があります。自ら
の立ち位置を考慮して、事業の優先順位を定め
ることが求められるＢＣＰの策定には、事業所
や法人幹部のかかわりが必須であり、職場とよ
く意見交換するプロセスが欠かせません。全日
本民医連で作成中の「民医連のＢＣＰのひな形
（仮称）」を使い、今期、ＢＣＰ策定研修会を
開催します。ＭＭＡＴ研修会ではＢＣＰを中心
的なテーマとします。ＢＣＰ計画書が単なる文
書にとどまることなく、「生きた」計画となる
ように、作成プロセスや訓練、検証、平時から
の管理（ＢＣＭ：Business Continuity Manage-
ment）などについて、学び交流します。さらに
感染症クラスター発生への対処など、感染症対
策を盛り込んだ研修会を検討します。

２ ）感染予防を考慮した被災避難者の環境改善
避難所の劣悪な環境が災害関連死の大きな要
因になっており、改善をはかる必要性は内閣府
の「避難所運営ガイドライン」（２０１6年改訂）
にも示されています。また、避難所・避難生活
学会は「ＴＫＢ4８」を合言葉に、4８時間以内に
トイレ（Ｔ）・食事（キッチン＝Ｋ）・簡易ベッ
ド（Ｂ）を用意することを提唱しています。プ
ライバシーや性的少数者に配慮した避難所の整
備と運営は、避難者にとって最低限の人権保障
です。また、避難所における感染対策も必須の
条件でもあり、各自治体や国に対して必要な物
品の備蓄を求めるとともに、「新型コロナウィ
ルス感染症対策に配慮した避難所開設・運営　
訓練ガイドライン」（２１年内閣府・消防庁・厚
生労働省）にもとづいた訓練の実施を求めます。

３ ）�被災者に寄り添う長期的な被災者支援　人
権を守る立場から
阪神淡路大震災から２7年がたち、東日本大震
災から１１年、熊本地震から 6年が経過をしよう
としています。しかし、この間の豪雨災害など
も含めて、災害から月日が経過しても、いまだ
に多くの被災者が住まいや暮らしの問題に苦し
んでいます。
宮城民医連の災害公営住宅住民への健康調査
では、「入居後に健康状態が悪化した」「医療費
の負担から体調が悪くても受診を我慢する」と
の回答が多く、「経済的に苦しい」と回答した
人に、健康状態の悪化や抑うつ傾向の割合が高
い状況が報告されています。また、近隣や身近
な人の孤独死や自死などに直面した経験を、多
くの人が持っていることが新たにわかりました。
被災者の支援は、被災によって損なわれた人
権の回復をめざすものです。全国災対連（災害
被災者支援と災害対策改善を求める全国連絡
会）をはじめ、他の団体とも協力しながら、被
災者の支援を続けます。

（ ２）�全日本民医連の課題・民医連の組織改善
と連帯強化に向けて

１ ）民医連の組織改善
①理事会、地協の強化、県連機能の強化へ向けて
理事会専門部は、各担当分野の国や自治体の
政策動向の分析、各地の実践、英知の集約と教
訓の普及をはかり、全国的課題をスピード感を
持って提案していくことに大きな役割がありま
す。同時に現場である事業所が具体化をはかる
上では、医療と介護の一体的提供、経営活動と
医師体制・看護体制の課題、学習活動と運動の
課題などと重なり合い、総合的な問題として討
議・具体化されることが必要です。理事会では、
各専門部の方針について他の専門部からも当事
者性を持ち検討すること、ことなる部のコラボ
レーションを積極的にすすめることとします。
四役、理事が若手職員と積極的に意見交換でき
るよう改善します。
ジェンダー平等の視点で四役、理事会、部、
委員会、責任者の女性比率の向上にとりくみま
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す。また、全国的な改善の基礎は、県連・法人
・事業所の幹部構成の改善にかかっています。
計画的な改善を相互努力ですすめていきましょ
う。
全日本民医連の行う会議について、日時、Ｗ
ＥＢの活用などで参加しやすいものに改善しま
す。
理事会の力量向上をめざして学習を重視しま
す。
今後１０年程度を見据えた専門家の養成もはか
りながら、政策力の格段の向上をめざしていき
ます。当面、「いのちの格差を是正する人権と
しての医療・介護保障をめざす提言」の改定を
目的としたプロジェクトの設置、旧優生保護法
についての民医連の見解を踏まえ、人権・倫理
について専門的に扱う体制を確立します。

②全国の幹部研修・交流の促進
県連会長研修交流会、事務局長研修会の定例
化、新任県連事務局長研修を制度化します。
理事長、病院長、看護部長など、法人・事業
所のトップ幹部研修、経営幹部の育成、集団づ
くりをすすめます。
病院長会議を定例化し、定期的な交流をすす
めます。

２ ）評議員会の運営について
評議員会は総会に次ぐ意思決定機関であり、
県連、加盟事業所の意見を集め、民主的に会を
運営する上でも、規約上 6カ月に １回以上の開
催が、会長に義務づけられています。同時に期
間が比較的短いため、重点議題を整理して開催
するように、との改善の要望が出されてきまし
た。
第 １回、第 ３回評議員会では、重点を絞って
の議案提起、第 ２回評議員会で １年間の総括と
次総会への重点課題の議案提起など、改善をは
かります。

３ ）県連機能強化、県連結集
今日、運動、事業、経営、育成のすべてで県
連を土台としてとりくみを強めることが決定的
に重要です。県連機能ミニマム「求められる県
連 7つの機能」（第３5期第 ２回評議員会）の全
面実践と体制づくりを各県連ですすめられるよ

う、全日本民医連、地協で県連診断や機能強化
への支援を強めます。法人の自覚的結集と事業
所幹部の結集をその中で具体的にはかり、県連
の団結を強めましょう。

４ ）�民医連運動の前進と会費規程の見直しへ向
けて
コロナ禍で大規模な減収に見舞われるなか、
日本医師会などとも協力し、全国の県連・法人
・事業所が力を合わせ、さまざまな医療・介護
・福祉への緊急の補助制度を実現し、たたかう
ことで事業を維持してきました。また、全日本
民医連理事会が主催する、すべての全国会議・
集会を無料とすることなどで運動を強化してき
ました。
これらの活動を展開してきた全日本民医連や
県連の財政的基盤は加盟事業所の会費です。減
収に見舞われるなかで会費検討への意見も出さ
れました。現在の会費規程がつくられて数年が
経過し、診療報酬制度におけるＤＰＣ算定や医
薬分業での収益構造の変化など、検討が必要な
状況も生まれています。今後も全日本民医連の
組織と運動、全国的団結の強化が求められるな
か、財政と会費規程の見直しを検討するプロジ
ェクトを設置します。

５ ）共済会
今期も、法人・県連・全国で職員同士の助け
合い、事業や健康づくり、文化・スポーツ活動
などを推進していきます。コロナ禍で、働き続
けられる職場づくりと職員の健康増進活動は、
民医連共済の活動としてもいっそう重要となっ
ています。また、公的年金制度の充実を実現す
る運動を強めるとともに、民医連退職者慰労金
制度を維持・発展させるためにとりくんでいき
ます。

６ ）国際活動
国際経済社会理事会（ＥＣＯＳＯＣ）活動を
積極的にすすめ、日本の問題を国際的に伝えて
いきます。
コロナ禍で外国への訪問は見通せませんが、
韓国との医療情勢意見交換、企画への相互参加
で交流を継続します。キューバ大使館との連絡
を密に、情報収集と必要な支援にとりくみます。
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ミャンマー支援なども、日本国際ボランティア
センターなどと共同してすすめていきます。

７ ）広報活動
理事・各専門部からの体制を補強します。民
医連の活動、方針を内外に知らせる公式 Twit-
terと Facebookでの情報発信頻度を増やします。
ホームページ改善にとりくみます。

８ ）�結成７０周年へ向けて～民医連運動の新たな
発展へ向けて
結成7０周年記念の事業を理事会として準備し
ます。歴史を学び、未来に向けた企画となるよ
う、若い世代の職員も入る実行委員会を確立し
ます。『無差別・平等の医療をめざして』の補強、
綱領パンフの補強なども検討します。

おわりに

２4年の第46回定期総会は、沖縄での開催を予
定します。
２２年は沖縄の日本復帰から5０年にあたります。
第二次世界大戦で日本が無条件降伏した翌年の
１９46年、奄美諸島と沖縄は日本から切り離され、
アメリカの直接占領下におかれました。１９5３年
１２月に奄美諸島、１９7２年 5 月に沖縄の日本復帰
までの間、米軍による植民地同様の苦しい生活
を強いられるなかでも、奄美、沖縄の人びとの
祖国復帰を求める運動は、憲法 ９条による恒久
的平和、２5条にもとづく生存権の確立、医療の
改善、生活保護の完全な適用、雇用の確保など
を掲げ、不屈にたたかわれました。その中から、
１９54年に名瀬市で鹿児島県最初の民主診療所が、
東京民医連の医師などの支援で開設されました。
沖縄では日本復帰前の１９7０年、那覇市に沖縄民
主診療所が愛知民医連で研修した医師、看護師
など ９人の職員により開設されました。占領下
の7１年メーデーには民医連の旗が翻り、7２年１０
月には沖縄医療生協設立、１９7８年 ８ 月 4 日に沖

縄県民主医療機関連合会の結成へと続きました。
現在、社会保障が切りすてられてきた日本社
会をコロナ禍が襲い、尊いいのちが奪われ、貧
困にあえぐ人びとが多数にのぼり、さまざまに
不自由な暮らしが続いています。平和を脅かし、
憲法まで変えようとする動きがあります。だか
らこそ、民医連、共同組織の出番ではないでし
ょうか。
いのちが大切にされ、輝く社会とは、国民主
権と平和的生存権をうたい、基本的人権を永久
に侵すことのできない普遍的権利と定めた憲法
の生きる社会です。私たちは、この理念を高く
掲げ、さらに発展させることを使命として民医
連綱領に明記し、全国の団結と連帯で存在意義
を発揮してきました。
45期、大きな転換点に立つ時代です。仲間を
大切にし、力をあわせ前進していきましょう。
理事会は先頭に立ち奮闘していきます。

 以上
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用 語 解 説用 語 解 説

第４５回定期総会運動方針

はじめに

「生活と労働の視点」

疾病は個人の生物学的要因のみならず、社会
的要因が大きくはたらいている。家庭の経済状
態や住宅、家族との関係をはじめ、住んでいる
地域の環境、職場の労働実態や労働条件などが
疾病の原因となったり、治療の条件を大きく左
右する。民医連は、患者を「生活と労働の場」
でとらえ、患者とともに治療や療養の条件を狭
めるあらゆる要因をとりのぞく「目とかまえ」
を大事にしてきた。

「共同のいとなみ」

医療・福祉における権利の主体が患者・住民
にあり、患者・住民がその権利（健康権）を全
面的に行使することを医療・介護・福祉従事者
が専門的に援助し、患者、家族がいっしょに疾
病とたたかうことと、そうした医療を保障する
ためにともに運動をすすめるという ２つの意味
がある。

第 １章�
第 １ 節

「COVID-19（新型コロナウイルス）
と人権」

国連の諸機関は COVID-１９感染症に関連して
人権を守るためのメッセージを発しているが、
ここでは国連事務総長であるアントニオ・グテ
ーレス国連事務総長が２０２０年 4 月に行った報告
を紹介している。

グローバル資本主義

国家間の障壁をとりのぞき、自由な経済活動
を世界規模で推しすすめる経済体制。資本主義
の先進国が自国のみの経済成長にゆきづまり、
世界市場に成長の場を求めて積極的に展開して
きた。結果、先進国で自国の経済の空洞化、国

際競争の激化がおこり、世界市場における国家
間の対立が表面化している。

新自由主義

7０年代後半から先進国で台頭した大企業中心
の政治経済システム。企業の競争を促進するこ
とで、経済も発展するという考え方。「大きな
政府」にかわる「小さな政府」の主張で、企業
への規制緩和・自由化がすすめられた。日本で
は中曽根内閣（１９８２～８7年）以降、新自由主義
的政策がとられ福祉、社会保障の切りすて、大
企業や富裕層のための社会経済システムがつく
られた。

ケア労働（者）

家事、育児、医療介護などのケアにかかわる
労働をさす言葉。ケア労働は圧倒的に女性が担
っており、その多くは賃金、労働条件など低く
抑えられ、ジェンダー平等の視点からも改善が
求められる。家庭内においても家事や育児、介
護などの役割の多くは女性が担っている現状が
ある。

ジェンダー平等

ジェンダー（gender）とは、生物学的な性別
（sex）に対して、社会的・文化的につくられ
た性別のことを指す。男性は外で仕事、女性は
家で家事などの社会的役割の押しつけ、「男ら
しさ」「女らしさ」などの文化的決めつけは、
さまざまな不平等と差別を歴史的にもたらし、
社会的な支配構造を生んできた。男女格差を比
べた２０２１年の「ジェンダーギャップ指数」（世
界経済フォーラムが２０２１年 ３ 月「The Global 
Gender Gap Report ２０２１」を公表）によると、日
本は１56カ国中１２０位。とりわけ政治家の男女数
を比べた政治分野が大幅に遅れている。

ＬＧＢＴＱ

生まれつきの性別ではなく、カラダと心の性
が一致しない人や恋愛対象が同じ性別の人など
のことで、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、
トランスジェンダー、クエスチョニング、クィ
アの頭文字をとってつくられた言葉。Lesbian
（レズビアン）は、心の性が女性で、性指向も
女性である人。Gay（ゲイ）は、心の性が男性で、
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性指向も男性である人。Bisexual（バイセクシ
ュアル）は、身体と心の性別を問わず、性指向
が両性である人。Transgender（トランスジェン
ダー）は、身体の性別と心の性が一致しない人。
Questioning（クエスチョニング）は自分の性別
がわからない・決めていない人。クィア（Queer）
は性的少数者（セクシャルマイノリティー）の
総称。

医療崩壊

新型コロナウイルス感染症拡大の大きな波と
なった第 4波、第 5波に、大阪や兵庫、東京な
どで、重症者の病床使用率が 7～ ９割を超える
など病床がひっ迫。医療機関においてコロナ以
外の患者受け入れ制限など、一般医療の機能を
停止したり抑えたりせざるを得なくなり、地域
に必要な医療を提供できない事態に陥った。政
府は感染拡大を抑える有効な手立てをとらず、
東京五輪・パラ開催も強行。新規感染者の急増
とともに重症者が増え、全国で病床ひっ迫が深
刻化する中で、宿泊療養や入院調整中に自宅療
養となった陽性者が、自宅療養中に必要な医療
が受けられないままいのちを失う事例があいつ
いだ。

自己責任論

新自由主義的な路線を推しすすめる中で、国
民に徹底的に流布されてきた思想。個人の疾病、
失業や貧困、医療費が支払えないなどの社会問
題をすべて個人責任とすることで、憲法で義務
づけられている社会保障などの国家責任は不問
にされる。さらにこの考え方は、なぜそうなっ
たのかという疑問や問題意識を国民に持たせな
いねらいがあり、政府は怒りや運動を抑える手
段としてマスコミも動員し、くり返し宣伝され
ている。

ソーシャルアクション

社会と健康のかかわりについて「健康の社会
的決定要因（ＳＤＨ）」がある。１９９８年、ＷＨ
Ｏは「ソリッド・ファクツ（確かな事実）」を
公表し、「社会格差」や「ストレス」が、「幼少
期」「社会的排除」「労働」「失業」「社会的支援」
「薬物」「食品」「交通」といったＳＤＨを介し
て健康格差を生んでおり、それは普遍的な事実

であるとした。ＳＤＨの影響を少なくし、すべ
ての人に健康権を保障するために、ヘルスプロ
モーション活動が欠かせず、ＨＰＨは重要なと
りくみ。民医連は生活困難者などへの人権侵害
や抑圧が起きるような社会に対し、当事者や家
族、地域住民、共同組織、地域の医療機関や介
護事業所などと連携、協同して働きかけ、社会
保障制度など社会システム改善の運動にとりく
んでいる。

第 ２節

「人を対象とする生命科学・医学系研
究に関する倫理指針」

医学系研究をすすめるにあたっては、ヒトを
単なる研究手段として用いないことはもちろん、
研究対象の同意、心理的なものも含むリスクに
ついての検討、個人情報への配慮、ＣＯＩ開示
など、さまざまな倫理的な配慮が求められる。
そうした配慮について、厚生労働省や文部科学
省が従来の指針を統合し、新たな指針として「人
を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫
理指針」が公布、２０２１年 6 月３０日より施行され
た。

前方視的視点による事前的評価

医療・介護事故の検討を行う際に、留意すべ
き事項。当時判明していた事実のみを基礎に、
当時の視点で適否を評価することに徹すること
が、前方視的視点による事前的評価といわれる。
事故発生当時に行った医療行為についての医学
的評価・検証と、再発防止のための検討では視
点が異なるため、まず、事実経過の把握、事故
原因や起因した医療行為の妥当性を検証し責任
の有無を判断する。「こうすれば起きなかった」
「こうすれば防げた」といった〝後方視的視点
による事後的評価（後で判明した事実・因果関
係・結果から原因を探し評価すること）〟は排
除すべき。「特養あずみの里」裁判を通じて学
んだ教訓。

脳・心臓疾患に関わる労災認定基準の
改定

２０２１年 ９ 月に「血管病変等を著しく増悪させ
る業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患の認
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定基準について」と「認定基準に係る運用上の
留意点」が厚生労働省労働基準局長名で、通知
された。この新しい基準では、発症前の労働時
間の大枠は変更しなかったが、この間の過労死
弁護団や働くもののいのちと健康を守る全国セ
ンターなどの運動を反映し、「発症前 １カ月間
に１００時間、 ２ ～ 6 カ月間に８０時間を超える時
間外労働」（いわゆる過労死ライン）に加え、
過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し、
日常的に緊張が強いられる心理的な負荷や勤務
のインターバルなど、労働時間以外の「負荷要
因を含めて総合的な評価を行う」ことなど一定
の改善が行われた。

パーソン・センタード・ケア

１９８０年代末に英国の心理学者トム・キッドウ
ッド氏によって提唱された。認知症高齢者は「何
もわからない人」「奇妙な行動をする人」とは
とらえず、①脳の障害（アルツハイマー病・脳
血管の障害など）、②身体状態（視力・聴力・
内服薬の影響など）、③本人が今までたどって
きた生活歴や最近の出来事（本人のライフスタ
イルや過去の生活歴など）、④本人の性格や行
動パターン（性格・こだわりなど）、⑤社会心
理や周囲の人とのかかわり（今までたどってき
た本人の人間関係の傾向など）の「 5つの要素」
から、「その人らしさ」を理解し、その人に合
ったケアを探るもの。

ＡＩ問診システム

ＡＩを活用した医療機関での診察前問診の効
率化、標準化などを目的としたシステム。タブ
レット端末などを利用し、患者基本情報、来院
目的、症状などを入力。入力されたデータは電
子カルテと繋がり、入力された情報が文字おこ
しされ、問診終了後、患者の疑われる鑑別疾患
が表示されるなどの機能を持つ。

介護 ７団体

社会保障推進協議会、全国労働組合総連合、
全日本民医連、認知症の人と家族の会、２１世紀
・老人福祉の向上をめざす施設連絡会（２１老福
連）、いのちと暮らしを脅かす安全保障関連法
に反対する医療・介護・福祉の会、「守ろう！　
介護保険制度」市民の会の 7団体。

「第１２報」

コロナ感染症によって生じた介護事業所の減
収の補てん策として、通所系サービスについて
は提供時間の ２区分上位の基本サービス費の算
定を、短期入所については緊急短期入所受入加
算の算定を、それぞれ可能とする厚生労働省の
通知（２０２０年 6 月 １ 日発出）。サービスの提供
時間・内容がこれまでと変わらないにもかかわ
らず利用料負担が増大するという重大な問題を
含んでいた。

ＬＩＦＥ（科学的介護）

Long-term care Information system For Evidence
（科学的介護情報システム）の略。２０２１年 4 月
の介護報酬改定の中で運用が開始された。事業
所がデータを提出し、フィードバックを受けて
ＰＤＣＡサイクルを推進することにより、介護
の質の向上をはかることを目的とする。

第 ３節

全世代型社会保障改革

社会保障制度の持続可能性の確保を口実に、
高齢者の医療費などの増加分を削減するため、
社会保障の概念をねじ曲げ「自助・共助・公助」
を基本に検討、実施されてきた改革。国と企業
の負担を増やさず、高齢者の雇用年齢延長を社
会保障に組み入れて年金受給時期を遅らせる一
方で、後期高齢者医療の窓口負担 ２割化の対象
拡大や介護利用料負担増、利用制限などをすす
める。しかし、改革の大義名分の一つである現
役世代の負担軽減にはつながらず、子育て支援
なども限定的なものとなっている。あわせて医
療提供体制については、病院、病床削減、医師
養成数減、医師の働き方改革を推進しようとし
ている。

憲法共同センター

改憲の動きが強まるなかで、民主団体、労働
組合の中央団体が、憲法擁護、 ９条改憲反対の
運動を総合的、全国的にすすめていくため、
２０１4年に改組し結成された。「戦争させない！
９条壊すな総がかり行動実行委員会」の主要 ３
団体としてもとりくんでいる。
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ヒバクシャ国際署名

２０１6年 4 月に「後世の人びとが生き地獄を体
験しないように、生きているうちに何としても
核兵器のない世界を実現したい」という被爆者
の思いから始まった署名。２０２０年末の署名活動
終了までに、国内外から２１３7万２３45人の署名が
集まり、核兵器禁止条約の交渉会議開始とその
発効期間と重なった活動で、条約発効を後押し
する役割を果たした。

日本被団協

１９56年 ８ 月に発足した被爆者の全国組織。日
本原水爆被害者団体協議会の略称。

日本政府に核兵器禁止条約への署名・
批准を求める署名

２０２０年１０月２4日、核兵器禁止条約の発効に必
要な5０の批准国に達成したことを受け、１３5人
（２０２１年 5 月３１日現在）の共同呼びかけ人によ
り始まった署名。全日本民医連の増田剛会長も
呼びかけ人の一人であり、他団体や地域の人び
ととともにこの署名にとりくんでいる。

核兵器禁止条約締結国会議

核兵器禁止条約 ８条「締約国の会合」に定め
られたもの。第 １回会合は今後の運用について
話しあうため、この条約が効力を生じた後 １年
以内に国連事務総長が招集するとされていたが、
新型コロナウイルスの世界的感染拡大の影響で
２２年 ３ 月に延期された。この会議にはこの条約
の締約国でない国、ＮＧＯもオブザーバーとし
て参加することができる。

第 ４節

「新型コロナウイルス感染症対応にか
かわる補助金等の会計処理方針」

民医連統一会計基準では、各種「補助金」を
受領した場合、経費補助金もしくは設備補助金
として会計処理することとしているが、コロナ
関連補助金については、過去に例を見ない状況
下にあることも踏まえ、特別な対応を提起した
方針。補助金は損益の経営評価に大きな影響を
与えるため、予算管理を重視する観点から、補

助金を受領した際には、期中での損益計上を行
わず、一旦、貸借対照表での仮勘定で計上し、
年度末決算での決算修正にて損益に振り替える
こととした。

中長期経営計画

おおむね 5～１０年程度の将来的な経営目標を
示しているものであり、必要な資金を確保する
という資金繰り的観点から算定される（逆算さ
れる）必要な利益水準を適切に把握し策定され
た経営計画。将来に渡って事業活動を確実にす
すめて行くための羅針盤でもある。

民医連統一会計基準

１９８３年の山梨勤医協倒産（その後再建）の痛
苦の経験を踏まえて１９８９年に制定され、１９９２年
の第 １回改定において「民医連法人・事業所が
従うべき会計基準」として定められた。この基
準は、病院会計準則および医療法人会計基準な
どを準用しており、一般に公正妥当と認められ
る会計の基準にもとづき、経営成績、財政状態
およびキャッシュ・フローの状況を適切に把握
し、法人・事業所の経営体質の強化、改善向上
と的確な経営情報の開示に資することを目的と
している。これまで 5回の改定が行われ、２０２２
年 １ 月の全日本民医連理事会にて、 6回目の改
定（２０２２年度決算より準拠）を確認した。

全日本民医連東信医療生協経営対策委
員会

長野県民医連からの要請を受け、全日本民医
連経営困難組織支援規定にもとづき、２０１９年 ９
月に「全日本民医連東信医療生協経営対策委員
会」を設置し、経営再建を支援した。対策委員
会は２０１９年１０月より稼働し、資金対策を含むさ
まざまなとりくみをすすめ、毎月の対策委員会
（計１８回）では、月次経営結果と資金繰り状況
確認、課題の洗い出しおよびとりくみの進捗点
検などを行い、節目となる時期や予算編成時に
は現地作業を行った。また、毎週の法人部長会
議にも対策委員長などが参加し、実務および管
理運営面の整備などについて支援を行った。
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短期指標該当、中長期項目 ５ポイント
以上該当

１９９２年に設けられた医科法人の「要対策項目」
は、経営危機の兆候を早期に把握し対応するこ
とが重要であるとして、各法人が自己点検する
ために定められ、短期要対策項目は ２項目、中
期要対策項目は１３項目のチェック項目を設けて
いる。短期要対策項目は、資金的に危険な状況
にある可能性があり、１項目でも該当すれば「緊
急要対策法人」として、県連および全日本民医
連に速やかに報告書を提出しなければならない。
中期要対策項目は、収支のバランス、事業の発
展性、資金繰りや投資の有効性、財務の状態な
どをチェックし、該当項目が多い法人は、この
まま推移すれば危険な状態に陥る可能性がある
ものとして、対応を検討する必要がある。該当
項目が 5ポイント以上の法人には全日本民医連
への報告を求めている。

困難法人から学ぶべき教訓

第4３期第 １回評議員会方針で確認されたもの
で、 5つの学ぶべき教訓、①管理部が経営状況
をリアルに認識し、改善に向けた意思統一をは
かり、職員に経営状況と予算の意義を正面から
提起したこと（経営幹部集団の認識と行動）、
②収入予測速報や経営改善ニュースの発行など、
全職員での経営状況等の共有を徹底したこと
（的確な実態と方針の徹底）、③経済的理由に
よる困難事例を共有するなど、地域になくては
ならない事業所であることを絶えず明らかにし
たこと（存在意義の認識共有の努力）、④「断
らない」を合い言葉に入院患者受け入れを増や
し、ベッドコントロールを強化するなど職員の
具体的な行動に結びつけたこと（マネジメント
力と行動変容）、⑤民医連の他事業所のとりく
みを積極的に学び取り入れたこと（教訓を学ぶ
力とその努力、連帯と団結の力を行動で示す）
を、提起した。

第 ５節

「三位一体の改革―地域医療構想・医
師の働き方改革・医師の偏在対策」

２０１９年に厚生労働省の地域医療構想に関する

ワーキンググループで厚生労働省が提示。地域
医療の再編をすすめるには、医師の偏在対策や
働き方改革との整合性をとりながらすすめる必
要があるという考え方。医師の絶対的不足には
目をつぶりながら、コロナ禍で明らかになった
医療提供体制の弱体化をさらに加速させるとの
批判も強まっている。

医師の偏在対策

厚生労働省は、医師不足の解消を求める声に
おされ、２００８年以降、医学部定員の増員をはか
ってきたが、依然として医師の地域偏在・診療
科偏在は解消されておらず、地域・診療科によ
っては医師不足と認め、ひきつづき医学部地域
枠制度、初期研修医定員、新専門医制度定員な
どを利用した解決に動いている。しかし医師数
の十分な増員をはからないまま医師の働き方改
革などを強行することで、地域医療の現場に困
難がしわ寄せされている。

都道府県のシーリング設定

新専門医制度は、都道府県ごとに診療領域ご
との上限が設定（シーリング）され、プログラ
ム間で定員の調整がはかられる仕組みになって
いる。医師の偏在対策を理由に、東京や大阪、
福岡などの大都市部の定員が制限されているが、
新専門医制度を利用して偏在対策をすすめるこ
とは、制度発足の趣旨からは大きくかけ離れて
いることや、プログラムの定員調整のプロセス
などへの批判もある。

「大切文書」

第4３期運動方針で医師政策の策定の提起とし
て作成された「未来に向かって民医連の医師と
医師集団は何を大切にするのか」の略称。「大
切文書」は、１９９８年の「民医連の医師・医師集
団は何を目指すのか」の文書からの約２０年の医
療を巡る変化と民医連運動を振り返り、私たち
の現在地を確認し、これから何をするのか、そ
のためにどのような医師集団をつくるのかを提
起している。

「５００―２００―１００ロードマップ」

第4１回定期総会にて提起された「新卒医師
２００人受け入れ、奨学生集団5００人」をめざす運
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動方針が起点。医師確保と養成を前進させるこ
とと、継続的に研修医を受け入れて、研修医定
数枠フルマッチを展望できる組織となることは、
民医連の将来を左右するとりくみとして運動を
開始。ロードマップはその目標数を経年的に定
めたもので、２００人の研修医を２０２１年 4 月の受
け入れ時点で達成し、その基本となる奨学生集
団を２０１９年の新歓期に5００人の峰に達すること
と明記した。そして、２００人を研修医のうち１００
人の後期研修を民医連事業所もしくは連携施設
であるプログラムへの専攻医の選択することを
目標として第4３期第 ３回評議員会で提起。この
目標数値から5００­２００­１００ロードマップと呼ん
でいる。

医学部地域枠

卒業後に特定の地域や診療科で診療を行うこ
とを条件とした医学部医学科の入試選抜枠。都
道府県が学生に対して奨学金を貸与している場
合、都道府県の指定する地域で一定の年限従事
することにより返還免除される。奨学金を貸与
されていない場合であっても、都道府県との間
で指定する地域で診療員従事する義務がある。
医学部定員の増員のほぼすべてがこの地域枠と
なっている。地域枠からの離脱をめぐって、離
脱の要件を厳しくしたり、ペナルティを課した
り、新専門医制度へのマッチングをできなくす
るなどの動きがあることに対し、人権侵害との
批判の声が強まっている。

ＪＣＥＰ

国民に対する医療の質の改善と向上をめざす
ため、臨床研修病院における研修プログラムの
評価や人材育成などを行い、公益の増進に寄与
することを目的として設立された第三者機関。
初期研修を行う臨床研修病院についてサーベイ
（調査）を行い、改善点の指摘や認定を行って
いる。

第 ６節

国際条約の選択議定書、個人通報制度

さまざまな国際条約を補完するのが選択議定
書。国連では世界人権宣言に法的義務をもたせ
るため、国際人権規約や人権条約（人種差別撤

廃条約、女性差別撤廃条約、拷問禁止条約、子
どもの権利条約、障がい者権利条約など）がつ
くられた。個人通報制度は、加盟国の国民が救
済されなかった場合に国連に通報し、直接に審
査してもらえる制度で、一部の選択議定書に規
定されている。国連は審査結果を公表し、加盟
国に条約を守るよう呼びかける。日本は、移住
労働者権利条約など多数の条約を批准しておら
ず、特に問題なのは女性差別撤廃条約選択議定
書など、個人通報制度を内容とする選択議定書
についていずれも批准していない。

『民医連のめざす看護とその基本とな
るもの』

民医連の看護の実践と歴史を継承・発展させ
るための教材として、２０１7年に発行した。民医
連のめざす看護とは、看護実践の根幹に日本国
憲法と綱領をすえ、すべての人が人間らしく、
その人らしく生きていくことをあらゆる場面で
援助する無差別・平等の看護であり、その実践
において「民医連の看護の視点・優点（ ３つの
視点、 4つの優点）」「患者の見方・とらえ方」
「社会の見方・とらえ方」を基本となるものと
して整理している。

無料低額診療事業の保険薬局への適用

無料低額診療事業は保険薬局が対象外となる
ため、調剤に関しては一部負担金が発生する。
「医薬分業」による全国の院外化率が 7割を超
える現状では、窓口負担の重さと相まって、経
済的困難のある人が、安心して療養することを
阻む要因となる。

薬局窓口負担への自治体助成

市区町村などの自治体に住民票がある人が医
療機関の「無料低額診療事業」を利用し、院外
処方を受ける際に、薬局窓口で支払う調剤処方
費用の自己負担金額の全部または一部を自治体
が助成するもの。なお、調剤処方費用の助成を
受けるには、利用希望者の世帯の収入状況など
により「助成資格」が必要。現在、北海道／旭
川市、苫小牧市、東川町、東神楽町、帯広市、
浦河町、青森県／青森市、高知県／高知市、沖
縄県／那覇市で実施。
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改正薬機法

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律」の略。２０１９年改正
では薬剤師の業務に関する規定や、保険薬局の
定義の見直しがなされた。

「地域連携薬局」

薬局を含む医療・介護・地域資源と積極的に
連携し、２4時間・３65日、患者の薬学管理に一
元的・継続的に対応できる薬局のこと。薬局が
行う地域活動などについての基準があり、都道
府県知事が認可。

健康サポート薬局

２０１6年 4 月 １ 日に開始された制度で、診療報
酬上の加算はいま現在はない。全国で２7２4の薬
局が登録（２０２０年 ９ 月３０日現在）。健康サポー
ト薬局の機能および役割は以下のとおり。①か
かりつけ薬剤師・薬局として、地域住民の健康
維持・増進を積極的に支援し、市販薬や健康食
品、介護や食事・栄養摂取に関する相談を受け、
助言を行う。②地域住民の相談を幅広く受け付
け、必要に応じ、適切な専門職種や関係機関に
紹介する。③地域住民の健康サポートと、地域
の薬局への情報発信、とりくみ支援なども実施
する。

「保険薬局政策２０２１」

１９９7年に作成されたものを２００7年に一度改訂。
今般、その後のとりくみの歴史的な到達と情勢
の激しい変化を踏まえながら、『保険薬局政策
２０２１』として整理し直した。「第 １章　医薬分
業の歴史的経過と、民医連における医薬分業と
保険薬局の到達」「第 ２章　保険薬局をめぐる
政府の政策と民医連保険薬局としての立場」「第
３章　命と人権を守り、地域の中で輝く民医連
保険薬局を目指しましょう」の ３章立てで構成。

『病院薬局長ハンドブック』

病院薬局現況調査で、多くの病院薬局長が管
理運営に関して不安や悩みを持っていることが
明らかとなっており、病院薬局長に求められる
任務・役割についてまとめたもの。ハンドブッ
クは「 １．民医連運動の推進者として」「 ２．管

理・運営」「 ３．職場づくり・教育・職員育成」
「 4．チーム医療の実践」「 5．医療活動をすす
める上でのコンプライアンス遵守」「 6．多職種
連携・委員会活動」「 7．経営への貢献」の 7つ
の任務（アクション）と、アクションチェック
リストで構成。

「民医連事務 ３つの役割」

第4２期第 ３回評議員会「事務職員育成の新た
な前進をめざして」のなかで提起された。①正
確な実務と統計・情報管理を担い、それを通し
て全職員参加の医療・介護事業と経営の前進に
貢献すること、②無差別・平等の医療と介護の
深化、発展のために、民主的な多職種協働と人
づくりをささえること、③日本国憲法の立場か
ら平和と社会保障拡充の運動を積極的にすすめ、
共同組織とともに安心して住み続けられるまち
づくりの活動の推進者となること。

第 ７節

国際連合経済社会理事会（ＥＣＯＳＯＣ）

国際連合経済社会理事会（英語‥United 
Nations Economic and Social Council）は、国際
連合の主要機関の一つで、経済および社会問題
全般に関して必要な議決や勧告などを行う。国
連憲章で定められているＮＧＯ参加のための公
的な体系をもった唯一の国連機関。民医連はＥ
ＣＯＳＯＣの協議資格を取得している。

第 ２章�
第 １ 節

労働者派遣が原則自由化

１９９９年の法改定により、これまで派遣対象業
種を「正社員に代替できない専門性の高い２6業
務」に指定していたものを「禁止された派遣業
務」（「病院診療所での医療業務」、「弁護士、公
認会計士、税理士などの士業」等）を除き、原
則自由化し、派遣対象業種が大幅に拡大された。

第 ２節

非政府組織

Non-governmental-Organization（ＮＧＯ）の
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日本語訳。もとは国連などの国際会議で、各国
政府や国際機関とは異なる「民間団体」を指す
名称として使われる。貧困、飢餓、環境など地
球規模の問題に対して、国家や民族、宗教の壁
を越えた民間（非政府）の立場から営利を目的
とせず活動を行う団体のこと。

核兵器開発・製造にかかわる企業への
経済支援＝投資や融資などを行ってい
る金融機関からの資金の引き上げ

世界の金融機関による核兵器関連企業への投
資や融資が、総額6３０億ドル（約 7兆２０００億円）
以上減少したことが、オランダのＮＧＯ「ＰＡ
Ｘ」の調査（２０２１年１２月）でわかった。「ＰＡＸ」
は核兵器禁止条約の発効の影響で投融資はリス
ク要因になったと分析。一方、日本の金融機関
の投融資総額は非核保有国では最大で、なお増
加している。

地球温暖化

１８世紀の産業革命以降、石炭、石油などの化
石燃料を燃やして多くのエネルギーを使うよう
になった結果、大気中の温室効果ガスの濃度が
上がり地球の平均気温が上昇している。すでに
世界の平均気温は１.１～１.２度上昇しており、破
局的な気候変動を回避するための時間的猶予は
残されていない。

石炭火力の新設（ ９基）

世界が石炭火力からの撤退へと動く中、日本
は石炭火力発電に固執し、全発電量の３２％（１９
年度実績）を占めている。さらに ９基を建設し、
温室効果ガス排出を「実質ゼロ」の目標にして
いる２０5０年になっても、大量のＣＯ ２を吐き出
し続けることになる。

第 ３節

「経済財政諮問会議」

橋本内閣の行政改革に伴い、２００１年から内閣
府に設置された。経済全般の運営の基本方針、
財政運営の方針、予算編成の基本方針、その他
の経済財政政策に関する事項について調査審議
する。内閣府設置法により議長（内閣総理大臣）
と１０人以内の議員により構成され、うち民間有

識者が議員数の 4割以上と定められ、民間大企
業の代表取締役など財界の意見を反映させなが
ら、政府の経済政策の司令塔的な役割を果たし
ている。

「骨太方針」

内閣が閣議決定する「経済財政運営と改革の
基本方針」で、税財政や経済政策の基本運営方
針の通称。首相が議長を務め、政府と財界メン
バーで構成する経済財政諮問会議が作成し、年
末の予算編成、税制改正、翌年以降の法改正の
指針となる。２００１年当時の宮沢喜一財務相が「骨
太」と表現したことから、骨太の方針と呼ばれ
るようになった。

「外来機能報告制度」

２０２１年 5 月に成立した改定医療法により、「外
来機能報告制度」が創設され、２０２２年度から開
始される。病院・有床診療所に外来に係るデー
タを都道府県に報告することを義務づけ、デー
タをもとに、各地域で紹介型病院となる重点外
来機関病院を明確化する。また、重点外来機関
病院へは、かかりつけ医などからの紹介受診を
原則とし、紹介状を持たずに受診した場合には
特別負担徴収を義務化することを合わせて推し
すすめようとしている。

自由開業医制

医師・歯科医師が、都道府県知事に届出をす
ることで、施設基準を満たせばどこでも自由に
開業できる制度。また、自由標榜制により、医
療法で定められた標榜科目の中から自由に標榜
科目を選ぶことができる。

社会福祉連携推進法人

「社会福祉法人の大規模化・共同化」の一環
として制度化された新たな法人間連携の枠組み。
具体的な業務として、地域共生社会の実現に向
けた連携支援、災害対応、経営支援のほか、資
金の貸付などが想定されている。２０２２年 6 月ま
での実施が予定されている。

憲法審査会

２００7年の国民投票法成立を受けて、憲法一般
について調査する憲法調査会から引き継いで、
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憲法改正について審議するために衆参両院に設
置された国会の常設機関。衆議院5０人、参議院
45人で国会内の所属議員数に応じて、委員が割
り当てられる。憲法改正の手続きは、衆議院
１００人以上、参議院5０人以上の賛同で改正原案
を提案し、両院がそれぞれ審議する。憲法審査
会で過半数可決すると国会での審議が行われる。
自民党が独自の改憲案をとりまとめ、憲法審査
会へ提示し改憲議論を強行しようとねらってい
る。

軟弱地盤の改良工事

辺野古新基地建設の予定地である大浦湾の海
底には深さ９０メートルにおよぶ軟弱地盤がひろ
がっており、基地建設のためには 7万本以上の
杭を打ち込む大規模な地盤改良工事を行う必要
がある。政府は２０２１年 4 月、設計変更を申請し
ていたが、２０２１年１１月沖縄県の玉城デニー知事
は設計変更を不許可にした。政府は行政不服審
査法による国土交通相への審査請求を行ってい
る。

第 ３章�
第 ２ 節

「ケアの倫理」

人は誰もが生きていくうえで他者のケアを必
要とする存在であるという視点から、ケアのし
くみをはじめ、社会や政治・経済、民主主義の
あり方などを根本的に見直すことをめざす考え
方。

第 ３節

子どもの均等割

国保料（税）には応能部分（所得割、資産割）、
応益部分（均等割、世帯割・平等割）があり、
自治体がこれらを組み合わせて国保料（税）を
計算。応益部分は所得のない子どもの負担額も
算定される。そのため独自に軽減措置を実施す
る自治体も増え、全国知事会や全国市長会議も
軽減措置を国に要望。運動の成果で、未就学児
にかかる均等割の 5割減額（国 １ / ２ 、都道府
県 １ / 4 、市町村 １ / 4 負担）が実現。さらに子
どもの均等割廃止の運動が求められる。

滞納者への厳しい滞納処分

国保保険料（税）滞納で、差し押さえなどの
滞納処分、有効期限 １～１２カ月の短期保険証交
付、 １年以上滞納で資格証明書発行、窓口負担
が１０割になるなどの制裁措置が行われる。国保
財政の都道府県化と医療費適正化計画のもとで
保険料（税）収納率アップなどが求められ、保
険料徴収が強化。国税徴収法に違反した不法な
差押えや、緊急時に短期証発行を求めても、滞
納保険料（税）を納めないと発行しないという
誤った対応をする自治体もある。

「日本高齢者人権宣言案」（日本高齢
期運動連絡会）

日本高齢期運動連絡会が作成し、学習と議論
を呼びかけている。日本高齢者憲章（１９８８年）
が出されて以降、高齢者の社会保障政策が大き
く変化していること、この間の国連や諸外国で
の高齢者の人権保障の到達点を踏まえ、高齢者
の人権保障は「公助」ではなく、「保障」は国
の責務であることを強く打ち出す必要があるこ
と、高齢期運動がめざすべき社会を明確にする
ことなどを目的にとりまとめられた。宣言案で
は、日本国憲法に立脚した高齢者人権保障の基
本原理とともに、高齢者に保障される人権とし
て、２３の人権が掲げられ、その保障に対する国
・自治体・企業の責任を明記している。

この間切り下げられた生活保護基準

安倍政権のもと、２０１３年 ８ 月から２０１5年 4 月
まで ３回にわたって生活扶助基準が段階的に引
き下げられた（平均6.5％、最大１０％）。２０１5年
には住宅扶助基準および冬季加算が削減。さら
に、２０１８～２０年の毎年１０月に段階的に生活扶助
を引下げ（最大 5 ％）。これらの削減に対して、
全国の保護利用者が生存権を規定する憲法２5条
違反だとして減額処分取り消しを求める「いの
ちのとりで裁判」を展開し、全国２９都道府県で
１０００人を超える原告が、国、自治体相手に裁判
をたたかっている。

社会保障・税一体改革

社会保障の充実・安定化と、そのための安定
財源確保と財政健全化の同時達成をめざすこと
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を建て前に、財源の確保に消費税の増税が明記
された「持続可能な社会保障制度の確立を図る
ための改革の推進に関する法律」が２０１３年１２月
に成立。以降、消費税は２０１4年に 5％から ８％。
２０１９年には ８％から１０％に引き上げられた。歴
代政権は「消費税は全額社会保障に回す」と消
費税増税の口実に使ってきたが、事実上、法人
税減税の穴埋めなどに使われた。一方、社会保
障は充実どころか、繰り返し改悪が推しすすめ
られてきた。

逆進性の強い消費税

税負担における平等原則は、経済的な負担能
力に応じて税を負担する「応能負担原則」であ
る。高所得者ほど消費金額が増える傾向にあり、
消費税の支払額は大きくなるが、貯蓄や投資な
どで消費税を回避することができる。しかし、
食料品や日用品などにも同じ消費税率が課せら
れるため、生きていく上で生活必需品を消費せ
ざるを得ない低所得者ほど、所得に対する消費
税の負担率が高くなる。低所得者ほど負担が重
い「逆進性」の強い消費税は、憲法が意図する
負担公平原則に反している。

「黒い雨訴訟」

２０２１年 7 月広島高裁は、これまで国が「黒い
雨」が降ったとされた地域のうち、「大雨地域」
のみを援護対象地域に指定していたことに対し、
広範囲で放射性物質を含む雨が降った可能性が
あることを認め、さらに直接雨に打たれた者は
無論のこと、空気中に滞留する放射性微粒子を
吸引したり、放射性微粒子が混入した飲料水・
井戸水を飲んだりして、内部被ばくによる健康
被害を受ける可能性があったことを認めた。こ
れは、「黒い雨」による被爆者健康手帳交付の
基準そのものの見直しを迫るもので、被爆者た
ちの切実な思いを正面から受け止めた判決とな
っている。

ビキニ環礁で核（水爆）実験

１９54年 ３ 月 １ 日、アメリカが太平洋中西部マ
ーシャル諸島のビキニ環礁で水爆実験を実施。
その海域で操縦していたマグロ漁船「第五福竜
丸」の乗組員が全員、急性放射線障害を発症し
た事件。アメリカがマーシャル諸島で行った核

実験は、46～5８年まで67回を数え、１０００隻近い
漁船が被爆した。広島、長崎の原爆に次ぐ ３度
目の被爆は大きな社会問題となり、原水爆禁止
運動として全国にひろがり、原水爆禁止世界大
会を行うきっかけともなった。

アルプス処理水（放射能汚染水）

東京電力福島第一原発事故で溶け落ちた核燃
料（デブリ）の冷却や地下水の流入によって １
日約１4０トンの汚染水が発生している。これを
多核種除去装置（ＡＬＰＳ）によって処理した
もので、現在約１２5万トンが敷地内のタンクに
保管されている。放射性物質のトリチウムだけ
は取り除けないとしているが、実際はヨウ素１２９、
ストロンチウム９０、ルテニウム１０6などの放射
性物質も残留していることがわかっている。

原発事故避難者訴訟

原発事故による避難者が、国や東電を訴えた
集団訴訟は全国で３０件。すべての判決で東電の
責任が認められた。国を被告とした訴訟では、
地裁１7件中 ９件、高裁では 4件中 ３件（仙台、
東京、高松）で国の責任が認められた。現在、
4つの訴訟が最高裁で審議されている。

気候非常事態宣言

国や、自治体、学校、団体といった組織が、
気候変動が異常な状態であることを認める宣言
を行うと同時に、気候変動を緩和するための対
応を積極的に打ち出し、市民や事業者などの関
心を高め、気候変動への行動を加速させるもの。
世界３０カ国１7００以上の自治体が、日本国内でも
１０９（２０２２年 １ 月 7 日現在）の自治体が宣言し
ている。

第 ６節

教育委員会の任務

「職員育成指針２０２１版」では、職員育成委員
会の任務を次のように位置づけた。①職員育成
活動の位置づけを鮮明にし、活動方針とその重
要な一部である制度教育の要綱を策定と実践に
責任を持つこと、②各職場のとりくみの掌握と
経験交流を行うなど職場管理者を援助すること、
③各部や委員会が企画する学習会などを職員育
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成の立場から位置づけ、当該部署にも「職員育
成」の意識を促し、企画内容にも反映させ、発
信すること、④青年職員育成の体制を確立し、
青年職員との懇談やジャンボリーなど諸活動の
援助を行うこと、⑤職員育成のツールや情報の

発信を担うこと、⑥医療・介護活動や運動課題、
事業所・職場の管理運営、異動や出向など人事
を含め、あらゆる活動を育成の視点で評価し、
情報提供や問題提起を行うこと。
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年度 A法人 B法人 C法人 D法人 E法人 合計

黒
字
法
人
数

２０１０ ６０ ２４ ２ ２０ ２７ １３３
２０１１ ６０ ２４ ２ １９ ２７ １３２
２０１２ ５２ ２４ ２ ２１ ２４ １２３
２０１３ ４４ １５ １ １８ ２３ １０１
２０１４ ４５ ２２ ２ ２０ ２３ １１２
２０１５ ４７ １９ ２ １８ ２４ １１０
２０１６ ３８ １５ １ １９ ２０ ９３
２０１７ ４３ １８ ２ １８ ２４ １０５
２０１８ ４６ １９ ３ ２１ ２１ １１０
２０１９ ４４ １９ ３ １４ １９ ９９
２０２０ ５４ ２０ ３ ２０ １６ １１３

赤
字
法
人
数

２０１０ ３ ３ １ ８ １１ ２６
２０１１ ３ ３ １ ９ ８ ２４
２０１２ １１ ３ １ ７ １０ ３２
２０１３ １９ １２ ２ １０ １１ ５４
２０１４ １８ ５ １ ８ １１ ４３
２０１５ １６ ８ １ １０ １０ ４５
２０１６ ２４ １２ ２ ７ ８ ５３
２０１７ １９ ９ １ ９ ４ ４２
２０１８ １６ ７ ０ ６ ８ ３７
２０１９ １８ ８ ０ １２ ８ ４６
２０２０ ８ ７ ０ ６ １１ ３２

２０１０年度黒字法人率 ９５.２ ８８.９ ６６.７ ７１.４ ７１.１ ８３.６
２０１１年度黒字法人率 ９５.２ ８８.９ ６６.７ ６７.９ ７７.１ ８４.６
２０１２年度黒字法人率 ８２.５ ８８.９ ６６.７ ７５.０ ７０.６ ７９.４
２０１３年度黒字法人率 ６９.８ ５５.６ ３３.３ ６４.３ ６７.６ ６５.２
２０１４年度黒字法人率 ７１.４ ８１.５ ６６.７ ７１.４ ６７.６ ７２.３
２０１５年度黒字法人率 ７４.６ ７０.４ ６６.７ ６４.３ ７０.６ ７１.０
２０１６年度黒字法人率 ６１.３ ５５.６ ３３.３ ７３.１ ７１.４ ６３.７
２０１７年度黒字法人率 ６９.４ ６６.７ ６６.７ ６６.７ ８５.７ ７１.４
２０１８年度黒字法人率 ７４.２ ７３.１ １００.０ ７７.８ ７２.４ ７４.８
２０１９年度黒字法人率 ７１.０ ７０.４ １００.０ ５３.８ ７０.４ ６８.３
２０２０年度黒字法人率 ８７.１ ７４.１ １００.０ ７６.９ ５９.３ ７７.９

黒字・赤字法人分類別推移
＊年度途中開業・規模変更法人を含む 【法人分類】
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全医科法人経常利益率
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（年度）

（％）

病院 医科診療所 歯科施設 その他事業所 職員数
２００２年 １５４ ４８１ １０７ ８０３ ５２,２６４
２００４年 １５２（− ２） ５１１（＋３０） １１１（＋４） ９０８（＋１０５） ５６,７７３ （＋４,５０９）
２００６年 １５４（＋ ２） ５２２（＋１１） １１６（＋５） ９７７ （＋６９） ６２,２８７ （＋５,５１４）
２００８年 １５１（− ３） ５２３（＋１） １１１（−５） １,０００ （＋２３） ６５,１０１ （＋２,８１４）
２０１０年 １４７（− ４） ５２５（＋２） １１１（±０） １,０１８ （＋１８） ６７,７５４ （＋２,６５３）
２０１２年 １４３（− ４） ５２０（−５） １１３（＋２） １,０４１ （＋２３） ７３,７０３ （＋５,９４９）
２０１４年 １４３（± ０） ５０９（−１１） １１４（＋１） １,０８８ （＋４７） ７７,４５６ （＋３７５３）

２０１６年 １４１（− ２） ５０４（−５） １１５（＋１） １,０８４ （− ４） ８０,８３３ （＋３,３７７）
２０１８年 １４２（＋ １） ４９７（−７） １２０（＋５） １,０７５ （− ９） ８２,３３０ （＋１,４９７）
２０２０年 １４２（± ０） ４８９（−８） １２０（±０） １,０７１ （− ４） ８２,８０７ （＋４７７）

２０２２年 １４２（± ０） ４８６（−３） １２０（±０） １,０５２ （−１９） ８３,６１９ （＋８１２）

＊事業所数は毎年 １月末現在加盟数
＊職員数は前年の ４月 １日現在、０４年調査からは前年１０月 １ 日時点
＊歯科施設は、医科との併設を含みます。

全日本民医連組織概況　20年の推移 （　 ）内は対前年差
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県連名
仲間増やしと構成員現勢 「いつでも元気」 参考指標

単位 ２０２１年度
拡大目標

２０２１年度末
到達目標

今年度累計増減（２０２１年 ４ 月〜１２月） 現勢（２０２１
年１２月末）

最新号２０２２年 １ 月 ６ 日締 職員一人あたり部数
拡大数 減数 純増 ２０２１年 ２ 月号 ２０２２年 ２ 月号 増減 正職員数 対比

　北海道　 人 1,912 2,163 ▲ 251 248,244 6,529 6,320 ▲ 209 4165 1.5
　青　森　 人 5,000 114,532 1,856 1,881 ▲ 25 110,016 878 853 ▲ 25 1746 0.5
　岩　手　 世 1,200 26,945 221 441 ▲ 220 15,881 239 219 ▲ 20 414 0.5
　宮　城　 両 587 1,406 ▲ 819 35,670 2,363 2,297 ▲ 66 1751 1.3
　秋　田　 人 24 163 ▲ 139 5,060 150 140 ▲ 10 1067 0.1
　山　形　 人 2,260 1,547 1,340 207 69,785 1,058 1,012 ▲ 46 1551 0.7
　福　島　 人 2,500 86,261 645 1,627 ▲ 982 82,612 328 323 ▲ 5 1130 0.3
　茨　城　 両 46 436 ▲ 390 19,876 293 290 ▲ 3 401 0.7
　栃　木　 人 750 14,000 358 346 12 12,609 88 87 ▲ 1 143 0.6
　群　馬　 両 439 221 218 105,633 504 501 ▲ 3 1687 0.3
　埼　玉　 世 11,324 4,228 2,289 1,939 237,961 776 766 ▲ 10 1503 0.5
　千　葉　 両 416 1,129 ▲ 713 32,146 1,958 1,884 ▲ 74 962 2.0
　東　京　 両 5,325 5,760 ▲ 435 223,376 5,536 5,464 ▲ 72 6998 0.8
　神奈川　 両 782 852 ▲ 70 134,578 1,545 1,542 ▲ 3 1738 0.9
　新　潟　 世 795 36,888 124 196 ▲ 72 35,743 587 568 ▲ 19 1327 0.4
　富　山　 両 1,400 28,285 316 406 ▲ 90 26,754 306 301 ▲ 5 407 0.7
　石　川　 人 1,630 55,000 810 325 485 52,939 2,097 2,040 ▲ 57 1008 2.0
　福　井　 人 350 22,564 126 104 22 22,257 239 228 ▲ 11 295 0.8
　山　梨　 両 600 124 206 ▲ 82 15,566 1,204 1,146 ▲ 58 1237 0.9
　長　野　 両 6,600 1,447 2,223 ▲ 776 146,306 2,566 2,527 ▲ 39 3209 0.8
　岐　阜　 世 700 17,567 198 125 73 16,940 741 727 ▲ 14 442 1.6
　静　岡　 両 197 148 49 15,819 867 848 ▲ 19 270 3.1
　愛　知　 世 2,732 995 1,737 216,681 137 139 2 2423 0.1
　三　重　 両 42 37 5 39,946 636 593 ▲ 43 287 2.1
　滋　賀　 両 47 63 ▲ 16 10,870 560 529 ▲ 31 153 3.5
　京　都　 両 5,000 60,000 1,420 1,061 359 55,388 3994 3906 ▲ 88 2083 1.3
　大　阪　 両 1,687 1,481 206 355,670 2,629 2,634 5 3157 0.8
　兵　庫　 両 8,305 197,748 2,826 1,920 906 191,077 1,357 1,388 31 1853 0.7
　奈　良　 人 2,002 38,611 375 195 180 37,634 1,320 1,318 ▲ 2 1392 0.9
　和歌山　 人 1,000 24,393 145 111 34 23,349 151 147 ▲ 4 125 1.2
　鳥　取　 人 1,480 49,315 772 487 285 48,362 245 245 0 727 0.3
　島　根　 人 2,600 59,834 1,062 1,339 ▲ 277 57,317 325 341 16 1203 0.3
　岡　山　 人 5,783 148,323 3,517 6,203 ▲ 2,686 143,464 785 762 ▲ 23 2251 0.3
　広　島　 人 5,500 89,725 1,306 1,046 260 85,156 230 233 3 1201 0.2
　山　口　 人 223 156 67 18,693 123 104 ▲ 19 306 0.3
　徳　島　 人 1,800 46,509 452 108 344 45,092 208 193 ▲ 15 378 0.5
　香　川　 世 2,000 51,194 421 179 242 49,698 231 223 ▲ 8 553 0.4
　愛　媛　 人 3,000 51,711 601 392 209 49,062 264 278 14 370 0.8
　高　知　 両 1,000 18 56 ▲ 38 54,076 110 110 0 196 0.6
福岡・佐賀 世 3,379 110,835 977 1,169 ▲ 192 107,783 4,645 4,574 ▲ 71 3849 1.2
　長　崎　 人 409 15,908 80 48 32 15,617 118 115 ▲ 3 408 0.3
　熊　本　 世 342 563 ▲ 221 17,564 779 745 ▲ 34 665 1.1
　大　分　 人 49 39 10 27,049 1369 1291 ▲ 78 301 2.5
　宮　崎　 人 1,800 49,483 599 479 120 47,798 380 395 15 343 1.2
　鹿児島　 世 6,486 169,192 3,260 1,677 1,583 165,084 1,235 1,189 ▲ 46 1301 0.9
　沖　縄　 世 4,000 101,634 986 475 511 98,406 617 620 3 1344 0.5

180,924 2,239,450 45,667 44,066 1,601 3,626,607 53,300 52,155 ▲ 1,145 60,320 0.9
296 303 7
58 58 0 58

53,654 52,516 ▲ 1,138 60,378 0.9
（職員数は２０２１年１０月 １ 日の職員数による）

（年間拡大目標数・到達数は、県連としては数値目標を持っていないところ、あるいは
片方だけきめているところがあります）

個人購読→
全日本→

合計部数→

共同組織関係資料①構成員現勢は２０２２年１月１日現在の数字。月次報告から作成。②『いつでも元気』は２０２２年２月号（２０２２年１月6日締）の数字。保健医療研究所への増減報告書から作成
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年度 加入数 脱退数 実増減数
１９９６年 １５８,７２７ ４９,４９２ １０９,２３５
９７年 １８２,６２３ ７３,８０３ １０８,８２０
９８年 １５８,８７８ ５６,８７５ １０２,００３
９９年 １４７,９０９ ５３,４５５ ９４,４５４
２０００年 １７４,６４１ ５９,２２２ １１５,４１９
０１年 １７５,０２０ ７２,５６１ １０２,４５９
０２年 １５８,１６７ ６３,５４６ ９４,６２１
０３年 １４５,１６０ ６５,０８５ ８０,０７５
０４年 １４９,９３２ ８７,６９６ ６２,２３６
０５年 １５３,４４２ ６５,０６４ ８８,３７８
０６年 １４３,４４１ ４５,０６４ ９８,３７７
０７年 １６４,６９６ ８７,２８２ ７７,４１４
０８年 １６８,１３５ １００,５１８ ６７,６１７
０９年 １５８,１７４ １０７,３２３ ５０,８５１
１０年 １５７,８９５ ９８,９５７ ５８,９３８
１１年 １６２,７１０ １１６,８９０ ４５,８２０
１２年 １６０,５９６ １０９,１１７ ５１,４７９
１３年 １４６,００３ １２３,５６９ ２２,４３４
１４年 １４３,８８０ １０３,９３８ ３９,９４２
１５年 １４７,９４８ ８７,７３４ ６０,２１４
１６年 １２３,２４０ １１５,０２６ ８,２１４
１７年 １１５,８４８ ９９,３８３ １６,４６５
１８年 １０５,０９９ １０１,６２９ ３,４７０
１９年 ８３,２７４ ７１,８４１ １１,４３３
２０年 ７６,８１１ ９１,１４１ ▲１４,３３０

共同組織構成員拡大・脱退数（年次推移）

年間実増 到達部数 活動交流集会
１９９９年 ２ 月号 ２,１６６ ３３,７８３
２０００年 ２ 月号 ６,４６３ ４０,２４６ 第 ５ 回／北海道（１９９９）
０１年 ２ 月号 ２,４５２ ４２,６９８
０２年 ２ 月号 ３,０５９ ４５,７５７ 第 ６ 回／石川（２００１）
０３年 ２ 月号 １,３６２ ４７,１１９
０４年 ２ 月号 ３,６５２ ５０,７７１ 第 ７ 回／東京（２００３）
０５年 ２ 月号 １,３３３ ５２,１０４
０６年 ２ 月号 ７２６ ５２,８３０ 第 ８ 回／岡山（２００５）
０７年 ２ 月号 ５０３ ５３,３３３
０８年 ２ 月号 ６１２ ５３,９４５ 第 ９ 回／長野（２００７）
０９年 ２ 月号 ９６７ ５４,９１２
１０年 ２ 月号 ９６４ ５５,８７６ 第１０回／長崎（２００９）
１１年 ２ 月号 １,０８５ ５６,９６１
１２年 ２ 月号 ４４０ ５７,４０１
１３年 ２ 月号 ▲１１７ ５７,２８４ 第１１回／岩手（２０１２）
１４年 ２ 月号 ▲１１１ ５７,１７３
１５年 ２ 月号 ▲４３６ ５６,７３７ 第１２回／近畿（兵庫）（２０１４）
１６年 ２ 月号 ▲５６３ ５６,１７４
１７年 ２ 月号 ３９８ ５６,５７２ 第１３回／東海・北陸（石川）（２０１６）
１８年 ２ 月号 ５０ ５６,６２２
１９年 ２ 月号 ▲３０８ ５６,３１４ 第１４回／神奈川（２０１８）
２０年 ２ 月号 ▲９３０ ５５,３８４
２１年 ２ 月号 ▲１,７３０ ５３,６５４
２２年 ２ 月号 ▲１,１３８ ５２,５１６ オンラインプレ集会（山梨）

『いつでも元気』　発行部数の推移

県連名 病院 診療所 歯科
診療所

老健
施設 合計

北海道 9 21 5 4 39 

青　森 4 8 0 0 12 

岩　手 1 1 0 0 2 

宮　城 4 4 0 0 8 

秋　田 0 0 0 0 0 

山　形 4 2 0 1 7 

福　島 3 1 0 0 4 

茨　城 1 2 0 1 4 

栃　木 0 2 0 0 2 

群　馬 4 4 3 0 11 

埼　玉 4 8 2 2 16 

千　葉 2 9 0 1 12 

東　京 11 8 2 2 23 

神奈川 3 20 1 2 26 

山　梨 3 5 3 0 11 

長　野 6 1 0 2 9 

新　潟 1 5 0 2 8 

富　山 1 2 0 1 4 

石　川 2 7 1 1 11 

福　井 1 2 3 1 7 

岐　阜 1 3 0 0 4 

静　岡 1 3 0 0 4 

愛　知 2 0 0 1 3 

三　重 1 1 0 0 2 

滋　賀 0 4 0 1 5 

京　都 4 24 0 2 30 

大　阪 4 44 5 2 55 

兵　庫 3 16 2 1 22 

奈　良 3 16 0 2 21 

和歌山 1 4 0 0 5 

岡　山 6 0 0 1 7 

広　島 1 4 1 0 6 

鳥　取 2 5 1 0 8 

島　根 3 1 1 0 5 

山　口 1 2 2 0 5 

徳　島 1 0 0 0 1 

香　川 2 2 1 0 5 

愛　媛 2 0 0 0 2 

高　知 1 1 0 0 2 

福岡・
佐賀 8 12 2 0 22 

長　崎 1 4 0 0 5 

熊　本 3 5 0 0 8 

大　分 1 1 1 0 3 

鹿児島 4 1 0 0 5 

宮　崎 1 3 0 0 4 

沖　縄 3 6 0 0 9 

総合計 124 274 36 30 464 

無料低額診療事業実施事業所数
２０２２年 １ 月１５日現在

0

50万
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400万

15 16 18 19 201714131211100908070605200095901985

821,084821,084

1,522,1611,522,161

2,239,2172,239,217

2,747,8772,747,877 3,148,8023,148,802

3,221,2283,221,228
3,345,4073,345,407

3,460,0873,460,087

3,396,2583,396,258
3,518,2823,518,282

3,563,9343,563,934 3,627,8523,627,852

3,296,4333,296,433

（年度）

3,597,7843,597,784 3,635,2403,635,240

3,693,5263,693,526

3,691,8873,691,887

3,710,7493,710,749

3,683,0463,683,046

3,642,4593,642,459

（人） 共同組織構成員の推移（2022年1月15日現在の集計）
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２０００
年
２００１
年
２００２
年
２００３
年
２００４
年
２００５
年
２００６
年
２００７
年
２００８
年
２００９
年
２０１０
年
２０１１
年
２０１２
年
２０１３
年
２０１４
年
２０１５
年
２０１６
年
２０１７
年
２０１８
年
２０１９
年
２０２０
年

Ａ
法人 ７.４ ８.６ １０.３ １１.２ １１.８ １１.３ １１.３ １１.０ １１.３ １１.６ １１.５ １１.５ １１.７ １１.７ １１.７ １１.８ １１.９ １１.９ １１.９ １１.８ １２.０

Ｂ
法人 １０.３ １１.０ １２.９ １４.７ １５.２ １６.６ １９.３ １９.１ １９.３ ２０.１ １９.９ ２０.６ ２１.６ ２２.３ ２３.０ ２３.３ ２３.６ ２４.２ ２４.５ ２４.９ ２５.５

Ｃ
法人 ７.９ ９.８ １２.０ １３.７ １７.７ １６.７ １５.８ １６.８ １７.３ １６.３ １６.５ １７.４ １８.９ １９.５ ２０.８ ２１.４ ２３.８ ２５.６ ２６.７ ２８.１ ３０.９

Ｄ
法人 １９.４ ２３.１ ２６.９ ３０.５ ３３.６ ３３.４ ３２.３ ３２.７ ３３.８ ３４.７ ３７.２ ３７.７ ４１.１ ４１.９ ４１.４ ４１.２ ４１.５ ４２.４ ４２.１ ４２.６ ４５.４

Ｅ
法人 １９.７ ２２.０ ２５.１ ２８.１ ３２.０ ３３.５ ３４.４ ３４.８ ３５.９ ３６.８ ３６.８ ３５.８ ３７.３ ３７.６ ３８.０ ３８.５ ３９.２ ３８.４ ３７.０ ３７.９ ４０.０

計 ８.３ ９.８ １１.５ １２.６ １３.３ １３.３ １３.５ １３.３ １３.７ １４.０ １４.０ １４.０ １４.６ １４.７ １４.９ １５.０ １５.１ １５.２ １５.２ １５.２ １５.６
※「経営実態調査」より

介護収益／事業収益比推移（医科法人） 単位：％

２０２０年 ４ 月 ２０２１年 ４ 月
事業所数 利用者数 事業所数 利用者数

訪問介護 ２５７ １４,８２９ ２５０ １４,７５１
訪問入浴 ６ １３８ ５ １２９
予防訪問入浴 ４ ２ ４ １

訪問入浴 ６ １４０ ５ １３０
訪問看護（介護保険） ２９２ １９,６５０ ２６８ ２０,５１９
予防訪問看護 ２２３ ２,１８８ ２１９ ２,６５０

訪問看護 ２９２ ２１,８３８ ２６８ ２３,１６９
訪問リハ １３４ ３,６９３ １３２ ３,９８７
予防訪問リハ １１１ ５９５ １１１ ６７８

訪問リハ １３４ ４,２８８ １３２ ４,６６５
■訪問系サービス合計 ６８９ ４１,０９５ ６５５ ４２,７１５
通所介護 １９１ １０,８４１ １８４ １０,５６１
通所リハ ２２３ １３,１６２ ２２１ １３,３０１
予防通所リハ １８６ ３,３１９ １８６ ３,７３５

通所リハ ２２３ １６,４８１ ２２１ １７,０３６
療養通所介護 ０ ０ ０ ０

■通所系サービス合計 ４１４ ２７,３２２ ４０５ ２７,５９７
短期入所生活介護（併設型事業所） ４８ １,４０４ ４７ １,４５８
短期入所生活介護（単独型事業所） ２５ １,３４０ ２４ １,３５２
予防短期入所生活介護（併設型事業所） ２８ １５５ ２９ １９
予防短期入所生活介護（単独型事業所） ２２ ２３ ２２ ２６

短期入所生活介護 ７３ ２,９２２ ７１ ２,８５５
短期入所療養介護 ４２ ７３１ ４３ ８２８
予防短期入所療養介護 ２５ ９ ２９ ２７

短期入所療養介護 ４２ ７４０ ４３ ８５５
■短期入所サービス合計 １１５ ３,６６２ １１４ ３,７１０
特定施設入居者生活介護 １５ ５０７ １５ ４９１
予防特定施設入居者生活介護 ９ ３３ ８ ２８

特定施設入居者生活介護 １５ ５４０ １５ ５１９
福祉用具貸与 ２１ ６,２９０ ２１ ６,３９０
予防福祉用具貸与 ２０ １,２７２ ２０ １,３３２

福祉用具貸与 ２１ ７,５６２ ２１ ７,７２２
○居宅サービス合計 １,２５４ １１６,２０３ １,２１０ ８２,２６３
介護予防支援事業（地域包括作成分） ７９ １１,８９２ ８０ １２,８７７
居宅介護支援事業 ３９８ ５４,１９２ ３７７ ５４,７７９
受託予防ケアプラン ７,２４６ ７,４６５
（＊再掲：特定事業所加算算定分） ２６２ ３８,３９９ ２５２ ３９,４３０

○介護予防・居宅介護支援合計 ４７７ ７３,３３０ ４５７ ７５,１２１
老人福祉施設 ３４ ２,４０１ ３４ ２,４１４
老人保健施設 ４４ ３,３４１ ４５ ３,４４３
介護療養型医療施設 ２ ５２ １ １２
介護医療院 ６ ７９０ ７ ８５０

○施設合計 ８６ ６,５８４ ８７ ６,７１９
定期巡回随時対応型訪問介護看護 ４２ ８４３ ４４ ９００
夜間対応型訪問介護 ６ ４８ ６ ６４
地域密着型通所介護 ７６ ２,３４６ ７４ ２,３２７
認知症対応型通所介護 ４４ ８９６ ４６ ９６４
予防認知症対応型通所介護 ２７ １７ ２９ １５

認知症対応型通所介護 ４４ ９１３ ４６ ９７９
小規模多機能居宅介護 ７２ １,５６５ ７３ １,５９６
予防小規模多機能居宅介護 ３９ ８８ ３９ ８１

小規模多機能居宅介護 ７２ １,６５３ ７３ １,６７７
認知症対応型共同生活介護 ７４ １,００４ ７７ １,０５３
予防認知症対応型共同生活介護 ２７ １７ ４０ ３

認知症対応型共同生活介護 ７４ １,０２１ ７７ １,０５６
地域密着型特定施設入居者生活介護 ４ １５９ ３ ８７
地域密着型介護福祉施設 １１ ２７１ ９ ２１３
看護小規模多機能居宅介護 ２９ ６９７ ３１ ７７６

○地域密着型サービス合計 ３５８ ７,９５１ ３６３ ８,０７９
総　　　計 ２,１７５ １６８,１１３ ２,１１７ １７２,１８２

介護保険指定事業所数・利用者数

※各年「介護事業基本調査」より
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２０００年 １１４
２００１年 １２２
２００２年 １１８
２００３年 ９８
２００４年 １６４
２００５年 １９７
２００６年 １６１
２００７年 １４６
２００８年 １３５
２００９年 １４３
２０１０年 １３２
２０１１年 １２３
２０１２年 １４２
２０１３年 １４０
２０１４年 １２９
２０１５年 １４１
２０１６年 １５７
２０１７年 １５５
２０１８年 １７５
２０１９年 １６５
２０２０年 １９０
２０２１年 １８３

初期研修医受入数の推移（人）
１９９９年卒 １,２０７
２０００年卒 １,１９３
２００１年卒 １,０５１
２００２年卒 ９５７
２００３年卒 １,０４１
２００４年卒 ９４３
２００５年卒 ９７５
２００６年卒 ９００
２００７年卒 ８５８
２００８年卒 ７７６
２００９年卒 ８９２
２０１０年卒 ９２６
２０１１年卒 ９５８
２０１２年卒 １,０３４
２０１３年卒 １,０６０
２０１４年卒 １,０５４
２０１５年卒 １,１１４
２０１６年卒 １,０８９
２０１７年卒 １,０６２
２０１８年卒 １,１３７
２０１９年卒 １,０７９
２０２０年卒 １,０８０
２０２１年卒 １,１０３

（看護師、保健師、助産師の合計）

新卒看護師受入数の推移（人）

２０１７年
１０月 １ 日
現在

２０１９年
１０月 １ 日
現在

２０２１年
１０月 １ 日
現在

前回比較 ４年比較

増減数 前回比 増減数 前回比

医科医師 正職員 ３,２６９.２ ３,２３３.０ ３,２４６.５ １３.５ １００.４ △２２.７ ９９.３
非正職員換算 ９５９.９ １,０３５.２ １,１７３.６ １３８.４ １１３.４ ２１３.７ １２２.３

歯科医師 正職員 ３２６.０ ３１９.９ ３５３.４ ３３.５ １１０.５ ２７.４ １０８.４
非正職員換算 ６２.２ ６１.７ ５３.４ △８.３ ８６.５ △８.８ ８５.９

薬剤師 ２,８４０.３ ２,８７６.０ ２,８４４.４ △３１.６ ９８.９ ４.１ １００.１

看護

保健師 ６１７.３ ６１２.０ ６６５.５ ５３.５ １０８.７ ４８.２ １０７.８
助産師 ３５２.９ ４０７.４ ３８８.５ △１８.９ ９５.４ ３５.６ １１０.１
看護師 ２２,４８９.８ ２２,９９３.７ ２３,２６２.４ ２６８.７ １０１.２ ７７２.６ １０３.４
准看護師 ２,６５２.６ ２,３０５.１ ２,０００.０ △３０５.１ ８６.８ △６５２.６ ７５.４
看護業務補助者 １,７１３.６ １,６７２.９ １,６１１.６ △６１.３ ９６.３ △１０２.０ ９４.０

介護

介護福祉士 １１,３６１.２ １１,６１５.４ １２,１４９.６ ５３４.２ １０４.６ ７８８.４ １０６.９
介護職員初任者研修修了者（旧
ホームヘルパー ２級相当） ２,４５９.０ ２,０９７.５ １,８９４.４ △２０３.１ ９０.３ △５６４.６ ７７.０

実務者研修修了者（旧介護職員
基礎研修及び旧ホームヘルパー
１級相当）

２４８.５ ３８７.３ ３８４.１ △３.２ ９９.２ １３５.６ １５４.６

その他の介護職 １,９９９.１ １,６５５.３ １,５７１.２ △８４.１ ９４.９ △４２７.９ ７８.６

歯科
歯科衛生士 ８１９.３ ８３３.４ ８２４.４ △９.０ ９８.９ ５.１ １００.６
歯科技工士 １９１.６ １８４.９ １８３.２ △１.７ ９９.１ △８.４ ９５.６
歯科業務補助者 １１６.９ １０６.９ １１５.０ ８.１ １０７.６ △１.９ ９８.４

放射線 診療放射線技師 １,０６２.６ １,０５９.５ １,０６５.８ ６.３ １００.６ ３.３ １００.３
診療Ｘ線技師 ５.０ ４５.２ ９.８ △３５.４ ２１.７ ４.８ １９６.０

検査 臨床検査技師 １,６８４.２ １,６８２.９ １,６９１.７ ８.８ １００.５ ７.５ １００.４
衛生検査技師 ４.３ ２.４ ８.１ ５.７ ３３７.５ ３.８ １８８.４

臨床工学技士 ５８２.６ ６１９.６ ６６７.６ ４８.０ １０７.７ ８５.０ １１４.６

リハビリ

理学療法士 ３,５５４.１ ３,７１２.０ ３,７９８.２ ８６.２ １０２.３ ２４４.１ １０６.９
作業療法士 ２,１７８.３ ２,３２２.４ ２,３８０.２ ５７.８ １０２.５ ２０１.９ １０９.３
視能訓練士 ８２.７ ７０.６ ７９.３ ８.７ １１２.３ △３.４ ９５.９
言語聴覚士 ６８８.８ ７２４.９ ７４０.８ １５.９ １０２.２ ５２.０ １０７.５
義肢装具士 １.０ ０.０ ０.０ ０.０ １００.０ △１.０ ０.０

マッサージ師 ２２.４ １５.９ １２.３ △３.６ ７７.２ △１０.１ ５４.８
柔道整復師 ２５.５ ２２.７ ２１.３ △１.４ ９３.７ △４.２ ８３.４
鍼灸師 ３６.６ ２８.７ ２３.１ △５.６ ８０.５ △１３.５ ６３.１

栄養

管理栄養士 ７０４.３ ７３５.３ ７３５.０ △０.３ １００.０ ３０.７ １０４.４
栄養士 １４９.２ １６７.１ １６２.７ △４.４ ９７.４ １３.５ １０９.０
調理師 １,１０３.６ １,１１７.７ １,１２７.０ ９.３ １００.８ ２３.４ １０２.１
調理員 ９０４.７ ８５０.９ ９４８.３ ９７.４ １１１.４ ４３.６ １０４.８

その他の技術員 ３３９.２ ３９４.９ ２８７.７ △１０７.２ ７２.９ △５１.５ ８４.８

ＳＷ
社会福祉士 ９６１.２ ９９２.４ ９１８.４ △７４.０ ９２.５ △４２.８ ９５.５
精神保健福祉士 １４２.８ １４２.８ １３５.０ △７.８ ９４.５ △７.８ ９４.５
その他のＳＷ ２２６.５ ２２９.１ ３０６.４ ７７.３ １３３.７ ７９.９ １３５.３

保育士 ４９１.４ ５２８.１ ５６７.２ ３９.１ １０７.４ ７５.８ １１５.４
事務職員 １３,１７８.３ １３,０８３.３ １３,３１９.６ ２３６.３ １０１.８ １４１.３ １０１.１
その他の職員 １,７２１.３ １,８６０.７ １,８９２.０ ３１.３ １０１.７ １７０.７ １０９.９
合計 ８２,３２９.８ ８２,８０６.７ ８３,６１８.６ ８１１.９ １０１.０ １,２８８.８ １０１.６

＊実務者研修修了者および柔道整復師は、2017年度調査より集約を実施　＊医科医師・歯科医師以外は正職員＋非正職員換算の合計数

職種別職員数の推移


